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1. 経緯 

東海第二発電所については，新規制基準適合性に係る本体施設（設

計基準対象施設（以下「ＤＢ」という。）及び重大事故等対処施設

（以下「ＳＡ」という。））等に関する原子炉設置変更許可を2018年

9月26日に，地震時における燃料被覆管の閉じ込め機能の維持（バッ

クフィット）に関する原子炉設置変更許可を2019年7月24日に取得し

ている。（以下，既に許可を取得した設置変更許可申請書を「既許

可」という。） 

その後，2019年9月24日に特定重大事故等対処施設（以下「ＥＳ」

という。）及び所内常設直流電源設備（３系統目）の設置に係る原子

炉設置変更許可申請（2020年11月16日に第1回補正，2021年2月19日に

第2回補正）を行い，許可取得に向けた審査を実施しているところで

ある。 

このＥＳ設置等に伴い，以下に示す既許可の本文記載事項を変更す

る必要があることから，ＥＳ設置等に伴う添付書類（追補を含む）に

ついても併せて変更する。本資料では，それらの変更箇所について，

その詳細と基準適合性について説明する。なお，本資料で説明する耐

圧強化ベントの廃止条件の追記については，同様の機能を有する

の設置後に耐圧強化ベントを廃止する旨を追記するも

のである。 

 

＜ＥＳ設置等に伴う既許可の変更範囲＞ 

○本文 

五 発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備 

十 発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合

3



2 

における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備

に関する事項 

○添付書類 

添付書類六 発電用原子炉施設の場所に関する気象、地盤、水理、

地震、社会環境等の状況に関する説明書 

添付書類八 発電用原子炉施設の安全設計に関する説明書 

添付書類九 発電用原子炉施設の放射線の管理に関する説明書 

添付書類十 発電用原子炉施設において事故が発生した場合におけ

る当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整

備に関する説明書 

 追補1. 「5. 重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実

施するために必要な技術的能力」の追補 

 追補2. 「6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基

本的考え方」の追補 
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2. 変更概要 

 今回申請における既許可の変更は，以下の(1)～(3)の変更に係るも

のである。 

(1) 格納容器圧力逃がし装置の兼用化 

原子炉格納容器の過圧破損防止機能等を持つ設備として設置する

格納容器圧力逃がし装置（以下「ＦＶ」という。）については，既

許可のＳＡ設備であるＦＶに加え，ＥＳのＦＶを新規に設置し，計

のＦＶを設置することとしていた。しかしながら，東海第二発

電所がＭａｒｋ－Ⅱ型格納容器であるという設備上の特徴，周辺の

人口密度が比較的高いというサイト配置上の特徴を踏まえ，格納容

器ベント遅延が可能な を設置せずＦＶを 設置

するよりも，ＦＶをＥＳ／ＳＡで兼用化し を設置

する方が，合理性があると判断した。 

このため，ＦＶを兼用化するとともに，関連するＥＳ設備を格納

する建屋やカルバート等の施設の構造を見直している。これらのＥ

Ｓ設備を格納する施設には，ＤＢ及びＳＡに係る設備の一部も格納

されており，それらの構造等に係る記載を変更する。 

 

(2）ＥＳ設置に伴う既設の配置の変更 

ＥＳ設置に伴い， ）を

移設し，関連する記載を変更する。また，ＥＳと干渉する一部のＤ

Ｂ設備及びＳＡ設備を移設（アクセスルートの形状変更を含む）す

る。 
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(3) 耐圧強化ベントの廃止条件の追記 

耐圧強化ベントは，炉心が損傷していない場合の 終ヒートシン

クへ熱を輸送するための設備として整理し，ＦＶが機能喪失した場

合の後段の手段とする。 

ＥＳとして，同様の機能を有する を設置した

後は，耐圧強化ベントを廃止する旨，記載を追加する。 

 

3. 関連するＤＢ及びＳＡ設備の変更 

 「2. 変更概要」に示した変更に付随して，一部のＤＢ及びＳＡ設備

には設計変更が生じる。設計変更が生じる主なＤＢ及びＳＡ設備は以

下のとおり。 

(1)  格納容器圧力逃がし装置の兼用化 

①  常設代替高圧電源装置用カルバート等の配置変更【第１，２

図】 

 ＤＢ設備及びＳＡ設備を内包する常設代替高圧電源装置用カ

ルバートの設置を取りやめ，新たに設置する

，常設代替高圧電源装置用カルバート（カルバート

部）， （以下「カルバート等」と

いう）を設置する。この変更により，カルバート等内に設置す

る機器の配置及び区画が変更となる。 

【ＤＢ】 

A)  非常用ディーゼル発電機用軽油配管及び電路の配置変更 

非常用ディーゼル発電機用軽油配管及び電路は，カルバ

ート等内に設置され，配置変更や構造変更が生じるが，設

備の基本設計方針や基本仕様に変更はない。 
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また，カルバート等の火災区域又は火災区画も変更とな

るが，火災防護対策の基本設計方針や基本仕様に変更はな

い。火災区域又は火災区画の変更の詳細は，添付資料8条－

1にて説明する。 

B)  浸水防護設備の変更 

ⅰ)津波に対する防護設備 

カルバート等の配置変更及び構造変更に伴い，津波防

護対象設備を内包する建屋及び区画に変更が生じる。建

屋及び区画の変更に伴って，浸水防護設備にも変更が生

じる。これらの変更が生じるが，基準津波及び敷地に遡

上する津波に対する防護方針には変更がない。変更の詳

細は，添付資料5条－1，40条－1及び43条－3にて説明す

る。 

ⅱ)内部溢水に対する防護設備 

カルバート等の配置変更及び構造変更に伴い，津波浸

水防護設備と兼用である水密扉及び溢水防護区画に変更

が生じる。これらの変更が生じるが，溢水防護に関する

基本方針に変更はない。 

【ＳＡ】 

C)  低圧代替注水系（可搬型）配管配置変更 

カルバート等の変更により，高台にある高所西側接続口

及び高所東側接続口からの低圧代替注水系（可搬型）の配

管の配置・形状が変更となる。設備の基本設計方針や基本

仕様に変更はないが，添付資料47条－1にて，注水特性への

影響について説明する。 
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D)  原子炉建屋西側接続口の配置変更 

カルバート等の変更により，低圧代替注水系（可搬型）

の配管配置が変更となったことに併せて，低圧代替注水系

（可搬型），代替格納容器窒素ガス供給系，格納容器圧力

逃がし装置窒素供給系，代替燃料プール冷却系海水系（自

主設備），代替残留熱除去系海水系（自主設備），可搬型

代替交流電源設備及び可搬型代替直流電源設備について，

原子炉建屋西側接続口の設置場所等が変更となるが，設備

の基本設計方針や基本仕様に変更はない（添付資料43条－

1，－2）。技術的能力に係る手順等については，変更前

は，地下のハッチ（蓋）を開放しアクセスすることとして

いたが，変更後は，蓋開放が不要となり，水密扉の開放に

よるアクセスとなるため，技術的能力に係る手順等に変更

が生じる。 

 

②  ＦＶの配置及び系統構成変更【第１～６図】 

 フィルタ容器の設置場所を原子炉建屋南側の格納容器圧力逃

がし装置格納槽から に変更する

（第１，２図）。また，特重施設のＦＶとの兼用化に伴い，特

重要件の考慮が必要となるため，系統構成を変更する。 

【ＤＢ】 

A)  原子炉格納施設（隔離弁等）の変更【第３図】 

特重要件を踏まえた系統構成とすることにより，配置変

更や格納容器隔離弁の構成の見直しを行うとともに，換気

空調系及び原子炉建屋ガス処理系の隔離弁の弁数を，格納
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容器圧力逃がし装置との分離に伴い，それぞれ2弁から1弁

へ変更する。 

なお，格納容器圧力逃がし装置を含む格納容器ベント配

管は，設置許可基準規則第32条第4項における「主要な配

管」ではないため，その隔離弁には自動閉鎖信号を設けな

い設計とし，添八にその旨記載を追加する。詳細は添付資

料32条－1に示す。 

【ＳＡ】 

A)  サプレッション・チェンバ（Ｓ／Ｃ）側ベントライン及び

ドライウェル（Ｄ／Ｗ）側ベントライン取出し位置の変更

【第３図】 

（Ｓ／Ｃ）側ベントライン及び（Ｄ／Ｗ）側ベントライ

ンの原子炉格納容器の取出し位置が変更となったことに伴

い，フィルタ装置入口第一弁（Ｓ／Ｃ側）及びフィルタ装

置入口第一弁（Ｄ／Ｗ側）の遠隔人力操作機構の操作場所

を に設置する。この変更によ

り，下記のＤ／Ｗ側ベントラインの小口径化を除き，設備

の基本設計方針や基本仕様に変更はないが，系統図等や技

術的能力に係る手順等に変更が生じる。 

また，Ｄ／Ｗ側ベントラインは，既許可時と比較して小

口径化されており，Ｄ／Ｗ側のベント排気流量が変更とな

る。これに伴い，Ｄ／Ｗ側からのベント実施時におけるＣ

ｓ－137放出量の評価が変更となるが，評価結果は判断基準

である100TBqを十分下回り，基準適合性への影響はない。

詳細は添付資料37条－3に示す。 
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さらに，Ｓ／Ｃ側ベントライン及びＤ／Ｗ側ベントライ

ンの取出し位置の変更に伴い，耐圧強化ベント系はＦＶと

分離される。これに伴い，炉心損傷前のみに使用する耐圧

強化ベント系の電動弁には遠隔人力操作機構は設置され

ず，耐圧強化ベント系の現場での手動操作は，全て電動弁

のハンドルの直接操作に変更となる。この変更により，技

術的能力に係る手順等に変更が生じる。詳細は添付資料 技

－1にて示す。 

B)  ＦＶ入口弁へのバイパス弁追加【第３図】 

特重要件である信頼性向上の観点から，Ｓ／Ｃ側及びＤ

／Ｗ側のＦＶ入口弁を２台並列に設置する。この変更によ

り，系統図等や技術的能力に係る手順等に変更が生じる。 

C)  の現場操作要員の防護具の変更 

従来，フィルタ装置入口第一弁（Ｓ／Ｃ側）及び（Ｄ／

Ｗ側）の遠隔人力操作機構の操作場所は，原子炉建屋付属

棟に設置されていたが， に変更

となる。 における操作について

は，薬品タンクからの漏えいが想定される地震時において

炉心損傷のおそれがある場合には，既許可にて自給式呼吸

用保護具を着用し操作を行うこととしていたが，

に設置している薬品タンクは固体あるいは

揮発性が乏しい液体であることから，遠隔人力操作機構の

操作においては，自給式呼吸用保護具等の薬品防護具の着

用は不要とし，放射線防護具として全面マスク等を着用し

て行うこととしている。詳細は添付資料 技－1にて示す。 
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D)  フィルタ装置入口第二弁の設置場所の変更【第４図】 

従来，フィルタ装置入口第二弁は，原子炉建屋原子棟に

設置されていたが，設置場所が

に変更となる。また，当該弁の手動操作について

も，従来は原子炉建屋廃棄物処理棟3階から操作を行う手順

としていたが，操作場所が

に変更となる。この変更により，設備の基本設計方針

や基本仕様に変更はないが，系統図等や技術的能力に係る

手順等に変更が生じる。 

E)  空気ボンベユニットの常設化，

ボンベ容量変更 

 に設置される

には，既許可と同様に

する。本ボンベユニットは，ＥＳと兼用することか

ら，可搬から常設化する。また，

の容量が変更となること及び正圧化に流量調整を不要と

する運用とすることから，ボンベ容量を変更する。この変

更により，各設備の基本仕様等について変更が生じるとと

もに，技術的能力に係る手順等に変更が生じる。 

F)  ＦＶ放出位置の変更【第５図】 

ＦＶ兼用化に伴い，フィルタ装置の設置位置が原子炉建

屋南側から

に変更となる。この変更に伴い，ＦＶ放出位置について

も従来に比べて西側に変更となる。ＦＶ放出位置の変更に

より，ＦＶからの放出を想定した被ばく評価が変更となる

11



10 

が，評価距離等の変動は小さく被ばく評価結果への影響は

小さいことから，基準適合性への影響はない。詳細は添付

資料37条－1，57条－1，59条－1及び技－1に示す。 

G)  フィルタ装置等遮蔽追加【第４図，第６図】 

ＦＶ兼用化に伴い，フィルタ装置が

に格納され，フィルタ装置廻りの遮蔽設備が変更

となる。この変更に伴い，ベント実施に係る隔離弁操作等

の作業場所が変更され，被ばく評価で考慮しているアクセ

スルート及び作業場所における遮蔽設備の主要機器が変更

となる（第４図）。 

また，スクラビング水の移送について，フィルタ装置廻

りの遮蔽設備の変更に伴い現場操作が可能となったことか

ら，電動弁から手動弁に変更する（第６図）。この変更に

より，系統図等や技術的能力に係る手順等に変更が生じ

る。 

H)  スクラビング水補給ラインの配置変更 

従来，スクラビング水補給は，原子炉建屋南側にあるフ

ィルタ装置格納槽近くから行うこととしていたが，ＦＶ兼

用化に伴い原子炉建屋西側にある

に配置が変更となることから，スクラビング水補給ラ

イン及び接続口についても，原子炉建屋西側に変更する。

また，接続口には，従来は原子炉建屋西側接続口と同様

に，地下のハッチ（蓋）を開放しアクセスすることとして

いたが，変更後は蓋開放が不要となり，水密扉の開放によ

るアクセスとなる。これにより，設備の基本設計方針や基
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本仕様に変更はないが，技術的能力に係る手順等に変更が

生じる。 

I)  フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ）設置台数変更 

ＦＶ兼用化に伴い，圧力開放板の配置を自然現象（竜

巻）の影響を受けない屋内に変更する。これに伴い，フィ

ルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ）台数を2台から1台

へ変更するが，代替監視パラメータを適切に設定すること

から，基準適合性への影響はない。変更の詳細は，添付資

料58条－1にて説明する。 

 

(2)  ＥＳ設置に伴う既設の配置変更 

①  水処理施設の移設【第１図】 

  

【ＤＢ】 
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【自主対策設備】 

 

②   ＥＳとの干渉 

ＥＳと干渉する以下の設備を移設する。 
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【ＤＢ】 

 

 

【ＳＡ】 

 

【その他】 
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(3) 耐圧強化ベントの廃止条件の追記 

耐圧強化ベントは，ＥＳとして同様の機能を有する

を設置した後は廃止する旨，記載を追加する。 

【ＤＢ】 

A)  原子炉格納施設（隔離弁等）の撤去 

の設置後に実施する耐圧強化ベント

の廃止後は，原子炉格納施設に属する隔離弁等が撤去され

るが，ＤＢとしての設備の基本設計方針や基本仕様には変

更はない。 

【ＳＡ】 

A) 耐圧強化ベントの廃止 

の設置後に実施する耐圧強化ベント

の廃止に伴い，ＳＡ設備である耐圧強化ベントの48条設備

の登録を外すこととなる。このため，廃止条件が明確とな

るよう，記載を追加する。 
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第１図 既許可からの施設の配置変更 
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16 

既許可のカルバート等ルート（ＤＢ） ＥＳ設置後のカルバート等ルート（ＤＢ） 

  

第２図 既許可設備の配置変更に伴うカルバート等のルート変更（１／２） 

【凡例】
非常用電源設備の配管
非常用電源設備の電路

＊：配管等の設置床EL.を示す。
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17 

既許可のカルバート等ルート（ＳＡ） ＥＳ設置後のカルバート等ルート（ＳＡ） 

  

 

第２図 既許可設備の配置変更に伴うカルバート等のルート変更（２／２）
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置

既許可  変更後  

第３図 原子炉格納施設の主要な変更
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19 

※ 図中の遮蔽設備は とし公称値を記載 

第４図 フィルタ装置等の遮蔽設備の主要機器の追加及び変更

設備名 既許可の遮蔽設備※ ＥＳ設置後の遮蔽設備※ 備 考 

遮蔽 

格納容器圧力逃がし装置の兼用化に伴い，

の位置が，原子

炉建屋付属棟から

に変更となったことから，

遮蔽の遮蔽厚が変更と

なった。 

フィルタ装置遮蔽 

既許可ではフィルタ装置から作業場所，アクセス

ルートまでに十分な離隔距離，既存の遮蔽設備が

あったことから被ばく評価ではフィルタ装置遮

蔽に期待していないため，遮蔽設備の主要機器と

して記載していない。 

格納容器圧力逃がし装置の兼用化に伴い，作

業場所，アクセスルート上にフィルタ装置が

あることから，遮蔽設備の主要機器として追

記した。 

配管遮蔽 

既許可ではフィルタ装置から原子炉建屋に接続

する配管から作業場所，アクセスルートまでに十

分な離隔距離，既存の遮蔽設備があったことから

被ばく評価では配管遮蔽に期待していないため，

遮蔽設備の主要機器として記載していない。 

格納容器圧力逃がし装置の兼用化に伴い，作

業場所，アクセスルート上に配管があること

から，遮蔽設備の主要機器として追記した。
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第５図 放出口位置の変更 
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６

図
 

既
許

可
か

ら
の

設
備

・
施

設
の

配
置

変
更
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第７図 屋外アクセスルート変更概要図 

１． （自主設備）の移設に伴う影響 
  等の設備配置の変更に伴い，ホース敷設距離等に影響のある手順 

(a を水源とした代替淡水貯槽への補給 
(b を水源とした西側淡水貯水設備への補給 

  (c を水源としたフィルタ装置スクラビング水の補給 
 
２．アクセスルートの形状の変更（図中の黄色ハッチ部分）に伴う影響 
   アクセスルートの形状の変更に伴い，ホース敷設距離等に影響のある手順 

(a)西側淡水貯水設備を水源とした原子炉建屋東側接続口への送水 
(b)西側淡水貯水設備を水源とした原子炉建屋西側接続口への送水 
(c)代替淡水貯槽を水源とした原子炉建屋西側接続口への送水 
(d)代替淡水貯槽を水源とした高所東側接続口への送水 
(e)代替淡水貯槽を水源とした高所西側接続口への送水 
(f)ＳＡ用海水ピットを水源とした原子炉建屋西側接続口への送水 
(g)ＳＡ用海水ピットを水源とした高所東側接続口への送水 
(h)ＳＡ用海水ピットを水源とした高所西側接続口への送水 
(i)西側淡水貯水設備を水源としたフィルタ装置スクラビング水の補給 
(j)代替淡水貯槽を水源としたフィルタ装置スクラビング水の補給 
(k)西側淡水貯水設備を水源とした代替淡水貯槽への補給 
(l)代替淡水貯槽を水源とした西側淡水貯水設備への補給 
(m)ＳＡ用海水ピットを水源とした西側淡水貯水設備への補給 
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既許可の配置図 ＥＳ設置後の配置図 

第８図 の移設予定地点の変更 
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第９図 配置変更図 
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4. 特定重大事故等対処施設設置に伴う既許可の変更 

設置許可基準規則及び技術的能力審査基準の各条文等に対する既

許可からの変更点及び基準適合性等を第１表に示す。 

本表のとおり，ＥＳ設置に伴う既許可の一部変更は，基準適合性

等の観点から妥当と考える。 
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添付－4 条－1 

 
 
 

4 条 地震による損傷の防止 

耐震重要施設等の配置及び構造変更に

ついて 
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4 条－1－1 

1. 変更内容 

 東海第二発電所の特定重大事故等対処施設の導入に伴い，耐震

Ｓクラス設備である非常用電源装置の配管・電路の配置変更及び

常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備（以下

「耐震Ｓクラス設備等」という。）の変更を行う（常設耐震重要重

大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備の変更内容については

添付－43 条－1 参照。）。また，耐震Ｓクラス設備等が設置され

る建物・構築物のうち，常設代替高圧電源装置置場及び常設代替

高圧電源装置用カルバート（トンネル部，立坑部，カルバート部）

（以下「常設代替高圧電源装置置場等」という。）の構造を変更す

る。 

本資料では，上記の配置及び構造変更をすることに対して，2018

年 9 月に許可を受けた設置変更許可申請書（以下「既許可申請書」

という。）の建物・構築物及び機器・配管系の耐震設計方針に対し

て影響がないことを説明する。 

  

2. 変更の妥当性 

設置許可基準規則第四条及び第三十九条の要求事項とそれに対

する既許可の耐震設計方針並びに今回申請の方針をまとめたもの

を第 4－1 表に示す。今回申請における耐震設計方針については既

許可と同じ設計方針とすることから，既許可申請書への影響はな

い。 

また，建物・構築物及び機器・配管系の耐震設計方針への影響

を下記に示す。 
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4 条－1－2 

2.1 建物・構築物 

 第 4－1 図に配置変更前後の配置図の比較を，第 4－2 表に常

設代替高圧電源装置置場等の配置変更前後における耐震Ｓクラ

ス設備等が設置される建物・構築物を示す。第 4－2 表に示すと

おり，配置変更によって耐震Ｓクラス設備等が設置される建物・

構築物を変更する。 

 これより，耐震Ｓクラス設備等が設置される建物・構築物の支

持形式，構造及び耐震評価手法，本体施設の工事計画認可にて評

価を実施した類似の構造物を第 4－3 表に整理した。何れの建物・

構築物においても本体施設にて類似構造物を有し，審査実績を

有する手法で耐震評価を実施する方針である。 

 また，第 4－4 表に示すとおり既許可申請書の地震応答解析，

荷重の組合せ，許容限界の各方針に対して構造変更による影響

を確認したが，既許可申請書の耐震設計方針により設計が可能

であることから，現行の耐震設計方針に対して建物・構築物の構

造変更による影響はない。 

 

2.2 機器・配管系 

耐震Ｓクラス等の機器・配管系については，構造変更を伴わな

いため，既許可申請書及び既工認と同じ評価手法を用いて評価

することから，現行の耐震設計方針に対して機器・配管系の変更

による影響はない。 

 

 以上のとおり機器・配管系の配置変更及び建物・構築物が構造

変更されることになるが，既許可申請書の耐震設計方針に影響の
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4 条－1－3 

ないことを確認した。  
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4
条

－
1
－

4
 

 

既許可のカルバート等ルート ＥＳ設置後のカルバート等ルート 

 

第 4－ 1図  配置変更前後の配置図 

 

 

56



 

4 条－1－5 

第
4
－

1
表

 
基

準
要

求
事

項
と

既
許

可
方

針
及

び
今

回
申

請
の

方
針

比
較

 

要
求

事
項
 

主
た

る
要

件
 

既
許

可
方

針
 

今
回
申
請

の
方

針
 

第
四

条
 

耐
震

性
 

耐
震

重
要

施
設
 

〇
耐

震
重

要
度

分
類

の
Ｓ

ク
ラ

ス
の

施
設

に
適

用
さ

れ
る

地
震

力
に

対
し

て
十

分
に

耐
え
る

こ
と

。
 

〇
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
に
よ

る
地
震

力
に
対
し
て

安
全

機

能
が

損
な

わ
れ

る
お

そ
れ

が
な

い
こ
と

。
 

耐
震

重
要

施
設
 

〇
Ｓ

ｄ
（
又

は
静

的
地

震
力

）
：

弾
性
設

計
 

 〇
Ｓ

Ｓ
：
機

能
維

持
 

〇
下

位
ク

ラ
ス

の
波

及
的

影
響

を
考
慮
 

同
左
 

斜
面

の
 

安
定

性
 

（
参

考
）
 

耐
震

重
要

施
設

は
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
の

地
震

力
に

よ
っ

て
生

ず
る

お
そ

れ
が

あ
る

斜
面

の
崩

壊
に

対
し

て
安

全

機
能

が
損

な
わ

れ
な

い
こ

と
。

 

耐
震

重
要

施
設

は
基

準
地

震
動

Ｓ
ｓ

の
地

震
力

に
よ

っ
て

生
じ

る
お

そ
れ

が
あ

る
周

辺
斜

面
の

崩
壊

に
対

し
て

，
安

全
機

能
を

損
な

わ
な

い
場

所
に

設
置

す
る

。
 

同
左
 

第
三

十
九

条
 

耐
震

性
 

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

防
止

設
備

又
は

常
設

重
大

事

故
緩

和
設

備
が

設
置

さ
れ

る
重

大
事
故

等
対
処
施

設
 

 

〇
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
に
よ

る
地
震

力
に
対
し
て

重
大

事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
機

能
が

損
な

わ

れ
る

お
そ

れ
が

な
い

こ
と

。
 

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

防
止

設
備

又
は

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

が
設

置
さ

れ
る

重
大

事
故

等
対

処
施

設
 

〇
Ｓ

Ｓ
：
機

能
維

持
 

〇
下

位
ク

ラ
ス

の
波

及
的

影
響

を
考
慮
 

同
左
 

斜
面

の
 

安
定

性
 

（
参

考
）
 

基
準

地
震

動
Ｓ

Ｓ
の

地
震

力
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よ
っ

て
生

ず
る

お
そ

れ

が
あ

る
斜

面
の

崩
壊

に
対

し
て

重
大

事
故

等
に

対
処

す

る
た

め
に

必
要

な
機

能
が

損
な

わ
れ
な

い
こ
と
。
 

重
大

事
故

等
対

処
施

設
は

基
準

地
震

動
Ｓ

ｓ
の

地
震

力
に

よ
っ

て
生

じ
る

お
そ

れ
が

あ
る

周
辺

斜
面

の
崩

壊
に

対
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て
，

重
大

事
故

等
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対
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に
必

要
な

機
能
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わ

な
い

場
所

に
設

置
す

る
。
 

同
左
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4 条－1－6 

 

第
4
－

2
表

 
耐

震
Ｓ

ク
ラ

ス
設

備
等

が
設

置
さ

れ
る

建
物

・
構

築
物

の
変

更
前

後
 

耐
震
Ｓ
ク

ラ
ス
設

備
等

 

（
[
 
 
]
内
は
設
備
区
分
を

示
す

）
 

耐
震
Ｓ
ク

ラ
ス
設

備
等
が

設
置

さ
れ
る
建

物
・
構

築
物

 

変
更
前

 
変
更
後

 

・
常
設
代

替
高
圧

電
源
装

置
[
S
A
] 

・
非

常
用

電
源

装
置

の
配

管
・

電
路

[
D
B
/S
A
] 

・
低
圧
代

替
注
水

系
の
配

管
等

[
S
A
] 

・
常
設
代

替
高
圧

電
源
装

置
置

場
 

・
常
設
代

替
高
圧

電
源
装

置
置

場
※

１
 

 

・
非

常
用

電
源

装
置

の
配

管
・

電
路

[
D
B
/S
A
] 

・
低
圧
代

替
注
水

系
の
配

管
等

[
S
A
] 

・
常

設
代

替
高

圧
電

源
装

置
用

カ
ル

バ
ー

ト
（

ト
ン

ネ
ル
部
，

立
坑
部
，
カ
ル

バ
ー

ト
部
）

 

・
常
設
代

替
高
圧

電
源
装

置
用

カ
ル
バ
ー
ト

※
2
 

・
フ
ィ
ル

タ
装
置
[
S
A
/
E
S
] 

・
フ
ィ
ル

タ
装
置

の
配
管

等
[
S
A
/
E
S]
 

・
格
納
容

器
圧
力

逃
が
し

装
置

格
納
槽

 

・
格
納
容

器
圧
力

逃
が
し

装
置

用
配
管
カ

ル
バ
ー

ト
 

D
B
:
設
計
基
準
対
象
施

設
，
S
A
:
常
設
耐
震

重
要
重

大
事
故

防
止

設
備
又
は
常
設
重

大
事
故

緩
和

設
備
，
E
S
:
特
定
重
大

事
故
等

対
処
施
設

（
一
の

施
設
）
 

※
１
：
常

設
代
替

高
圧
電

源
装

置
置
場
と

常
設
代

替
高
圧

電
源

装
置
用
カ

ル
バ
ー
ト
の
接

続
位

置
の
変
更

。
 

※
２
：
岩

盤
内
に

設
置
か

ら
人

工
岩
盤
を

介
し
て

岩
盤
に

直
接

支
持
方
式

に
変
更
。
ま
た

，
形

状
を
ト
ン

ネ
ル
構

造
か
ら

ボ
ッ

ク
ス
カ
ル

バ
ー
ト

構
造
に

変
更

。
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4 条－1－7 

第
4
－

3
表

 
建

物
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構
築

物
の

構
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，
耐

震
評
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手

法
等
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建
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構
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物

 
支
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式

 
構
 
造
 

耐
震
評
価

手
法

 
既
工
認
に

お
け
る

 

類
似
構
造

物
 

常
設

代
替

電
源

装
置

用
カ

ル
バ
ー
ト

 

人
工

岩
盤
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介

し
て

岩
盤
に
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接
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Ｒ
Ｃ

造
，
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ス

カ
ル

バ
ー

ト

状
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メ
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[
解
析
方
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]
 

時
刻
歴
応

答
解
析

 

[
解
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地
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構
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介
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物
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常
設

低
圧
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替
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水

系
配

管
カ

ル

バ
ー
ト

 

人
工

岩
盤

を
介

し
て

岩
盤
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直

接
支
持

 

Ｒ
Ｃ

造
，

ボ
ッ

ク
ス

カ
ル

バ
ー

ト

状
ラ
ー
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ン
構
造

 

[
解
析
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法
]
 

時
刻
歴
応

答
解
析

 

[
解
析
モ
デ
ル
]
 

地
盤
２
次

元
Ｆ
Ｅ

Ｍ
－
構

造
物

柱
梁
モ
デ

ル
 

常
設

低
圧

代
替

注
水

系
配

管
カ

ル

バ
ー
ト

 

岩
盤
に
直

接
支
持

 
Ｒ
Ｃ
造
，

壁
式
構

造
 

[
解
析
方
法
]
 

時
刻
歴
応

答
解
析

 

[
解
析
モ
デ
ル
]
 

地
盤
２
次

元
Ｆ
Ｅ

Ｍ
－
建

屋
質

点
モ
デ
ル

 

格
納

容
器

圧
力

逃
が

し
装

置
格

納

槽
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4 条－1－8 

第
4
－
4
表
 

既
許
可
申
請
書
の
記
載
 

項
 
目

 
設
計
基
準

対
象
施

設
に
お

け
る

 

建
物
・
構

築
物
の

設
計
方

針
 

重
大
事
故

等
対
処

施
設
に

お
け

る
 

建
物
・
構

築
物
の

設
計
方

針
 

構
造
変
更

に
よ
る

影
響

 

地
震

応
答

解

析
 

 
動

的
解
析

に
よ

る
地
震

力
の

算
定

に
当
た

っ
て

は
，
地

震
応

答
解

析
手
法

の
適

用
性
，

適
用

限
界

等
を
考

慮
の

う
え
，

適
切

な
解

析
法
を

選
定

す
る
と

と
も

に
，

建
物
・

構
築

物
に
応

じ
た

適
切

な
解
析

条
件

を
設
定

す
る

。
動

的
解
析

は
，

時
刻
歴

応
答

解
析

法
に
よ

る
。

ま
た
，

３
次

元
応

答
性
状

等
の

評
価
は

，
線

形
解
析
に

適
用
可

能
な
周

波
数

応
答
解
析

法
に
よ

る
。

 

 
建

物
・
構

築
物

の
動
的

解
析

に
当

た
っ
て

は
，

建
物
・

構
築

物
の

剛
性
は

そ
れ

ら
の
形

状
，

構
造

特
性
等

を
十

分
考
慮

し
て

評
価

し
，
集

中
質

点
系
等

に
置

換
し

た
解
析

モ
デ

ル
を
設

定
す

る
。

 

 
動

的
解
析

に
は

，
建
物

・
構

築
物

と
地
盤

と
の

相
互
作

用
を

考
慮

す
る
も

の
と

し
，
解

析
モ

デ
ル

の
地
盤

の
ば

ね
定
数

は
，

基
礎

版
の
平

面
形

状
，
地

盤
の

剛
性

等
を
考

慮
し

て
定
め

る
。

設
計

用
地
盤

定
数

は
，
原

則
と

し
て

，
弾
性

波
試

験
に
よ

る
も

の
を
用
い

る
。

 

 
地

盤
－
建

物
・

構
築
物

連
成

系
の

減
衰
定

数
は

，
振
動

エ
ネ

ル
ギ

の
地
下

逸
散

及
び
地

震
応

答
に

お
け
る

各
部

の
ひ
ず

み
レ

ベ
ル
を
考

慮
し
て

定
め
る

。
 

 
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
及

び
弾

性
設

計
用

地
震

動
Ｓ

ｄ
に

対
す

る

応
答

解
析
に

お
い

て
，
主

要
構

造
要

素
が
あ

る
程

度
以
上

弾
性

範
囲

を
超
え

る
場

合
に
は

，
実

験
等

の
結
果

に
基

づ
き
，

該
当

す
る

建
物
部

分
の

構
造
特

性
に

応
じ

て
，
そ

の
弾

塑
性
挙

動
を

設
計
基
準

対
象
施

設
の
方

針
に

基
づ
く
。

 
現

行
の

地
震

応
答

解
析

の
方

針
に

よ
り

設
計

が

可
能
で
あ

る
た
め
，
構
造

変
更

に
よ

る
現

行
記

載

へ
の
影
響

は
な
い

。
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4 条－1－9 

項
 
目

 
設
計
基
準

対
象
施

設
に
お

け
る

 

建
物
・
構

築
物
の

設
計
方

針
 

重
大
事
故

等
対
処

施
設
に

お
け

る
 

建
物
・
構

築
物
の

設
計
方

針
 

構
造
変
更

に
よ
る

影
響

 

適
切

に
模

擬
し

た
復

元
力

特
性

を
考

慮
し

た
応

答
解

析
を

行

う
。

 

 
ま

た
，
Ｓ

ク
ラ

ス
の
施

設
を

支
持

す
る
建

物
・

構
築
物

の
支

持
機

能
を
検

討
す

る
た
め

の
動

的
解

析
に
お

い
て

，
施
設

を
支

持
す

る
建
物

・
構

築
物
の

主
要

構
造

要
素
が

あ
る

程
度
以

上
弾

性
範

囲
を
超

え
る

場
合
に

は
，

そ
の

弾
塑
性

挙
動

を
適
切

に
模

擬
し
た
復

元
力
特

性
を
考

慮
し

た
応
答
解

析
を
行

う
。

 

 
応

答
解
析

に
用

い
る
材

料
定

数
に

つ
い
て

は
，

地
盤
の

諸
定

数
も

含
め
て

材
料

の
ば
ら

つ
き

に
よ

る
変
動

幅
を

適
切
に

考
慮

す
る

。
ま
た

，
必

要
に
応

じ
て

建
物

・
構
築

物
及

び
機
器

・
配

管
系
の
設

計
用
地

震
力
に

及
ぼ

す
影
響
を

検
討
す

る
。

 

 
建

物
・
構

築
物

の
動
的

解
析

に
お

い
て
，

地
震

時
に
お

け
る

地
盤

の
有

効
応

力
の

変
化

に
伴

う
影

響
を

考
慮

す
る

場
合

に

は
，

有
効
応

力
解

析
を
実

施
す

る
。

有
効
応

力
解

析
に
用

い
る

液
状

化
強
度

特
性

は
，
敷

地
の

原
地

盤
に
お

け
る

代
表
性

及
び

網
羅

性
を
踏

ま
え

た
上
で

保
守

性
を

考
慮
し

て
設

定
す
る

こ
と

を
基

本
と
す

る
。

保
守
的

な
配

慮
と

し
て
地

盤
を

強
制
的

に
液

状
化

さ
せ
る

こ
と

を
仮
定

し
た

影
響

を
考
慮

す
る

場
合
に

は
，

原
地

盤
よ
り

も
十

分
に
小

さ
い

液
状

化
強
度

特
性

（
敷
地

に
存

在
し

な
い
豊

浦
標

準
砂
に

基
づ

く
液

状
化
強

度
特

性
）
を

設
定

す
る
。

 

 
原

子
炉
建

屋
に

つ
い
て

は
，

３
次

元
Ｆ
Ｅ

Ｍ
解

析
等
か

ら
，

建
物

・
構
築

物
の

３
次
元

応
答

性
状

及
び
そ

れ
に

よ
る
機

器
・
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4 条－1－10 

項
 
目

 
設
計
基
準

対
象
施

設
に
お

け
る

 

建
物
・
構

築
物
の

設
計
方

針
 

重
大
事
故

等
対
処

施
設
に

お
け

る
 

建
物
・
構

築
物
の

設
計
方

針
 

構
造
変
更

に
よ
る

影
響

 

配
管
系
へ

の
影
響

を
評
価

す
る

。
 

 
屋

外
重
要

土
木

構
造
物

の
動

的
解

析
は
，

構
造

物
と
地

盤
の

相
互

作
用

を
考

慮
で

き
る

連
成

系
の

地
震

応
答

解
析

手
法

と

し
，

地
盤
及

び
構

造
物
の

地
震

時
に

お
け
る

非
線

形
挙
動

の
有

無
や

程
度
に

応
じ

て
，
線

形
，

等
価

線
形
，

非
線

形
解
析

の
い

ず
れ
か
に

て
行
う

。
 

 
な

お
，
地

震
力

に
つ
い

て
は

，
水

平
２
方

向
及

び
鉛
直

方
向

に
つ
い
て

適
切
に

組
み
合

わ
せ

て
算
定
す

る
。

 

荷
重

の
組

合

せ
 

(
1
)
 

耐
震

設

計
上

考
慮

す

る
状
態

 

 

(
a
)
 
運
転
時
の
状
態

 

 
発

電
用
原

子
炉

施
設
が

運
転

状
態

に
あ
り

，
通

常
の
自

然
条

件
下
に
お

か
れ
て

い
る
状

態
。

 

 
た

だ
し
，

運
転

状
態
に

は
通

常
運

転
時
，

運
転

時
の
異

常
な

過
渡
変
化

時
を
含

む
も
の

と
す

る
。

 

(
b
)
 
設
計
基
準
事
故

時
の
状

態
 

 
発
電
用

原
子
炉

施
設
が

設
計

基
準
事
故

時
に
あ

る
状
態

。
 

(
c
)
 
設
計
用
自
然
条

件
 

 
設

計
上

基
本

的
に

考
慮

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
自

然
条

件

（
風
，
積

雪
等
）

。
 

(
a
)
 
運
転
時
の
状
態

 

 
設
計
基

準
対
象

施
設
の

方
針

に
基
づ
く

 

(
b
)
 
設
計
基
準
事
故

時
の
状

態
 

 
設
計
基

準
対
象

施
設
の

方
針

に
基
づ
く

 

(
c
)
 
重
大
事
故
等
時

の
状
態

 

 
発

電
用
原

子
炉

施
設
が

，
重

大
事

故
に
至

る
お

そ
れ
の

あ
る

事
故

又
は
重

大
事

故
時
の

状
態

で
，

重
大
事

故
等

対
処
施

設
の

機
能
を
必

要
と
す

る
状
態

 

(
d
)
 
設
計
用
自
然
条

件
 

 
設
計
基

準
対
象

施
設
の

方
針

に
基
づ
く

 

 

荷
重

の
組

合
せ

に
関

す

る
方
針
で

あ
り
，
構

造
変

更
に
よ
る

影
響
は

な
い
。
 

荷
重

の
組

合

せ
 

(
2
)
 

荷
重

の

種
類

 

(
a
)
 

発
電

用
原

子
炉

の
お

か
れ

て
い

る
状

態
に

か
か

わ
ら

ず

常
時
作
用

し
て
い

る
荷
重

，
す

な
わ
ち
固

定
荷
重

，
積
載
荷

重
，

土
圧
，
水

圧
及
び

通
常
の

気
象

条
件
に
よ

る
荷
重

 

(
b
)
 
運
転
時
の
状
態

で
施
設

に
作
用
す

る
荷
重

 

(
a
)
 

発
電

用
原

子
炉

の
お

か
れ

て
い

る
状

態
に

か
か

わ
ら

ず

常
時
作
用

し
て
い

る
荷
重

，
す

な
わ
ち
固

定
荷
重

，
積
載
荷

重
，

土
圧
，
水

圧
及
び

通
常
の

気
象

条
件
に
よ

る
荷
重

 

(
b
)
 
運
転
時
の
状
態

で
施
設

に
作
用
す

る
荷
重

 

荷
重

の
組

合
せ

に
関

す

る
方
針
で

あ
り
，
構

造
変

更
に
よ
る

影
響
は

な
い
。
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4 条－1－11 

項
 
目

 
設
計
基
準

対
象
施

設
に
お

け
る

 

建
物
・
構

築
物
の

設
計
方

針
 

重
大
事
故

等
対
処

施
設
に

お
け

る
 

建
物
・
構

築
物
の

設
計
方

針
 

構
造
変
更

に
よ
る

影
響

 

(
c
)
 
設
計
基
準
事
故

時
の
状

態
で
施
設

に
作
用

す
る
荷

重
 

(
d
)
 
地
震
力
，
風
荷

重
，
積

雪
荷
重
等

 

 
た

だ
し
，

運
転

時
の
状

態
及

び
設

計
基
準

事
故

時
の
状

態
で

の
荷

重
に
は

，
機

器
・
配

管
系

か
ら

作
用
す

る
荷

重
が
含

ま
れ

る
も

の
と
し

，
地

震
力
に

は
，

地
震

時
土
圧

，
機

器
・
配

管
系

か
ら

の
反
力

，
ス

ロ
ッ
シ

ン
グ

等
に

よ
る
荷

重
が

含
ま
れ

る
も

の
と
す
る

。
 

(
c
)
 
設
計
基
準
事
故

時
の
状

態
で
施
設

に
作
用

す
る
荷

重
 

(
d
)
 
重
大
事
故
等
時

の
状
態

で
施
設
に

作
用
す

る
荷
重

 

(
e
)
 
地
震
力
，
風
荷

重
，
積

雪
荷
重
等

 

 
た

だ
し
，

運
転

時
の
状

態
，

設
計

基
準
事

故
時

の
状
態

及
び

重
大

事
故
等

時
の

状
態
で

の
荷

重
に

は
，
機

器
・

配
管
系

か
ら

作
用

す
る
荷

重
が

含
ま
れ

る
も

の
と

し
，
地

震
力

に
は
，

地
震

時
土

圧
，
機

器
・

配
管
系

か
ら

の
反

力
，
ス

ロ
ッ

シ
ン
グ

等
に

よ
る
荷
重

が
含
ま

れ
る
も

の
と

す
る
。

 

荷
重

の
組

合

せ
 

(
3
)
 

荷
重

の

組
合
せ

 

(
a
)
 
Ｓ
ク
ラ
ス
の
建

物
・
構

築
物
に
つ

い
て
は

，
常
時
作

用
し

て
い

る
荷
重

及
び

運
転
時

（
通

常
運

転
時
又

は
運

転
時
の

異
常

な
過

渡
変
化

時
）

の
状
態

で
施

設
に

作
用
す

る
荷

重
と
地

震
力

と
を
組
み

合
わ
せ

る
。

 

(
b
)
 
Ｓ
ク
ラ
ス
の
建

物
・
構

築
物
に
つ

い
て
は

，
常
時
作

用
し

て
い

る
荷
重

及
び

設
計
基

準
事

故
時

の
状
態

で
施

設
に
作

用
す

る
荷

重
の
う

ち
長

時
間
そ

の
作

用
が

続
く
荷

重
と

弾
性
設

計
用

地
震

動
Ｓ

ｄ
に

よ
る

地
震

力
又

は
静

的
地

震
力

と
を

組
み

合
わ

せ
る
。

 

(
c
)
 

Ｂ
ク

ラ
ス

及
び

Ｃ
ク

ラ
ス

の
建

物
・

構
築

物
に

つ
い

て

は
，

常
時
作

用
し

て
い
る

荷
重

及
び

運
転
時

の
状

態
で
施

設
に

作
用

す
る
荷

重
と

動
的
地

震
力

又
は

静
的
地

震
力

と
を
組

み
合

わ
せ
る
。

 

(
a
)
 

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

防
止

設
備

又
は

常
設

重
大

事

故
緩

和
設
備

が
設

置
さ
れ

る
重

大
事

故
等
対

処
施

設
の
建

物
・

構
築

物
に
つ

い
て

は
，
常

時
作

用
し

て
い
る

荷
重

及
び
運

転
時

の
状

態
で
施

設
に

作
用
す

る
荷

重
と

地
震
力

と
を

組
み
合

わ
せ

る
。

 

(
b
)
 

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

防
止

設
備

又
は

常
設

重
大

事

故
緩

和
設
備

が
設

置
さ
れ

る
重

大
事

故
等
対

処
施

設
の
建

物
・

構
築

物
に
つ

い
て

は
，
常

時
作

用
し

て
い
る

荷
重

，
設
計

基
準

事
故

時
の
状

態
及

び
重
大

事
故

等
時

の
状
態

で
施

設
に
作

用
す

る
荷

重
の
う

ち
，

地
震
に

よ
っ

て
引

き
起
こ

さ
れ

る
お
そ

れ
が

あ
る

事
象
に

よ
っ

て
作
用

す
る

荷
重

と
地
震

力
と

を
組
み

合
わ

せ
る

。
重
大

事
故

等
が
地

震
に

よ
っ

て
引
き

起
こ

さ
れ
る

お
そ

れ
が

あ
る
事

象
で

あ
る
か

に
つ

い
て

は
，
設

計
基

準
対
象

施
設

の
耐

震
設
計

の
考

え
方
に

基
づ

く
と

と
も
に

，
確

率
論
的

な
考

察
も
考
慮

し
た
上

で
設
定

す
る

。
 

荷
重

の
組

合
せ

に
関

す

る
方
針
で

あ
り
，
構

造
変

更
に
よ
る

影
響
は

な
い
。
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4 条－1－12 

項
 
目

 
設
計
基
準

対
象
施

設
に
お

け
る

 

建
物
・
構

築
物
の

設
計
方

針
 

重
大
事
故

等
対
処

施
設
に

お
け

る
 

建
物
・
構

築
物
の

設
計
方

針
 

構
造
変
更

に
よ
る

影
響

 

(
c
)
 

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

防
止

設
備

又
は

常
設

重
大

事

故
緩

和
設
備

が
設

置
さ
れ

る
重

大
事

故
等
対

処
施

設
の
建

物
・

構
築

物
に
つ

い
て

は
，
常

時
作

用
し

て
い
る

荷
重

，
設
計

基
準

事
故

時
の
状

態
及

び
重
大

事
故

等
時

の
状
態

で
施

設
に
作

用
す

る
荷

重
の
う

ち
，

地
震
に

よ
っ

て
引

き
起
こ

さ
れ

る
お
そ

れ
が

な
い

事
象
に

よ
る

荷
重
は

，
そ

の
事

故
事
象

の
発

生
確
率

，
継

続
時

間
及
び

地
震

動
の
年

超
過

確
率

の
関
係

を
踏

ま
え
，

適
切

な
地
震
力
（
基
準

地
震
動

Ｓ
Ｓ
又
は
弾
性

設
計
用

地
震
動

Ｓ
ｄ
に

よ
る
地
震

力
）
と
組

み
合
わ

せ
る
。
こ
の
組

合
せ
に

つ
い
て

は
，

事
故

事
象
の

発
生

確
率
，

継
続

時
間

及
び
地

震
動

の
年
超

過
確

率
の

積
等
を

考
慮

し
，
工

学
的

，
総

合
的
に

勘
案

の
上
設

定
す

る
。

な
お
，

継
続

時
間
に

つ
い

て
は

対
策
の

成
立

性
も
考

慮
し

た
上
で
設

定
す
る

。
 

 
以

上
を
踏

ま
え

，
原
子

炉
格

納
容

器
バ
ウ

ン
ダ

リ
を
構

成
す

る
施

設
（
原

子
炉

格
納
容

器
内

の
圧

力
，
温

度
の

条
件
を

用
い

て
評

価
を
行

う
そ

の
他
の

施
設

を
含

む
。
）

に
つ

い
て
は

，
い

っ
た

ん
事
故

が
発

生
し
た

場
合

，
長

時
間
継

続
す

る
事
象

に
よ

る
荷

重
と

弾
性

設
計

用
地

震
動

Ｓ
ｄ
に

よ
る

地
震

力
と

を
組

み

合
わ

せ
，
そ

の
状

態
か
ら

さ
ら

に
長

期
的
に

継
続

す
る
事

象
に

よ
る

荷
重

と
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
に

よ
る

地
震

力
を

組
み

合
わ

せ

る
。

ま
た
，

そ
の

他
の
施

設
に

つ
い

て
は
，

い
っ

た
ん
事

故
が

発
生

し
た
場

合
，

長
時
間

継
続

す
る

事
象
に

よ
る

荷
重
と

基
準

地
震
動
Ｓ

Ｓ
に
よ
る

地
震
力

と
を
組
み
合

わ
せ
る

。
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4 条－1－13 

項
 
目

 
設
計
基
準

対
象
施

設
に
お

け
る

 

建
物
・
構

築
物
の

設
計
方

針
 

重
大
事
故

等
対
処

施
設
に

お
け

る
 

建
物
・
構

築
物
の

設
計
方

針
 

構
造
変
更

に
よ
る

影
響

 

(
d
)
 

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

防
止

設
備

以
外

の
常

設
重

大

事
故

防
止

設
備

が
設

置
さ

れ
る

重
大

事
故

等
対

処
施

設
の

建

物
・

構
築
物

に
つ

い
て
は

，
常

時
作

用
し
て

い
る

荷
重
及

び
運

転
時

の
状
態

で
施

設
に
作

用
す

る
荷

重
と
，

動
的

地
震
力

又
は

静
的
地
震

力
と
を

組
み
合

わ
せ

る
。

 

許
容
限
界

 

・
耐
震
Ｓ
ク

ラ

ス
設

備
等

を

支
持

す
る

建

物
・
構
築

物
 

(
a
)
 
Ｓ
ク
ラ
ス
の
建

物
・
構

築
物

 

ⅱ
)
 

基
準

地
震

動
Ｓ

Ｓ
に

よ
る

地
震

力
と

の
組

合
せ

に
対

す

る
許
容
限

界
 

 
構

造
物
全

体
と

し
て
の

変
形

能
力

（
終
局

耐
力

時
の
変

形
）

に
つ

い
て
十

分
な

余
裕
を

有
し

，
建

物
・
構

築
物

の
終
局

耐
力

に
対

し
妥
当

な
安

全
余
裕

を
持

た
せ

る
こ
と

と
す

る
（
評

価
項

目
は
せ
ん

断
ひ
ず

み
，
応

力
等

）
。

 

 
な

お
，
終

局
耐

力
は
，

建
物

・
構

築
物
に

対
す

る
荷
重

又
は

応
力

を
漸
次

増
大

し
て
い

く
と

き
，

そ
の
変

形
又

は
ひ
ず

み
が

著
し

く
増
加

す
る

に
至
る

限
界

の
大

耐
力

と
し

，
既
往

の
実

験
式
等
に

基
づ
き

適
切
に

定
め

る
も
の
と

す
る
。

 

 
上

記
(
a
)
ⅱ
)
を

適
用

す
る
ほ

か
，

耐
震
重

要
度
分

類
の
異

な

る
施

設
を
支

持
す

る
建
物

・
構

築
物

が
，
変

形
等

に
対
し

て
そ

の
支
持
機

能
を
損

な
わ
れ

な
い

も
の
と
す

る
。

 

 
な

お
，
当

該
施

設
を
支

持
す

る
建

物
・
構

築
物

の
支
持

機
能

を
損

な
わ
な

い
こ

と
を
確

認
す

る
際

の
地
震

動
は

，
支
持

さ
れ

る
施
設
に

適
用
さ

れ
る
地

震
動

と
す
る
。

 

(
d
)
 
建
物
・
構
築
物

の
保
有

水
平
耐
力

 

 
Ｓ

ク
ラ

ス
の

建
物

・
構

築
物

の
基

準
地

震
動

Ｓ
Ｓ
に

よ
る

地

震
力
と
の

組
合
せ

に
対
す

る
許

容
限
界
を

適
用
す

る
。

 

 
た

だ
し
，

原
子

炉
格
納

容
器

バ
ウ

ン
ダ
リ

を
構

成
す
る

施
設

の
設

計
基
準

事
故

時
の
状

態
に

お
け

る
長
期

的
荷

重
と
弾

性
設

計
用

地
震

動
Ｓ

ｄ
に

よ
る

地
震

力
の

組
合

せ
に

対
す

る
許

容
限

界
は

，
Ｓ
ク

ラ
ス

の
建
物

・
構

築
物

の
弾
性

設
計

用
地
震

動
Ｓ

ｄ
に

よ
る

地
震

力
又

は
静

的
地

震
力

と
の

組
合

せ
に

対
す

る
許

容
限
界
を

適
用
す

る
。

 

現
行

の
許

容
限

界
の

方

針
に

よ
り

設
計

が
可

能

で
あ
る
た

め
，
構
造

変
更

に
よ

る
現

行
記

載
へ

の

影
響
は
な

い
。
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4 条－1－14 

項
 
目

 
設
計
基
準

対
象
施

設
に
お

け
る

 

建
物
・
構

築
物
の

設
計
方

針
 

重
大
事
故

等
対
処

施
設
に

お
け

る
 

建
物
・
構

築
物
の

設
計
方

針
 

構
造
変
更

に
よ
る

影
響

 

建
物

・
構
築

物
に

つ
い
て

は
，

当
該

建
物
・

構
築
物

の
保
有

水
平

耐
力
が

必
要

保
有
水

平
耐

力
に

対
し
て

耐
震

重
要
度

分
類

に
応
じ
た

安
全
余

裕
を
有

し
て

い
る
こ
と

を
確
認

す
る
。

 

許
容
限
界

 

(
e
)
 

屋
外

重

要
土

木
構

造

物
 

ⅰ
)
 
静
的
地

震
力
と

の
組
合

せ
に
対
す

る
許
容

限
界

 

 
安

全
上
適

切
と

認
め
ら

れ
る

規
格

及
び
基

準
に

よ
る
許

容
応

力
度
を
許

容
限
界

と
す
る

。
 

ⅱ
)
 

基
準

地
震

動
Ｓ

Ｓ
に

よ
る

地
震

力
と

の
組

合
せ

に
対

す

る
許
容
限

界
 

 
構

造
部
材

の
う

ち
，
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー
ト

の
曲

げ
に
つ

い
て

は
限

界
層
間

変
形

角
，
終

局
曲

率
又

は
許
容

応
力

度
，
せ

ん
断

に
つ

い
て
は

せ
ん

断
耐
力

又
は

許
容

せ
ん
断

応
力

度
を
許

容
限

界
と

す
る
。

構
造

部
材
の

う
ち

，
鋼

材
の
曲

げ
に

つ
い
て

は
終

局
曲

率
又
は

許
容

応
力
度

，
せ

ん
断

に
つ
い

て
は

せ
ん
断

耐
力

又
は
許
容

せ
ん
断

応
力
度

を
許

容
限
界
と

す
る
。

 

 
な

お
，
限

界
層

間
変
形

角
，

終
局

曲
率
及

び
せ

ん
断
耐

力
に

対
し

て
は
妥

当
な

安
全
余

裕
を

持
た

せ
た
許

容
限

界
と
し

，
そ

れ
ぞ

れ
の
安

全
余

裕
に
つ

い
て

は
各

施
設
の

機
能

要
求
等

を
踏

ま
え
設
定

す
る
。

 

設
計
基
準

対
象
施

設
の
方

針
に

基
づ
く

 
現

行
の

許
容

限
界

の
方

針
に

よ
り

設
計

が
可

能

で
あ
る
た

め
，
構
造

変
更

に
よ

る
現

行
記

載
へ

の

影
響
は
な

い
。
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添付－5 条－1 

 

 

 

 

 

 

５条 津波による損傷の防止 

設計基準対象施設の津波防護 

（基準津波）に係る変更点について 
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5 条－1－1 

1. 変更内容 

 設計基準対象施設及び重大事故等対処施設（特定重大事故等対処

施設を除く。以下同じ。）の新規制基準へ対応した発電用原子炉設置

変更許可（平成 30 年 9 月 26 日許可）（以下「既許可」という。）で

は，重大事故等対処施設として格納容器圧力逃がし装置を設置する

設計としていた。その後の特定重大事故等対処施設及び所内常設直

流電源設備（３系統目）の設置に係る発電用原子炉設置変更許可申

請（令和元年 9 月 24 日）（以下「令和元年 9 月申請」という。）では，

重大事故等対処施設用の格納容器圧力逃がし装置に加えて，特定重

大事故等対処施設用の格納容器圧力逃がし装置をそれぞれ設置する

設計としていた。さらに，その後の審査の進捗により，重大事故等対

処施設と特定重大事故等対処施設で格納容器圧力逃がし装置を兼用

する設計に変更となり，この内容を反映して令和 2 年 11 月 16 日に

発電用原子炉設置変更許可申請を補正（以下「令和 2 年 11 月補正」

という。）した。 

 令和元年 9 月申請では，特定重大事故等対処施設及び所内常設直

流電源設備（３系統目）の追加による設計基準対象施設の津波防護

への影響はない。また，特定重大事故等対処施設の設置に伴って，

エリアの屋外タンク等が移設となり，内郭防護の評価条件

を変更したが，防護方針への影響はなかった。 

 令和 2 年 11 月補正では，格納容器圧力逃がし装置の兼用化によ

り，建屋及び構築物の配置と構造に変更が生じた。このため，設計基

準対象施設を設置する建屋及び構築物にも変更が生じることから，

設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画が令

和元年 9 月申請から変更となる。また，設計基準対象施設の津波防
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5 条－1－2 

護対象設備を内包する建屋及び区画の変更に伴い，これらの建屋及

び区画を防護するための浸水防止設備も変更となる。 

 

1.1 建屋及び構築物の配置変更について 

 令和元年 9 月申請で，特定重大事故等対処施設を構成する設備及

び所内常設直流電源設備（３系統目）を内包するための建屋及び構

築物として，

を追加した。また，

の屋外タンク等を移設した。（詳細は，「添付－9 条－1 9 条 

溢水による損傷の防止等 等の配置変更による溢水影響

評価について」参照） 

 令和元年 9 月申請では，重大事故等対処施設用の格納容器圧力逃

がし装置と特定重大事故等対処施設用の格納容器圧力逃がし装置を

それぞれ設置する設計としていた。その後の審査の進捗により，重

大事故等対処施設と特定重大事故等対処施設で格納容器圧力逃がし

装置を兼用する設計に変更したため，令和 2 年 11 月補正に建屋及び

構築物の変更を反映した。 

 以上のとおり，格納容器圧力逃がし装置の兼用化によって，重大

事故等対処施設用の設備を内包する格納容器圧力逃がし装置格納槽

及び特定重大事故等対処施設用の設備を内包する

の設置を取りやめ，新たに兼用となる設備を内包す

る格 設置する。また，各建屋間を接続

する地下構築物の構成も見直した。これらの建屋・構築物の変更に
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5 条－1－3 

伴い，常設代替高圧電源装置置場と原子炉建屋を接続する構築物の

構成も見直し，常設代替高圧電源装置用カルバート（トンネル部，立

抗部，カルバート部）の設置を取りやめ，新たに常設代替高圧電源装

置用カルバート（カルバート部）を設置し，

）を経由して原子炉建屋

に接続する構成に変更した。 

 第 1.1－1 表に，既許可，令和元年 9 月申請，令和 2 年 11 月補正

での建屋及び構築物の変更点を示す。
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5 条－1－4 

第 1.1－1 表 建屋及び構築物の配置の変更点について（1／3） 

既許可 令和元年 9 月申請 

  

  

 

 

：設置を取りやめる建屋・構築物 

：追加して設置する建屋・構築物 

 

：設置を取りやめる建屋・構築物 

：追加して設置する建屋・構築物 
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5 条－1－5 

第 1.1－1 表 建屋及び構築物の配置の変更点について（2／3） 

令和元年 9 月申請 令和 2 年 11 月補正 

  

 

 

 

 

 

ト 

：設置を取りやめる建屋・構築物 

：追加して設置する建屋・構築物 

 

：設置を取りやめる建屋・構築物 

：追加して設置する建屋・構築物 
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5 条－1－6 

第 1.1－1 表 建屋及び構築物の配置の変更点について（3／3） 

【 の屋外タンク等の移設】 

既許可 令和元年 9 月申請 
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5 条－1－7 

1.2 設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画

の変更内容 

 既許可での設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋

及び区画は，原子炉建屋，タービン建屋，使用済燃料乾式貯蔵建屋，

海水ポンプ室，排気筒，常設代替高圧電源装置置場，常設代替高圧電

源装置用カルバート及び非常用海水系配管としていた。 

 令和元年 9 月申請では

を追加し

たが，いずれの建屋・構築物とも設計基準対象施設を内包する建屋

及び区画には該当しない。このため，設計基準対象施設を内包する

建屋及び区画の変更は行っていない。 

 令和 2 年 11 月補正では，令和元年 9 月申請時の設計基準対象施設

の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画のうち，常設代替高圧

電源装置用カルバートについては設置を取りやめることから，新た

に常設代替高圧電源装置用カルバート（カルバート部）， ，

）を設置し，

常設代替高圧電源装置置場からの非常用ディーゼル発電装置及び高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電装置の燃料配管，電路（以下「非常

用電源装置の配管，電路」という。）等を設置する。 

 このため，令和 2 年 11 月補正後の設計基準対象施設の津波防護対

象設備を内包する建屋及び区画は，原子炉建屋，タービン建屋，使用

済燃料乾式貯蔵建屋， ，海水ポンプ室，

排気筒，常設代替高圧電源装置置場，常設代替高圧電源装置用カル
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5 条－1－8 

バート（カルバート部）， 及び非

常用海水系配管となる。 

 第 1.2－1 表に，既許可，令和元年 9 月申請，令和 2 年 11 月補正

での設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画

の変更点を示す。
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5 条－1－9 

第 1.2－1 表 設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画の変更（1／2） 

既許可 令和元年年 9 月申請 

  

  

：津波防護対象設備を内包する建屋及び区画 ：津波防護対象設備を内包する建屋及び区画
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5 条－1－10 

第 1.2－1 表 設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画の変更（2／2） 

令和元年 9 月申請 令和 2 年 11 月補正 

  

 

：津波防護対象設備を内包する建屋及び区画 ：津波防護対象設備を内包する建屋及び区画
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5 条－1－11 

1.3 の屋外タンク等の移設による内郭防護の変更内容 

 既許可の内郭防護における屋外タンク等の損傷による溢水の影響

評価では， に設置されている屋外

タンクからの溢水を想定して評価している。 

 令和元年 9 月申請では，「添付－9 条－1 9 条 溢水による損傷の

防止等 等の配置変更による溢水影響評価について」に

示されるとおり，特定重大事故等対処施設の設置により，溢水発生

箇所となる の屋外タンク等を移設した。このため，「屋外

タンク等の損傷による溢水の影響評価」において，屋外タンク等の

移設を反映して評価条件（溢水発生箇所）を変更し，浸水防護重点化

範囲への影響を評価する。 

 

1.4 浸水防止設備の変更内容 

 既許可での浸水防止設備は，取水路点検用開口部浸水防止蓋，海

水ポンプグランドドレン排出口逆止弁，取水ピット空気抜き配管逆

止弁，放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋，ＳＡ用海水ピット開

口部浸水防止蓋，緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋，

緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁，緊急用海水ポンプ

室床ドレン排出口逆止弁，海水ポンプ室ケーブル点検口浸水防止蓋，

常設代替高圧電源装置用カルバート原子炉建屋側水密扉，防潮堤及

び防潮扉下部貫通部止水処置，海水ポンプ室貫通部止水処置，原子

炉建屋境界貫通部止水処置並びに常設代替高圧電源装置用カルバー

ト（立抗部）貫通部止水処置としていた。 

 令和元年 9 月申請では，設計基準対象施設の津波防護対象設備を

内包する建屋及び区画の変更はなく，浸水防止設備の変更は行って
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5 条－1－12 

いない。 

 令和 2 年 11 月補正では，「1.2 設計基準対象施設の津波防護対象

設備を内包する建屋及び区画の変更内容」に示したとおり，津波防

護対象設備を内包する建屋及び区画のうち，常設代替高圧電源装置

用カルバートの設置を取りやめる。このため，常設代替高圧電源装

置用カルバート原子炉建屋側水密扉及び常設代替高圧電源装置用カ

ルバート（立抗部）貫通部止水処置については，設置を取りやめる。 

 また，設計基準対象施設を内包する建屋及び区画として

，常設代替高圧電源装置用カルバート（カルバ

ート部）， を追加して設置する

が，これらの建屋及び区画への新たな浸水防止設備の設置は必要と

しない。 

 このため，令和 2 年 11 月補正後の浸水防止設備は，取水路点検用

開口部浸水防止蓋，海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁，取水

ピット空気抜き配管逆止弁，放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋，

ＳＡ用海水ピット開口部浸水防止蓋，緊急用海水ポンプピット点検

用開口部浸水防止蓋，緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止

弁，緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁，海水ポンプ室ケー

ブル点検口浸水防止蓋，防潮堤及び防潮扉下部貫通部止水処置，海

水ポンプ室貫通部止水処置並びに原子炉建屋境界貫通部止水処置と

なる。 

 なお，津波防護施設の変更は行っていない。 

 第 1.4－1 表に，既許可，令和元年 9 月申請，令和 2 年 11 月補正

での浸水防止設備の変更を示す。 
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5 条－1－13 

第 1.4－1 表 浸水防止設備の変更 

既許可 令和元年 9 月申請 令和 2 年 11 月補正 

・取水路点検用開口部浸水防止蓋 

・海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁 

・取水ピット空気抜き配管逆止弁 

・放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋 

・ＳＡ用海水ピット開口部浸水防止蓋 

・緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋 

・緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁 

・緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁 

・海水ポンプ室ケーブル点検口浸水防止蓋 

・常設代替高圧電源装置用カルバート原子炉建屋側水密扉 

・防潮堤及び防潮扉下部貫通部止水処置 

・海水ポンプ室貫通部止水処置 

・原子炉建屋境界貫通部止水処置 

・常設代替高圧電源装置用カルバート（立抗部）貫通部止水処置 

・取水路点検用開口部浸水防止蓋 

・海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁 

・取水ピット空気抜き配管逆止弁 

・放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋 

・ＳＡ用海水ピット開口部浸水防止蓋 

・緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋 

・緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁 

・緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁 

・海水ポンプ室ケーブル点検口浸水防止蓋 

・常設代替高圧電源装置用カルバート原子炉建屋側水密扉 

・防潮堤及び防潮扉下部貫通部止水処置 

・海水ポンプ室貫通部止水処置 

・原子炉建屋境界貫通部止水処置 

・常設代替高圧電源装置用カルバート（立抗部）貫通部止水処置 

・取水路点検用開口部浸水防止蓋 

・海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁 

・取水ピット空気抜き配管逆止弁 

・放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋 

・ＳＡ用海水ピット開口部浸水防止蓋 

・緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋 

・緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁 

・緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁 

・海水ポンプ室ケーブル点検口浸水防止蓋 

 

・防潮堤及び防潮扉下部貫通部止水処置 

・海水ポンプ室貫通部止水処置 

・原子炉建屋境界貫通部止水処置 
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5 条－1－14 

2. 変更の妥当性 

 設計基準対象施設は，基準津波に対して，以下の方針に基づき耐

津波設計を行い，その安全機能が損なわれるおそれがない設計とし

ている。 

・ 設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区

画は，基準津波による遡上波が到達する可能性があるため，津

波防護施設及び浸水防止設備を設置し，基準津波を地上部から

到達又は流入させない設計とする。また，取水路，放水路等の経

路から流入させない設計とするため，必要に応じ津波防護施設

及び浸水防止設備の浸水対策を施すことにより，津波の流入を

防止する設計とする。 

・ 取水・放水施設，地下部等において，漏水する可能性を考慮の

上，漏水による浸水範囲を限定して，重要な安全機能への影響

を防止する。 

・ 上記の方針のほか，設計基準対象施設の津波防護対象設備を

内包する建屋及び区画には，浸水防護をすることにより津波に

よる影響等から隔離する。 

・ 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響を

防止する。 

・ 津波の襲来を察知するために，津波監視設備を設置する。 

 「1. 変更内容」に示したとおり，設計基準対象施設の津波防護対

象設備を内包する建屋及び区画と浸水防止設備が変更となるが，上

記の方針への影響はなく，方針の変更も生じないことから，設置許

可基準規則第 5 条への適合性は確保できる。 

 以下に，設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及
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5 条－1－15 

び区画と浸水防止設備の変更の詳細と方針への適合性について示す。 

 

2.1 設計基準対象施設，重大事故等対処施設及び特定重大事故等対処

施設が混在して設置される建屋及び区画の津波から防護する範囲

について 

 既許可から令和元年 9 月申請での変更では，基準対象施設の津波

防護対象設備を内包する建屋及び区画の変更をしていないが，令和

2 年 11 月補正において，建屋及び構築物の配置と構造を変更したこ

とに伴って，

については，原子炉建屋と同様に，設

計基準対象施設，重大事故等対処施設及び特定重大事故等対処施設

が混在して設置される建屋，構築物としている。 

 このため，

については，設計基準対象施設，重大

事故等対処施設及び特定重大事故等対処施設のそれぞれの津波防護

対象設備が設置されるエリアを考慮し，津波から防護する範囲を設

定して，その範囲を防護することによって，設計基準対象施設の津

波防護対象設備を津波から防護する設計に変更する。 

 第 2.1－1 図に，

の設計基準対象施設の津波防

護対象設備が設置されるエリアと津波から防護する範囲を示す。 

 なお，原子炉建屋も設計基準対象施設，重大事故等対処施設及び

特定重大事故等対処施設が混在して設置されるが，設計基準対象施

設の津波防護対象設備に対しては，既許可及び令和元年 9 月申請で

示している防護方法と変更なく，原子炉建屋の外壁を境界として防
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5 条－1－16 

護する設計とする。 
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5 条－1－17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｐ.Ｎ ：設計基準対象施設の津波防護対象設備が

設置されるエリア  

：津波から防護する範囲  

：上層階へ  

：下層階へ  

：上下階層  

第 2.1－1 図 津波防護対象設備が設置されるエリアと 

津波から防護する範囲（1／11） 
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5 条－1－18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｐ.Ｎ 

第 2.1－1 図 津波防護対象設備が設置されるエリアと 

津波から防護する範囲（2／11） 

：設計基準対象施設の津波防護対象設備が

設置されるエリア  

：津波から防護する範囲  

：上層階へ  

：下層階へ  

：上下階層  
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5 条－1－19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｐ.Ｎ 

第 2.1－1 図 津波防護対象設備が設置されるエリアと 

津波から防護する範囲（3／11） 

：設計基準対象施設の津波防護対象設備が

設置されるエリア  

：津波から防護する範囲  

：上層階へ  

：下層階へ  

：上下階層  
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5 条－1－20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｐ.Ｎ 

第 2.1－1 図 津波防護対象設備が設置されるエリアと 

津波から防護する範囲（4／11） 

：設計基準対象施設の津波防護対象設備が

設置されるエリア  

：津波から防護する範囲  

：上層階へ  

：下層階へ  

：上下階層  
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5 条－1－21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｐ.Ｎ 

第 2.1－1 図 津波防護対象設備が設置されるエリアと 

津波から防護する範囲（5／11） 

：設計基準対象施設の津波防護対象設備が

設置されるエリア  

：津波から防護する範囲  

：上層階へ  

：下層階へ  

：上下階層  
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5 条－1－22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｐ.Ｎ 

第 2.1－1 図 津波防護対象設備が設置されるエリアと 

津波から防護する範囲（6／11） 

：設計基準対象施設の津波防護対象設備が

設置されるエリア  

：津波から防護する範囲  

：上層階へ  

：下層階へ  

：上下階層  
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5 条－1－23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｐ.Ｎ 

第 2.1－1 図 津波防護対象設備が設置されるエリアと 

津波から防護する範囲（7／11） 

：設計基準対象施設の津波防護対象設備が

設置されるエリア  

：津波から防護する範囲  

：上層階へ  

：下層階へ  

：上下階層  
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Ｐ.Ｎ 

第 2.1－1 図 津波防護対象設備が設置されるエリアと 

津波から防護する範囲（8／11） 

：設計基準対象施設の津波防護対象設備が

設置されるエリア  

：津波から防護する範囲  

：上層階へ  

：下層階へ  

：上下階層  
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5 条－1－25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｐ.Ｎ 

第 2.1－1 図 津波防護対象設備が設置されるエリアと 

津波から防護する範囲（9／11） 

：設計基準対象施設の津波防護対象設備が

設置されるエリア  

：津波から防護する範囲  

：上層階へ  

：下層階へ  

：上下階層  
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Ｐ.Ｎ ：設計基準対象施設の津波防護対象設備が

設置されるエリア  

：津波から防護する範囲  

：上層階へ  

：下層階へ  

：上下階層  

第 2.1－1 図 津波防護対象設備が設置されるエリアと 

津波から防護する範囲（10／11） 

93



5 条－1－27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｐ.Ｎ ：設計基準対象施設の津波防護対象設備が

設置されるエリア  

：津波から防護する範囲  

：上層階へ  

：下層階へ  

：上下階層  

第 2.1－1 図 津波防護対象設備が設置されるエリアと 

津波から防護する範囲（11／11） 
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5 条－1－28 

2.2 設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画

の変更に伴う津波防護施設及び浸水防止設備の変更について 

 設計基準対象施設は，設置許可基準規則第 5 条に従い，基準津波

に対して，その安全機能が損なわれるおそれがないように，設計基

準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画を防護する

設計としている。 

 「1. 変更内容」に示す既許可から令和元年 9 月申請での変更点

及び令和元年 9 月申請から令和 2 年 11 月補正での変更点並びに「2.1 

設計基準対象施設，重大事故等対処施設及び特定重大事故等対処施

設が混在して設置される建屋及び区画の津波から防護する範囲につ

いて」に示す津波から防護する範囲を踏まえて，設計基準対象施設

の耐津波設計に関わる影響について以下に示す。 

(1) 外郭防護１ 

 令和元年 9 月申請では，設計基準対象施設の津波防護対象設備

を内包する建屋及び区画の変更はなく，建屋及び構築物の配置の

変更もないため，外郭防護１に対する津波防護施設及び浸水防止

設備については，既許可からの変更はしていない。 

 令和 2 年 11 月補正における建屋及び構築物の配置の変更によっ

て，追加して設置する常設代替電源装置用カルバート（カルバー

ト部）は T.P.＋11m の敷地， は T.P.＋8m～T.P.＋11m の

敷地 ）は

T.P.＋8m の敷地に設置する。これらの敷地は，建屋及び構築物の

配置変更前と同じ津波防護施設及び浸水防止設備により，津波の

流入が防止された敷地である。また，原子炉建屋，タービン建屋，

使用済燃料乾式貯蔵建屋，排気筒，常設代替高圧電源装置置場，海
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5 条－1－29 

水ポンプ室及び非常用海水系配管については，配置の変更はない

ため，外郭防護１に対する影響はない。なお，常設代替高圧電源装

置用カルバートについては，設置を取りやめるため，外郭防護１

の防護対象から外れる。 

 このため，外郭防護１に対する津波防護施設及び浸水防止設備

については，既許可及び令和元年 9 月申請からの変更はない。 

 第 2.2－1 図に，基準津波の浸水範囲と令和 2 年 11 月補正で追

加となる

）及び常設代替電源装置用カルバート（カルバート部）を

設置する敷地の関係を示す。
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5 条－1－31 

(2) 外郭防護２ 

 令和元年 9 月申請では，設計基準対象施設の津波防護対象設備

を内包する建屋及び区画の変更はなく，建屋及び構築物の構造の

変更もないため，外郭防護２への影響はなかった。 

 令和 2 年 11 月補正で，新たに追加となる

及び常設代替電源装置

用カルバート（カルバート部）の境界には，漏水が継続するような

経路及び浸水口はない。また，原子炉建屋，タービン建屋，使用済

燃料乾式貯蔵建屋，排気筒，常設代替高圧電源装置置場，海水ポン

プ室及び非常用海水系配管については，建屋及び構築物の配置及

び構造の変更はないため，外郭防護２への影響はない。なお，常設

代替高圧電源装置用カルバートについては，設置を取りやめるた

め，外郭防護２の防護対象から外れる。 

 このため，外郭防護２に対する津波防護施設及び浸水防止設備

については，既許可及び令和元年 9 月申請からの変更はない。 

(3) 内郭防護 

 令和元年 9 月申請では，設計基準対象施設の津波防護対象設備

を内包する建屋及び区画の変更はなく，建屋及び構築物の配置及

び構造の変更もないため，内郭防護への影響はなかった。（

の屋外タンク等の移設後の屋外タンク等の損傷による溢水の

影響評価については，令和 2 年 11 月補正後の配置での評価とす

る。） 

 令和 2 年 11 月補正で，新たに追加となる

及び常設代替電源装置

用カルバート（カルバート部）は，浸水防護重点化範囲として設定
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5 条－1－32 

することから，津波による溢水に対する防護が必要となる。これ

らの浸水防護重点化範囲には，想定する事象のうち，「非常用海水

系配管（戻り管）の損傷による津波による溢水」，「地下水の影響」

及び「屋外タンク等の損傷による溢水」の事象によって影響を受

ける可能性があるため，浸水の可能性のある経路及び浸水口があ

る場合には浸水防止設備を設置する等の浸水対策を実施する。 

 なお，

）については，「2.1 設計基準対象施設，重大事故等対

処施設及び特定事故等対処施設が混在して設置される建屋及び区

画の津波から防護する範囲について」に示した「津波から防護す

る範囲」を考慮して防護する。 

ａ．非常用海水系配管（戻り管）の損傷による津波による溢水 

 非常用海水系配管（戻り管）の損傷により，津波による溢水が

T.P.＋8m の敷地に浸水するため，浸水防護重点化範囲（原子炉

建屋，使用済燃料乾式貯蔵建屋，海水ポンプ室及び非常用海水

系配管並びに令和 2 年 11 月補正で新たに追加となる

））に影

響する可能性があるため，評価を以下に示す。 

 原子炉建屋，使用済燃料乾式貯蔵建屋，海水ポンプ室及び非

常用海水系配管については，建屋及び構築物の配置及び構造の

変更がないため，非常用海水系配管（戻り管）の損傷による津波

による溢水に対する防護の変更はない。 

 は，「2.1 設計基準対象施設，

重大事故等対処施設及び特定重大事故等対処施設が混在して設

置される建屋及び区画の津波から防護する範囲について」に示
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した津波から防護する範囲を考慮して浸水防護をする。

の地上部には，人員用の開口部があるが，

開口部とつながっている区画は津波から防護する範囲とは分離

されており，開口部を経由して津波による溢水が津波から防護

する範囲に浸水することはない。また，

の津波から防護する範囲は，

）と接続されているが，津波による溢水に対して浸水

防護された区画との接続となるため，浸水の経路とはならない。

以上より，浸水の可能性がある経路及び浸水口はないため，津

波による溢水の影響を受けない。 

 は，「2.1 設計基準対象施設，重大事故等対処施設

及び特定重大事故等対処施設が混在して設置される建屋及び区

画の津波から防護する範囲について」に示した津波から防護す

る範囲を考慮して浸水防護をする。 の津波から防護す

る範囲は， 及び常設代替高圧電源

装置用カルバート（カルバート部）と接続されているが，津波に

よる溢水に対して浸水防護された区画との接続となるため，浸

水の経路とはならない。以上より，浸水の可能性がある経路及

び浸水口はないため，津波による溢水の影響を受けない。 

 ）は，「2.1 設計基準対象施設，重大事

故等対処施設及び特定重大事故等対処施設が混在して設置され

る建屋及び区画の津波から防護する範囲について」に示した津

波から防護する範囲を考慮して浸水防護をする。

の地上部には，人員・点検用の開口部があるが開口部

の下端の高さは T.P.＋8.2m であり，地上から 0.2m の高さがあ
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5 条－1－34 

る。これに対して，津波による溢水の浸水深は 0.2m 未満である

ため，浸水の経路とはならない。また， ）

の津波から防護する範囲は， 及び

原子炉建屋と接続されているが，津波による溢水に対して浸水

防護された区画との接続となるため，浸水の経路とはならない。

以上より，浸水の可能性がある経路及び浸水口はないため，津

波による溢水の影響を受けない。 

ｂ．地下水の影響 

 津波防護においては，地震により地下水位が地表面まで上昇

することを想定し、浸水防護重点化範囲への影響を安全側に評

価する。 

 令和 2 年 11 月補正で新たに追加となる

）及び常設代替電源装

置用カルバート（カルバート部）は，地下階があり，地下水の影

響を受ける可能性があるため，評価を以下に示す。また，原子炉

建屋については，建屋の構造の変更はないため，地下水の影響

に対する防護の変更はない。 

 

は，「2.1 設計基準対象施設，重大事故等対処施設及び特

定重大事故等対処施設が混在して設置される建屋及び区画の津

波から防護する範囲について」に示した津波から防護する範囲

を考慮して浸水防護をする。これらの建屋及び構築物の津波か

ら防護する範囲には，地中に接する境界に開口部や貫通部等の

浸水の可能性がある経路及び浸水口はないため，地下水の影響

を受けない。 
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 常設代替電源装置用カルバート（カルバート部）には，地中に

接する境界に開口部や貫通部等の浸水の可能性がある経路及び

浸水口はないため，地下水の影響を受けない。 

ｃ．屋外タンク等の損傷による溢水 

 地震時の屋外タンクの損傷により溢水することを想定し，浸

水防護重点化範囲（原子炉建屋，使用済燃料乾式貯蔵建屋，常設

代替高圧電源装置置場，海水ポンプ室及び非常用海水系配管並

びに令和 2 年 11 月補正で新たに追加となる

）及び常設代替高圧

電源装置用カルバート（カルバート部））への影響を評価する。

なお，常設代替高圧電源装置用カルバートについては，設置を

取りやめるため，内郭防護の対象から外れる。 

 令和 2 年 11 月補正での配置及び「1.3 の屋外タ

ンク等の移設による内郭防護の変更内容」に示す屋外タンク等

の移設を反映し，溢水の発生個所をタービン建屋北側に変更し

た評価を以下に示す。 

 評価条件については，既許可と同様に以下を考慮する。 

(a) 基準地震動Ｓ ｓによって破損する損傷するおそれのある屋

外タンクを考慮し，損傷によりタンクの保有水の全量が流出

する。 

(b) タンクから漏えいした溢水は，構内排水路からの排水及び

地中への浸透は考慮しない。 

(c) タンクからの溢水は，敷地全体に均一に広がるものとする。 

 原子炉建屋及び使用済燃料乾式貯蔵建屋の設置された箇所の

溢水の浸水深は 0.2m 未満であり，既許可での評価結果と同じで
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あるため，屋外タンク等の損傷による溢水に対する防護の変更

はない。 

 また，海水ポンプ室及び非常用海水系配管の浸水状況も既許

可での評価結果と同じくなるため，屋外タンク等の損傷による

溢水に対する防護の変更はない。 

 の設置された箇所の溢水の浸水

深は 0.2m 未満となるため，「ａ．非常用海水系配管（戻り管）

の損傷による津波による溢水」での評価と同じになる。ただし，

の地上部の開口部がある箇所の浸水深は 0.49m とな

り 廻りの段差 0.2m を超えるため， に溢水

が流入し， 内の貫通部から建屋内に流入する可能性

があるが，津波から防護する範囲とは分離された区画であるた

め，溢水の影響を受けない。 

 ）の設置された箇所の溢水の浸水深は

0.2m 未満となるため，「ａ．非常用海水系配管（戻り管）の損傷

による津波による溢水」に示す令和 2 年 11 月補正を反映した評

価と同じになる。 

 常設代替高圧電源装置用カルバート（カルバート部）は，地下

部のみの設置であり，屋外タンク等の損傷による溢水に対して

浸水防護された区画（常設代替高圧電源装置置場， ）と

の接続となり，浸水の可能性がある経路及び浸水口はないため，

屋外タンク等の損傷による溢水の影響を受けない。 

 は，地下部のみの設置であり，屋外タンク等の損傷

による溢水に対して浸水防護された区画（常設代替高圧電源装

置用カルバート（カルバート部）， ）
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との接続となり，浸水の可能性がある経路及び浸水口はないた

め，屋外タンク等の損傷による溢水の影響を受けない。 

 常設高圧電源装置置場の設置された箇所には，タンクからの

溢水は到達しないため，屋外タンク等の損傷による溢水の影響

を受けない。 

 なお，タービン建屋の開口部の箇所の 大浸水深が 1.1m とな

り，開口部下端の高さを超えるため，タービン建屋内への流入

が想定される。このため，「ｄ．タービン建屋内の津波による溢

水の影響」において，屋外タンク等の損傷による溢水の流入量

約 101m３（詳細は，「添付－9 条－1 9 条 溢水による損傷の防

止等 等の配置変更による溢水影響評価について」

参照）を考慮して評価する。 

ｄ．タービン建屋内の津波による溢水の影響 

 「ｃ．屋外タンク等の損傷による溢水」におけるタービン建屋

への溢水の流入量を考慮して，タービン建屋内の津波による溢

水の影響を評価する。 

 この他の評価条件については，既許可と同様に以下を考慮す

る。 

(a) 地震により循環水系配管の伸縮継手の全円周状の損傷（リ

ング状破損）並びに耐震Ｂクラス及びＣクラスの機器の損傷

により溢水が発生する。 

(b) 地震加速度大による原子炉スクラム信号及びタービン建屋

の復水器エリアの漏えい検知信号により循環水ポンプ停止及

び復水器水室出入口弁閉止のインターロックを設けることか

ら，循環水系配管の伸縮継手からの溢水は，破損から循環水
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ポンプ停止及び復水器水室出入口弁の閉止までの時間を考慮

する。 

(c) 循環水ポンプ 1 台目及び 2 台目の停止は伸縮継手の損傷か

ら 3 分後，3 台目は 5 分後となるが，保守的に 3 台とも 5 分

後に停止するものとする。 

(d) 循環水系配管の伸縮継手の損傷箇所での溢水の流出圧力は，

保守的に循環水ポンプの吐出圧力とする。また，保守的に配

管の圧力損失は考慮しない。 

(e) 耐震Ｂクラス及びＣクラス機器の損傷による溢水は，瞬時

にタービン建屋に滞留するものとする。 

(f) インターロックにより復水器水室出入口弁を閉止すること

から，津波及びサイフォンによる流入は考慮しない。 

 屋外タンク等の損傷による溢水がタービン建屋へ流入するこ

とを考慮した場合の津波による溢水の容量は約 23,434m３であ

り，T.P.＋8.2m の高さまでタービン建屋内に貯留できる容量約

26,699m３以下に収まるため，既許可での評価と同じになること

から，タービン建屋内の津波による溢水に対する防護の変更は

ない。 

 第 2.2.－1 表に，タービン建屋内の津波による溢水の影響評

価の結果を示す。 
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第 2.2－1 表 タービン建屋内の津波による溢水の影響評価の結果 

タービン建屋内 

に貯留できる 

容量 

 

津波による溢水の容量 

T.P. ＋ 8.2m の 高

さ ま で の タ ー ビ

ン 建 屋 内 に 貯 留

できる容量 

 ①循環水系配管の伸縮継手の損

傷箇所からの溢水量 
約 14,723m３

 ②循環水系配管の伸縮継手の損

傷箇所からの津波の流入量 
0m３

 ③サイフォン効果による津波の

流入量 
0m３

 ④耐震Ｂクラス及びＣクラス機

器の損傷による溢水量 
約 8,610m３

 ⑤屋外タンク等の損傷による溢

水の流入量 
約 101m３

約 26,699m３  ≧ 合計 約 23,434m３  

 

 ａ．～ｃ．に示した浸水防護重点化範囲のうち，設計基準対象施

設，重大事故等対処施設及び特定重大事故等対処施設が混在して

設置される

）の津波から防護する範囲に対する浸水防護を第 2.2

－2 図に示す。  
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5 条－1－40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 2.2－2 図 設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画 

の津波から防護する範囲に対する内郭防護（1／11） 

：設計基準対象施設の津波防護対象設備が設置され

るエリア 

：津波から防護する範囲 
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5 条－1－41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

：設計基準対象施設の津波防護対象設備が設置され

るエリア 

：津波から防護する範囲 

第 2.2－2 図 設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画 

の津波から防護する範囲に対する内郭防護（2／11） 
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5 条－1－42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 2.2－2 図 設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画 

の津波から防護する範囲に対する内郭防護（3／11） 

：設計基準対象施設の津波防護対象設備が設置され

るエリア 

：津波から防護する範囲 
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5 条－1－43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

：設計基準対象施設の津波防護対象設備が設置され

るエリア 

：津波から防護する範囲 

第 2.2－2 図 設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画 

の津波から防護する範囲に対する内郭防護（4／11） 
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5 条－1－44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 2.2－2 図 設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画 

の津波から防護する範囲に対する内郭防護（5／11） 

）

：設計基準対象施設の津波防護対象設備が設置され

るエリア 

：津波から防護する範囲 
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5 条－1－45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

：設計基準対象施設の津波防護対象設備が設置され

るエリア 

：津波から防護する範囲 

第 2.2－2 図 設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画 

の津波から防護する範囲に対する内郭防護（6／11） 
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5 条－1－46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 2.2－2 図 設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画 

の津波から防護する範囲に対する内郭防護（7／11） 

：設計基準対象施設の津波防護対象設備が設置され

るエリア 

：津波から防護する範囲 
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5 条－1－47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 2.2－2 図 設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画 

の津波から防護する範囲に対する内郭防護（8／11） 

：設計基準対象施設の津波防護対象設備が設置され

るエリア 

：津波から防護する範囲 
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5 条－1－48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 2.2－2 図 設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画 

の津波から防護する範囲に対する内郭防護（9／11） 

：設計基準対象施設の津波防護対象設備が設置され

るエリア 

：津波から防護する範囲 
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5 条－1－49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 2.2－2 図 設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画 

の津波から防護する範囲に対する内郭防護（10／11）

：設計基準対象施設の津波防護対象設備が設置され

るエリア 

：津波から防護する範囲 
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5 条－1－50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 2.2－2 図 設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画 

の津波から防護する範囲に対する内郭防護（11／11）

：設計基準対象施設の津波防護対象設備が設置され

るエリア 

：津波から防護する範囲 
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5 条－1－51 

(4) 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響防止 

 非常用海水ポンプの取水性は，取水路前面における津波高さを

入力条件として，取水路の管路応答及び砂移動の解析をした結果

（時刻歴水位，砂堆積厚さ及び浮遊砂の影響）により評価してい

る。解析の入力条件である取水路前面は防潮堤外側に位置する。 

 一方，令和元年 9 月申請及び令和 2 年 11 月補正での変更は，防

潮堤内側の配置の変更であることから，取水路前面における津波

高さへの影響はない。 

 このため，令和元年 9 月申請及び令和 2 年 11 月補正での変更

は，取水路の管路応答及び砂移動の解析の結果には影響を及ぼさ

ないことから，非常用海水ポンプの取水性への影響もない。 

 また，漂流物の衝突による影響評価は，防潮堤の外側の漂流物

を考慮している。令和元年 9 月申請及び令和 2 年 11 月補正での変

更は防潮堤内側の配置の変更となることから，防潮堤外側の津波

の流況の変化はなく，想定する漂流物への変更はないことから，

漂流物の衝突による影響評価への影響はない。 

(5) 津波監視 

 令和元年 9 月申請及び令和 2 年 11 月補正での変更は，防潮堤内

側の配置の変更であり，津波・構内監視カメラの監視範囲への影

響はない。 

 また，令和元年 9 月申請及び令和 2 年 11 月補正での変更は，

「(4) 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影

響防止」に示したように，防潮堤外側及び取水路の時刻歴水位へ

の影響はないことから，潮位計及び取水ピット水位計への影響は

ない。 
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5 条－1－52 

 このため，津波監視への影響はない。 
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添付－6 条－1 

 

 

 

 

 

 

6条 外部からの衝撃による損傷の防止 

（外部火災） 

薬品タンク等の配置変更による 

外部火災の影響評価について 
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6 条－1－1 

1. 変更内容 

 既設置許可（平成 30 年 9 月 26 日許可）まとめ資料で示した外部火

災影響評価の評価条件となる薬品タンク及び の配

置が，特定重大事故等対処施設（ＥＳ）の導入に伴い変更となる。 

 

2. 変更の妥当性 

 次頁以降に示すとおり，薬品タンク及び の配置

変更による影響を再評価した結果，既設置許可まとめ資料で示した外

部火災の影響評価の結果に影響はなく，既設置許可の基準適合性への

影響はない。 
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6 条－1－2 

別紙－１ 

薬品タンクの配置変更による外部火災の影響評価 

 

1. 概要 

の薬品タンクが配置変更となるため，森林火災発生

時の消火活動への影響について評価する。 

 

2. 影響評価 

(1) 配置変更となる薬品タンク  

配置変更となる薬品タンクを第 1 表に示す。配置変更後の薬品

タンクの位置を第 1 図に示す。なお，配置変更となる薬品タンク

の薬品の種類，容量及び火災時の危険有害性は既設置許可評価と

同様である。 

 

第 1 表 配置変更となる薬品タンク一覧 
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6 条－1－3 

第 1 図 配置変更となる薬品タンクの位置 

 

(2) 評価結果 

森林火災発生時には，防火帯に沿った消火活動を実施すること

としており，配置変更となる薬品タンクは，変更後においても防

火帯付近には設置されないため，既設置許可評価と同様に薬品タ

ンクが森林火災の影響を受けて薬品がタンク外に漏えいする可能

性は低く，森林火災の消火活動に影響を及ぼすことはない。 

仮に森林火災の影響を受けて薬品がタンク外に漏えいしたとし

ても，タンク周辺には堰が設置されるため，薬品は堰内に収ま

り，漏えいした薬品を特定した後は防護具を着用し，安全を確保

した上で通行及び作業を行うこととしている。 
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6 条－1－4 

以上より，(1)に示す薬品タンクの配置変更はあるものの既設

置許可評価で示した森林火災発生時の消火活動への影響評価の結

果に影響はない。  
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6 条－1－5 

別紙－２ 

の配置変更による外部火災の影響評価 

 

1. 概要 

が配置変更となるため，敷地内

の石油類等の危険物貯蔵設備以外の火災源又は爆発源となる設備に

よる火災・爆発の影響について評価する。 

 

2. 影響評価 

(1) 敷地内貯蔵設備以外の火災源又は爆発源となる設備  

既設置許可評価にて整理した敷地内貯蔵設備以外の火災源又は

爆発源となる設備を第 1 表に示す。配置変更後の

の位置を第 1 図に示す。なお，配置変更となる

の危険物の類，品名， 大数量は既設置許可評価と同様で

ある。  
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6 条－1－6 

第 1 表 敷地内貯蔵設備以外の火災源又は爆発源となる設備一覧 

設備名 
設置

場所
危険物の類 品名 

大数量

［m３ ］  

詳細評価

要否 ※ １  

主要変圧器  屋外 第四類 第三石油類  絶縁油 136 ○  

所内変圧器２Ａ 屋外 第四類 第三石油類  絶縁油 21.00 ○  

所内変圧器２Ｂ 屋外 第四類 第三石油類  絶縁油 21.00 ×※ ２  

起動変圧器２Ａ 屋外 第四類 第三石油類  絶縁油 45.95 ×※ ２  

起動変圧器２Ｂ 屋外 第四類 第三石油類  絶縁油 46.75 ○  

予備変圧器  屋外 第四類 第三石油類  絶縁油 35.90 ×※ ２  

１号エステート変圧器 屋外 第四類 第三石油類  絶縁油 1.10 ×※ ２  

２号エステート変圧器 屋外 第四類 第三石油類  絶縁油 1.10 ×※ ２  

66kV 非常用変圧器 屋外 第四類 第三石油類  絶縁油 6.60 ×※ ２  

中央制御室計器用エンジン発電機 屋外 第四類 第二石油類  軽油 0.026 ×※ ３  

※１ ○：対象，×：対象外 

※２ 他評価に包絡 

※３ 常時「空」 

 

第 1 図 配置変更となる の位置 
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6 条－1－7 

(2) 評価結果 

敷地内貯蔵設備以外の火災源又は爆発源となる設備による火

災・爆発の影響評価については，既設置許可評価において，貯蔵

燃料の種類が同じ場合，貯蔵量が少なくかつ評価対象施設までの

離隔距離が長い設備は，貯蔵量が多くかつ評価対象施設までの離

隔距離が短い他設備に包絡されるため， は第 1

表のとおり評価対象外としている。 

以上より，(1)に示す の配置変更はあるもの

の評価対象設備に変更はないため，既設置許可評価で示した敷地

内貯蔵設備以外の火災源又は爆発源となる設備による火災・爆発

の影響評価の結果に影響はない。 
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添付－6 条－2 

 

 

 

 

 

 

6条 外部からの衝撃による損傷の防止 

（その他外部事象） 

薬品タンクの配置変更による 

有毒ガスの影響評価について 
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6 条－2－1 

1. 変更内容 

 既設置許可（平成 30 年 9 月 26 日許可）まとめ資料で示した有毒ガ

ス影響評価の評価条件となる薬品タンクの配置が，特定重大事故等対

処施設（ＥＳ）の導入に伴い変更となる。 

 

2. 変更の妥当性 

 次頁以降に示すとおり，薬品タンクの配置変更による影響を再評価

した結果，既設置許可まとめ資料で示した有毒ガスの評価結果に影響

はなく，既設置許可の基準適合性への影響はない。 
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6 条－2－2 

別紙－１ 

薬品タンクの配置変更による有毒ガスの影響評価 

 

1. 概要 

の薬品タンクが配置変更となるため，敷地内の薬品

タンクからの中央制御室等の居住性への有毒ガスの影響について評

価する。 

 

2. 影響評価 

(1) 配置変更となる薬品タンク 

配置変更となる薬品タンクを第 1 表に示す。配置変更後の薬品

タンクの位置を第 1 図に示す。なお，配置変更となる薬品タンク

の薬品の種類，容量は既設置許可評価と同様である。 

 

第 1 表 配置変更となる薬品タンク一覧 
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6 条－2－3 

第 1 図 配置変更となる薬品タンクの位置 

 

(2) 評価結果 

敷地内の固定施設（屋外設備）からの中央制御室等の居住性へ

の有毒ガス影響評価については，既設置許可評価において，ＩＤ

ＬＨ※ １の低さと蒸発のしやすさの観点から も評価が厳しいアン

モニアを評価対象として影響評価を行い，問題ないことを確認し

ている。米国国立労働安全衛生研究所（ＮＩＯＳＨ）によるＩＤ

ＬＨの一覧表等を参考に既設置許可評価にて整理した敷地内の固

定施設（屋外設備）に貯蔵されている化学物質を第 2 表に示す。 

 

※１ 急性の毒性限界濃度（30 分曝露によって生命及び健康に対する即時の

危険な影響を与える曝露レベルの濃度限度値） 
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6 条－2－4 

また，配置変更となる薬品タンクに貯蔵される化学物質は，既

設置許可評価において，以下の理由から中央制御室等の居住性に

影響しないことを確認している。 

・硫酸は，ＩＤＬＨの値が 15mg／m３と小さいが，不揮発性であ

ることから中央制御室等の居住性に影響しない。 

・苛性ソーダは，ＩＤＬＨの値が 10mg／m３と小さいが，不揮発

性であることから中央制御室等の居住性に影響しない。 

・ポリ塩化アルミニウムは，ＩＤＬＨが設定されておらず，有

害性が極めて小さいことから，中央制御室等の居住性に影響

しない。 

以上より，(1)に示す薬品タンクの配置変更はあるものの既設

置許可評価で示した敷地内の薬品タンクからの中央制御室等の居

住性への有毒ガスの影響評価の結果に影響はない。 

 

第 2 表 屋外に貯蔵されている化学物質一覧 

種類 ＩＤＬＨ 沸点[℃] 

炭酸ガス 40,000 [ppm] -78.5（昇華点） 

硫酸 15 [mg／ m３ ] 327 

苛性ソーダ（水酸化ナトリウム） 10 [mg／ m３ ] 138 

ポリ塩化アルミニウム(ＰＡＣ) 2 [mg／ m３ ]※ ２  102 

アンモニア 300 [ppm] 37.7 

※２ ＴＬＶ－ＴＷＡ（Threshold Limit Value-Time Weighted Average）   

ＡＣＧＩＨ(米国産業衛生専門家会議)で定められた値 
毎日繰り返し暴露したとき，ほとんどの労働者に悪影響がみられないよ
うな大気中の物質濃度の時間荷重平均値で，通常，労働時間が 8 時間／
日及び 40 時間／週での値 
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添付－8 条－1 

 

 

 

 

 

 

8条及び41条 火災による損傷の防止 

火災防護対象設備の配置及び構造変更 

について 
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8 条－1－1 

1. 変更内容 

 東海第二発電所の特定重大事故等対処施設設置に伴い，設計基準

事故対処設備及び重大事故等対処設備である非常用電源設備の配

管・電路及び重大事故等対処設備である格納容器圧力逃がし装置の

配置を変更する。 

また，当該機器が設置される建物・構築物のうち，常設代替高圧電

源装置用カルバート（トンネル部，立坑部，カルバート部）（以下「常

設代替高圧電源装置用カルバート」という。）及び

等の構造を変更する。 

本資料では，上記の配置及び構造変更をすることに対して，建物・

構築物等の火災防護設計方針に対して影響がないことを説明する。 

  

2. 変更の妥当性 

配置変更前後の配置図の比較を第 8－1 図に，設置許可基準規則第

八条及び第四十一条の要求事項とそれぞれに対する既許可の火災防

護設計方針並びに今回申請の方針の比較を第 8－1 表に，火災区域及

び火災区画の設定比較を第 8－2 表に示す。 

今回申請における火災防護設計方針については，構造変更を行う

建物・構築物等に内容する機器の変更はないことから，既許可と同

じ設計方針とするため，既許可申請書への影響はない。 

このため，機器・配管系の配置変更及び建物・構築物が構造変更す

るが，既許可申請書の火災防護設計方針に影響のないことを確認し

た。 
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8 条－1－2 

変
更

前
 

変
更

後
 

第
8
－

1
図

 
配

置
変

更
前

後
の

配
置

図
の

比
較
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8 条－1－3 

第
8
－

1
表

 
基

準
要

求
事

項
と

既
許

可
方

針
及

び
今

回
申

請
の

方
針

比
較

（
１

／
２

）
 

対
策

項
目

 
主

た
る

要
件

 
既

許
可

方
針

 

対
象

施
設

：
常

設
代

替
高

圧
電

源
装

置
用

カ
ル

バ
ー

ト
 

今
回

申
請

の
方

針
 

第
八

条
 

火
災

の
発

生
防

止
 

・
発

火
性

又
は

引
火

性
物

質
に

対
し

て
火

災
の

発
生

防
止

対
策

を
実

施
 
（

電
気

系
統

の
過

電
流

防
止

対
策

等
）

 

・
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

，
系

統
及

び
機

器
の

内
，
主

要
な

構
造

材
等

は
不

燃
性

材
料

又
は

難
燃

性
材

料
を

使
用

 

・
落

雷
，
地

震
等

の
自

然
現

象
に

よ
る

原
子

炉
施

設
内

の
構

築
物

，
系

統
及

び
機

器
の

火
災

の
発

生
防

止
対

策
を

実
施

（
耐

震
設

計
等

）
 

同
左

 

火
災

の
感

知
 

・
火

災
感

知
器

は
，
環

境
条

件
や

火
災

の
性

質
を

考
慮

し
て

型
式

を
選

定
し

，
固

有
の

信
号

を
発

す
る

異
な

る
種

類
を

組
み

合
わ

せ
て

設
置

 

 
ア

ナ
ロ

グ
式

の
煙

感
知

器
及

び
熱

感
知

器
を

採
用

 

・
火

災
感

知
設

備
は

，
全

交
流

電
源

喪
失

時
に

お
い

て
も

火
災

の
感

知
を

可
能

に
す

る

た
め

電
源

確
保

を
行

い
，

中
央

制
御

室
で

常
時

監
視

で
き

る
よ

う
設

計
 

同
左

 

火
災

の
消

火
 

・
火

災
発

生
時

の
煙

の
充

満
等

に
よ

り
消

火
活

動
が

困
難

と
な

る
と

こ
ろ

に
は

，
自

動

又
は

手
動

操
作

に
よ

る
固

定
式

消
火

設
備

を
設

置
 

 
固

定
式

消
火

設
備

と
し

て
ハ

ロ
ン

消
火

設
備

を
採

用
 

同
左

 

火
災

の
影

響
軽

減
 

・
安

全
機

能
を

有
す

る
構

築
物

，
系

統
及

び
機

器
の

重
要

度
に

応
じ

，
そ

れ
ら

を
設

置

す
る

火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

の
火

災
及

び
隣

接
す

る
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画

の
火

災
に

よ
る

影
響

を
軽

減
す

る
た

め
，
火

災
耐

久
試

験
で

確
認

さ
れ

た
3
時

間
以

上
の

耐
火

能
力

を
有

す
る

耐
火

壁
又

は
1

時
間

以
上

の
耐

火
能

力
を

有
す

る
隔

壁

等
を

設
置

す
る

。
 

同
左
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8 条－1－4 

第
8
－

1
表

 
基

準
要

求
事

項
と

既
許

可
方

針
及

び
今

回
申

請
の

方
針

比
較

（
２

／
２

）
 

対
策

項
目

 
主

た
る

要
件

 

既
許

可
方

針
 

対
象

施
設

：
常

設
代

替
高

圧
電

源
装

置
用

カ
ル

バ
ー

ト
，

 

今
回

申
請

の
方

針
 

第
四

十
一

条
 

火
災

の

発
生

防

止
 

・
発

火
性

又
は

引
火

性
物

質
に

対
し

て
火

災
の

発
生

防
止

対
策

を
実

施
 
 （

：
配

管
部

の
蓄

積
防

止
対

策
と

し
て

，「
B
W
R
配

管
に

お
け

る
混

合
ガ

ス
（

水

素
・

酸
素

）
蓄

積
防

止
に

係
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

（
平

成
17

年
1
0
月

）」
に

基
づ

く
対

策
の

実
施

，
電

気
系

統
の

過
電

流
防

止
対

策
等

）
 

・
重

大
事

故
等

対
処

施
設

の
内

，
主

要
な

構
造

材
等

は
不

燃
性

材
料

又
は

難
燃

性
材

料
を

使
用

 

・
落

雷
，
地

震
等

の
自

然
現

象
に

よ
る

原
子

炉
施

設
内

の
構

築
物

，
系

統
及

び
機

器
の

火
災

の

発
生

防
止

対
策

を
実

施
（

耐
震

設
計

等
）

 

同
左

 

火
災

の

感
知

 

・
火

災
感

知
器

は
，
環

境
条

件
や

火
災

の
性

質
を

考
慮

し
て

型
式

を
選

定
し

，
固

有
の

信
号

を

発
す

る
異

な
る

種
類

を
組

み
合

わ
せ

て
設

置
 

 
ア

ナ
ロ

グ
式

の
煙

感
知

器
及

び
熱

感
知

器
を

採
用

 

・
火

災
感

知
設

備
は

，
全

交
流

電
源

喪
失

時
に

お
い

て
も

火
災

の
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知
を

可
能

に
す

る
た

め
電

源
確

保
を

行
い

，
中

央
制

御
室

で
常

時
監

視
で

き
る

よ
う

設
計

 

同
左

 

  同
左

 

な
お

，
の

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を

設
置

す
る

火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

に
対

し
て

は
，

中
央

制
御

室
に

加

え
緊

急
時

対
策

所
及

び
緊

監
視

で
き

る
よ

う
設

計
 

火
災

の

消
火

 

・
火

災
発

生
時

の
煙

の
充

満
等

に
よ

り
消

火
活

動
が

困
難

と
な

る
と

こ
ろ

に
は

，
自

動
又

は
手

動
操

作
に

よ
る

固
定

式
消

火
設

備
を

設
置

 

 
常

設
代

替
高

圧
電

源
装

置
用

カ
ル

バ
ー

ト
：

固
定

式
消

火
設

備
と

し
て

ハ
ロ

ン
消

火

設
備

を
採

用
 

 
：
可

燃
物

が
少

な
く

，
煙

の
充

満
に

よ
り

消
火

活

動
が

困
難

と
な

ら
な

い
火

災
区

画
で

あ
る

こ
と

か
ら

，
消

火
器

で
消

火
を

行
う

設
計

 

同
左
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8 条－1－5 

第
8
－

2
表

 
火

災
区

域
及

び
火

災
区

画
の

設
定

比
較

（
１

／
３

）
 

変
更

前
 

変
更

後
 

 
 

常
設

代
替

高
圧

電
源

装
置

用
カ

ル
バ

ー
ト

（
Ａ

断
面

）
 

常
設

代
替

高
圧

電
源

装
置

用
カ

ル
バ

ー
ト

（
Ａ

断
面

）
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8 条－1－6 

第
8
－

2
表

 
火

災
区

域
及

び
火

災
区

画
の

設
定

比
較

（
２

／
３

）
 

変
更

前
 

変
更

後
 

 
 

常
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代
替

高
圧

電
源

装
置

用
カ

ル
バ

ー
ト

（
Ｂ

部
平

面
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常

設
代

替
高

圧
電

源
装

置
用

カ
ル

バ
ー

ト
（

Ｂ
部

平
面

）
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8 条－1－7 

第
8
－

2
表

 
火

災
区

域
及

び
火

災
区

画
の

設
定

比
較

（
３

／
３

）
 

変
更

前
 

変
更

後
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添付－9 条－1 

 

 

 

 

 

 

9条 溢水による損傷の防止等 

等の配置変更による溢水影響

評価について 
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9 条－1－1 

1. 変更内容 

既設置許可（平成 30 年 9 月 26 日許可）まとめ資料で示した屋外

タンク等の溢水による影響評価の評価条件となる 等の配

置が，特定重大事故等対処施設（ＥＳ）の導入に伴い変更となる。 

 

2. 変更の妥当性 

  次頁以降に示すとおり，屋外タンク等による溢水影響を再評価し

た結果，既設置許可まとめ資料で示した溢水影響評価の結果に影響

はなく，既設置許可の基準適合性への影響はない。 
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9 条－1－2 

別紙－１ 

屋外タンク等の溢水による影響評価 

 

1. 概要 

  大型タンク等が集中して設置されている 等の移

設に伴い，タンク等の破損を想定し，防護対象設備の設置される建

屋への影響について評価した。 

 

2. 評価方法 

破損を想定する防護対象施設の設置されている建屋に影響を及ぼ

す近隣のタンク等の保有水量を第１表に，タンク等の配置図を第１

図に示す。ほとんどのタンク等は T.P.＋8.0m に配置されており，

このエリアで破損を想定する場合，溢水は敷地全体に広がると想定

されるが，評価としては建屋側に向かう方向のみに広がるとした。

また，防護対象設備が設置される建屋に近く，保有水量が支配的で

ある水処理装置エリアにおいて，瞬時に全保有水量による溢水が発

生するものとして評価を行った。なお，溢水発生箇所を水処理装置

エリアとすること及び想定するタンクの保有水量は，既許可評価と

同様である。 
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9 条－1－3 

 

第 1 表 破損を想定するタンク等の保有水量 

タンク等名称  保有水量（m
３
）  

原水タンク  1,000 

ろ過水貯蔵タンク  1,500 

純水貯蔵タンク  500 

多目的タンク  1,500 

水処理装置※ 1,080 

碍子洗浄タンク  100 

66kV 非常用変圧器 6.6 

600 トン純水タンク 600 

保有水量合計  約 6,287 

                   ※：薬品タンクを含む 
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9 条－1－4 

 

第 1 図 破損を想定する屋外タンク等の配置 
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9 条－1－5 

3. 簡易評価結果 

水処理装置エリアでの屋外タンク等の破損により生じる溢水によ

る水位は，第 2 表及び第 2 図に示すとおり，防護対象設備の設置さ

れている原子炉建屋及び使用済燃料乾式貯蔵建屋において 0.11m 以

下であり，建屋等の開口部の高さ 0.2m（原子炉建屋）と 0.3m（使

用済燃料乾式貯蔵建屋）以下であることから防護対象設備に影響を

及ぼさないことを確認した。また，タービン建屋においては建屋等

の開口部の高さ 0.2m を超える 0.41m の水位になるため，4．溢水伝

搬挙動評価において詳細な溢水影響を確認する。 

 

第 2 表 距離による浸水水位 

距離（m） 滞留面積（m2） 水位（m） 

① 50   3,925 1.61 

② 100  15,700  0.41 

③ 200  62,800  0.11 

④ 300  141,300  0.05 

⑤ 400  251,200  0.03 
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9 条－1－6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 図 水処理装置エリアでの破損想定による浸水水位 
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9 条－1－7 

4. 溢水伝播挙動評価 

前項 3．の評価結果では，屋外タンク等の溢水量による浸水水位

がタービン建屋の開口部の高さを上回るため，詳細評価として敷地

内の伝播挙動評価を実施する。 

 

 (1) 水源の配置  

   東海第二発電所の溢水影響評価対象となる屋外タンク等のう

ち，タービン建屋に影響を及ぼす水源として，水処理装置エリア

の淡水タンクが挙げられる。水処理装置エリアの各タンクの保有

水量を第 3 表に示す。溢水源としては各タンクの合算水量 4,500m

３を持った円筒タンクを想定する。想定する円筒タンクの配置を

第 3 図に示す。なお，想定するタンク保有水量は既許可評価と同

じである。 

 

第 3 表 水源及び保有水量 

タンク名称 基数 
タンク保有水量 

（m３） 

多目的タンク １ 1,500 

原水タンク １ 1,000 

ろ過水貯蔵タンク １ 1,500 

純水貯蔵タンク １ 500 

総量 4,500 
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9 条－1－8 

 

 

 

 

第 3 図 溢水伝播挙動評価の対象となる溢水源及び建屋等配置図 
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9 条－1－9 

 (2) 評価条件  

   タンクの損傷形態及び流出水の伝播に係る条件について以下の

とおり設定した。これらの評価条件は既許可評価と同様である。 

  ａ．各タンクを代表水位及び合算体積を持った一つの円筒タンク

として表現し，地震による損傷をタンク下端から 1m かつ円弧

180 度分の側板が瞬時に消失するとして模擬する。 

  ｂ．溢水防護対象設備を内包する建屋に指向性を持って流出する

ように，消失する側板を建屋側の側板とする。 

  ｃ．流路抵抗となる道路及び水路等は考慮せず，敷地を平坦面で

表現するとともに，その上に流路に影響を与える主要な構造物

を配置する。 

  ｄ．構内排水路による排水機能や，地盤への浸透は考慮しない。 

 

 (3) 評価結果 

   屋外タンク破損時の局所的な水位上昇について評価した水位測

定箇所を第4図に，評価結果を第5図に示す。 

   原子炉建屋（機器搬入口前）及び使用済燃料乾式貯蔵建屋につ

いては，建屋等の開口部の高さ 0.2m（原子炉建屋）と 0.3m（使

用済燃料乾式貯蔵建屋）以下であることから防護対象設備に影響

を及ぼさないと評価した。 

タービン建屋については，開口部の高さ 0.2m を一時的に超える

ことを確認したため，タービン建屋への浸水量評価を行う。 
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9 条－1－10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【

 

第 4 図 水位測定箇所  
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9 条－1－11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5 図 水位測定箇所における浸水深 

 

 

(4) タービン建屋への浸水量評価 

タービン建屋の機器搬入口が開放されている状況を想定したモ

デルによって，タンク破損時のタービン建屋への浸水量評価を実

施し，浸水量は101m３という結果を得た。タービン建屋の機器搬

入口への累積流入量を第6図に示す。なお，評価条件は(2)評価条

件と同様である。 

  

  

 原子炉建屋（機器搬入口前）  

 

 使用済燃料乾式貯蔵建屋  
（機器搬入口前）  

 タービン建屋（機器搬入口前）
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9 条－1－12 

 

 

 

 

 

 

 

 

第6図 タービン建屋 機器搬入口からの累積流入量の時系列 

 

既許可評価においてタービン建屋における溢水影響評価を実施

しており，地震起因による溢水量（23,333m３）がタービン建屋地

下部の貯留可能容積（26,699m３）超えることはないため，原子炉

建屋への流出がないと評価している。また，タービン建屋のEL.-

1.60mエリアが浸水し，使用済燃料プールの給水機能が喪失する

が，残留熱除去系は基準地震動ＳＳに対して機能が維持するため

必要な機能は維持されると評価している。 

 

 

 

地震起因による溢水量（23,333m３）に，屋外タンク破損時のタ

ービン建屋への浸水量101m３を加えても，タービン建屋地下部の

貯留可能容積（26,699m３）を超えることはなく，既許可で示した

タービン建屋における溢水影響評価結果の結果に影響はない。 

【既許可 タービン建屋における溢水影響評価】 

23,333m３      ＜       26,699m３  

（地震起因による溢水量）    （ T/B地下部の貯留可能容積）
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添付－27 条－1 

 

 

 

 

 

 

27条 放射性廃棄物の処理施設 

特定重大事故等対処施設設置等に伴う既

設置許可添付書類九（発電用原子炉施設

の放射線の管理に関する説明書）等の変

更ついて 
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27 条－1－1 

1. 変更内容 

  既許可申請書のうち，添付書類九に係る平常運転時における一般

公衆の受ける線量評価及び添付書類六に係る線量評価に用いる気象

観測設備の設置位置の変更点を示す。 

 

2. 変更の妥当性 

  ＥＳ設置の配置変更による敷地図の変更に伴う既許可申請書の添

付書類九及び添付書類六の影響を以下のとおり確認した。 

ＥＳ設置の配置変更による敷地図の変更に伴い，添付書類九の第

3.1－1 図 管理区域図，第 3.1－2 図 周辺監視区域図，第 5.1－1

図 線量計算地点図（その 1）及び第 5.1－2 図 線量計算地点図（そ

の 2）及び添付書類六の第 5.3－1 図 気象観測設備配置図（その 1）

を変更し，ＥＳ設置による超音波風向風速計（Ｅ点）の移設予定地点

の変更に伴い，添付書類六の第 5.3－1 図 気象観測設備配置図（そ

の 1）を変更するが，管理区域，線量評価地点等に変更はなく，基準

適合性への影響はない。 
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東海第二発電所 設置変更許可申請比較表（既許可変更） 
【対象項目：添付書類九 3 章 別紙 9-1】 

27 条－1－2 

既許可（2018 年 9月 26 日許可時点） 補正後（2020 年 11 月 16 日補正時点） 備考 

  

 

特重施設設置に伴うＤＢ／

ＳＡ施設の配置変更 
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東海第二発電所 設置変更許可申請比較表（既許可変更） 
【対象項目：添付書類九 3 章 別紙 9-1】 

27 条－1－3 

既許可（2018 年 9月 26 日許可時点） 補正後（2020 年 11 月 16 日補正時点） 備考 

 

  

特重施設設置に伴うＤＢ／

ＳＡ施設の配置変更 

 

157



東海第二発電所 設置変更許可申請比較表（既許可変更） 
【対象項目：添付書類九 5 章 別紙 9-1】 

27 条－1－4 

既許可（2018 年 9月 26 日許可時点） 補正後（2020 年 11 月 16 日補正時点） 備考 

  

 

特重施設設置に伴うＤＢ／

ＳＡ施設の配置変更 
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東海第二発電所 設置変更許可申請比較表（既許可変更） 
【対象項目：添付書類九 5 章 別紙 9-1】 

27 条－1－5 

既許可（2018 年 9月 26 日許可時点） 補正後（2020 年 11 月 16 日補正時点） 備考 

 

  

特重施設設置に伴うＤＢ／

ＳＡ施設の配置変更 
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東海第二発電所 設置変更許可申請比較表（既許可変更） 
【対象項目：添付資料六／別紙 6－5－1】 

27 条－1－6 

既許可（2018 年 9月 26 日許可時点） 補正後（2020 年 11 月 16 日補正時点） 備考 

 

 

 

 

 

設置に

伴う超音波風向風速計（Ｅ

点）の移設予定地点変更 

 

特重施設設置に伴うＤＢ／

ＳＡ施設の配置変更 
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添付－32 条－1 

 

 

 

 

 

 

32条 原子炉格納施設 

原子炉格納施設の変更について 
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32 条－1－1 

1. 変更内容 

 格納容器圧力逃がし装置の兼用化に伴い，第 32－ 1 表のとおり原子

炉格納施設の一部が変更となる。また， の設置後

は，耐圧強化ベント系が廃止されるため，原子炉格納施設の一部が変

更となる。 

 

１．１ 格納容器圧力逃がし装置の系統変更 

特重要件を踏まえた系統構成とすることにより，配置変更や格納容

器隔離弁の構成の見直し（第 32－1 表①）を行うとともに，換気空調

系及び原子炉建屋ガス処理系の隔離弁の弁数を，格納容器圧力逃がし

装置との分離に伴い変更（第 32－1 表②）する。 

格納容器の隔離弁の設計方針は，既許可の設置変更許可申請書添付

書類八における「9.1.1.4.1.1 原子炉格納容器」「（5）隔離弁」にお

いて，「ａ．一般方針」，「ｂ.一般方針が適用されない場合」及び

「ｃ．その他の特別設計」に分類して記載している。 

「ａ．一般方針」は，（a）から（d）まであり，以下のとおり，格

納容器の貫通管には隔離信号によって自動的に閉鎖する隔離弁を設け

る旨等を記載している。 

 

〇ドライウェル貫通管には，ドライウェルの内外で，隔離信号に

より自動的に閉鎖する 2 個の隔離弁を設ける。 

〇ドライウェル貫通管のうち，原子炉冷却材圧力バウンダリに結

合している配管に設ける隔離弁は，格納容器の内側及び外側に

各 1 個を設ける。 
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32 条－1－2 

〇その他の貫通管には，少なくとも１個の隔離弁を設け，隔離信

号によって自動的に閉鎖する。 

〇2 個の隔離弁を必要とする配管系の弁駆動は，駆動動力源の単

一故障で両方の弁を閉鎖する能力を損なわないようにし，電動

機駆動の隔離弁には，それぞれ異なる区分の電源から供給す

る。 

 

「ｂ.一般方針が適用されない場合」は，（a）から（e）まであり，

自動閉鎖信号を設けない設計基準対象施設の各系統について記載して

いる。 

 

「ｃ．その他の特別設計」においては，「主蒸気系，原子炉隔離時

冷却系，原子炉冷却材浄化系及び残留熱除去系配管のうち，圧力容器

から出て，原子炉格納容器の外側に向かう流れを有し，逆止弁を設け

ない配管の隔離弁については，当該配管の破断時にこれを検出し速や

かに自動隔離できるよう検出装置及び閉鎖信号を設ける。」と記載し

ており，主蒸気系，原子炉隔離時冷却系，原子炉冷却材浄化系及び残

留熱除去系に関する自動隔離について記載している。 

 

格納容器ベント配管は，設置許可基準規則第 32 条第 4 項における

「事故の収束に必要な系統の配管」ではなく主要な配管ではないた

め，自動的に閉鎖する隔離弁を設ける必要はない。このため，上記の

「ａ．一般方針」及び「ｃ．その他の特別設計」には該当しない。ま

た，自動閉鎖信号を設けない系統であることについては，「ｂ.一般方

針が適用されない場合」と同様であるが，格納容器ベント配管は設計
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32 条－1－3 

基準対象施設ではないため，「ｂ.一般方針が適用されない場合」にお

いても現状の記載では不十分である。このため，「ｂ.一般方針が適用

されない場合」に格納容器ベント配管に係る記載を追加することと

し，追加に際しては技術基準規則第四十四条のロック装置に係る要求

を踏まえ，以下のとおり記載する。 

「(f) 格納容器圧力逃がし装置，ＥＳ後備ベント設備及び耐圧強化ベ

ント系配管の隔離弁には自動閉鎖信号を設けない。この配管は，通常

時にロックされた閉止弁により隔離する。」 

 

なお，上記のとおり格納容器ベント配管は「ａ．一般方針」に該当

しないため，格納容器ベント配管の隔離弁は，異なる区分の電源から

供給を受ける必要はない。 

 

１．２ 耐圧強化ベント系の廃止 

 の設置後は耐圧強化ベント系を廃止（第 32－1

表③）するため，原子炉格納施設に属する一部の隔離弁等を撤去する

が，ＤＢとしての設備の基本設計方針や基本仕様に変更はない。 

 

2. 変更の妥当性 

 一部設備が変更となるものの，ＤＢとしての設計は既許可（平成 30

年 9 月 26 日許可）と同様に設置許可基準規則第 32 条に適合してお

り，変更は妥当である。 
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32 条－1－4 

置

第 32－1 表 原子炉格納施設の変更について  

既許可（平成 30 年 9 月 26 日許可）  変更後  
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添付－33 条－1 

 

 

 

 

 

 

33条 保安電源設備 

電力系統の運用変更について 
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33 条－1－1 

1. 変更内容 

 東海第二発電所の開閉所設備について，再エネ等の旺盛化に伴い

外部電源の信頼性確保の観点から，東京電力パワーグリッド株式会

社における受電系統の運用が変更となる。 

本資料では，上記の受電系統の運用変更をすることに対して，設

計方針に対して影響がないことを説明する。 

  

2. 変更の妥当性 

受電系統の運用概要の比較を第 33－1 図に，基準要求事項と既許

可方針及び今回申請の方針比較を第 33－1 表に，那珂変電所全停時

の電力供給ステップ比較を第 33－2 表に示す。 

今回の運用変更は，設備変更を伴わず設計方針に変更はないこと

から，既許可の基準適合性への影響はない。 
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33 条－1－4 

第 33－2 表 那珂変電所全停時の電力供給ステップ比較 

 

変更前 

赤字:電力供給ルート 

下線：変更箇所 

変更後 

赤字:電力供給ルート 

下線：変更箇所 

①   

②   

③   
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添付－37 条－1 

 

 

 

 

 

 

37条 重大事故等の拡大の防止等 

重大事故に至るおそれがある事故に 

対する有効性評価における 

非居住区域境界及び敷地境界での 

実効線量評価について 
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37 条－1－1 

1. 変更内容 

 重大事故に至るおそれがある事故に対する有効性評価においては，格納容器圧

力逃がし装置及び耐圧強化ベント系による格納容器除熱（以下，「格納容器ベント」

という。）を実施する場合の非居住区域境界及び敷地境界での実効線量を評価して

いる。 

 これに対して，格納容器圧力逃がし装置の兼用化及び耐圧強化ベント系の廃止

に伴い，実効線量評価を変更する。 

 

2. 変更の妥当性 

 重大事故に至るおそれがある事故に対する有効性評価では，格納容器ベント操

作を実施する事故シーケンスグループのうち実効線量が も厳しくなる「中破断

ＬＯＣＡ時に高圧注水機能及び低圧注水機能が喪失する事故」を代表として，非

居住区域境界及び敷地境界での実効線量を評価している。 

 格納容器圧力逃がし装置の兼用化及び耐圧強化ベント系の廃止を反映した実効

線量評価の内容を以下に示す。 
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37 条－1－2 

【
事

象
の

概
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Ｏ
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37 条－1－3 

 

第 1 図 格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベント時の 

放射性希ガスの大気放出過程 

（γ線実効エネルギ 0.5MeV 換算値） 

  

燃料棒から追加放出される希ガス 

約 6.0×10１５Bq 

原子炉圧力容器気相部への放出 

放出割合：100％ 

原子炉圧力容器から 

サプレッション・チェンバへの放出 

放出割合：100％ 

格納容器圧力逃がし装置から大気へ放出 

放出割合：100％ 

格納容器内気相中の希ガス 

格納容器圧力逃がし装置から放出される希ガス 

約 1.5×10１４Bq※ 

※：ベント開始（事象発生 28 時間後）までの放射性物質の自然減衰を考慮

原子炉圧力容器内気相中の希ガス 

格納容器圧力逃がし装置 地上放出 
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37 条－1－4 

 

第 2 図 格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベント時の 

放射性よう素の大気放出過程 

  

燃料棒から追加放出されるよう素 

約 2.2×10１５Bq 

（Ｉ－131 等価量 約 3.9×10１４Bq） 

原子炉圧力容器

気相部への放出

放出割合：10％

原子炉圧力容器から 

サプレッション・チェンバへの放出

放出割合：100％ 

格納容器圧力逃がし装置から大気へ放出 

放出割合：100％ 

無機よう素の除染係数：100 

有機よう素の除染係数： 50 

格納容器内気相中のよう素 

格納容器圧力逃がし装置から放出されるよう素 

約 3.9×10１１Bq※ 

（Ｉ－131 等価量 約 2.3×10１１Bq） 

※：ベント開始（事象発生 28 時間後）までの放射性物質の自然減衰を考慮

原子炉圧力容器内気相中の有機よう素 

格納容器圧力逃がし装置 地上放出 

冷却材中に存在するよう素 

約 6.0×10１３Bq 

（Ｉ－131 等価量 約 4.7×10１２Bq） 

（有機よう素割合：4％） （無機よう素割合：96％）

原子炉圧力容器内液相中の無機よう素 

（冷却材中への分解：90％） 

原子炉圧力容器から 

サプレッション・チェンバへの放出

キャリーオーバー割合：2％ 
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37 条－1－5 

 

第 3 図 耐圧強化ベント系による格納容器ベント時の 

放射性希ガスの大気放出過程 

（γ線実効エネルギ 0.5MeV 換算値）  

燃料棒から追加放出される希ガス 

約 6.0×10１５Bq 

原子炉圧力容器気相部への放出 

放出割合：100％ 

原子炉圧力容器から 

サプレッション・チェンバへの放出 

放出割合：100％ 

耐圧強化ベントから大気へ放出 

放出割合：100％ 

格納容器内気相中の希ガス 

耐圧強化ベント系から放出される希ガス 

約 1.5×10１４Bq※ 

※：ベント開始（事象発生 28 時間後）までの放射性物質の自然減衰を考慮

原子炉圧力容器内気相中の希ガス 

耐圧強化ベント 排気筒放出 
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37 条－1－6 

 

第 4 図 耐圧強化ベント系による格納容器ベント時の 

放射性よう素の大気放出過程 

 

燃料棒から追加放出されるよう素 

約 2.2×10１５Bq 

（Ｉ－131 等価量 約 3.9×10１４Bq） 

原子炉圧力容器

気相部への放出

放出割合：10％

原子炉圧力容器から 

サプレッション・チェンバへの放出

放出割合：100％ 

耐圧強化ベントから大気へ放出 

放出割合：100％ 

無機よう素の除染係数：1 

有機よう素の除染係数：1 

格納容器内気相中のよう素 

耐圧強化ベント系から放出されるよう素 

約 3.7×10１３Bq※ 

（Ｉ－131 等価量 約 2.2×10１３Bq） 

※：ベント開始（事象発生 28 時間後）までの放射性物質の自然減衰を考慮

原子炉圧力容器内気相中の有機よう素 

耐圧強化ベント 排気筒放出 

冷却材中に存在するよう素 

約 6.0×10１３Bq 

（Ｉ－131 等価量 約 4.7×10１２Bq） 

（有機よう素割合：4％） （無機よう素割合：96％）

原子炉圧力容器内液相中の無機よう素 

（冷却材中への分解：90％） 

原子炉圧力容器から 

サプレッション・チェンバへの放出

キャリーオーバー割合：2％ 
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別紙 1 

37 条－1－7 

「ＬＯＣＡ時注水機能喪失」における線量評価について 

 

1. 「ＬＯＣＡ時注水機能喪失」の線量評価について 

「ＬＯＣＡ時注水機能喪失」の線量評価では，周辺の公衆に対し，著しい

放射線被ばくリスクを与えないこと（発生事故当たりおおむね 5mSv 以下）を

確認することとしており，これは，安全評価指針※１に基づく設計基準事故の

線量評価における判断基準と同様となっている。 

安全評価指針に基づく事故時の線量評価は，周辺公衆への放射線の影響を

評価する観点から，従来から非居住区域境界に線量評価点を設定し評価して

おり，「ＬＯＣＡ時注水機能喪失」の線量評価についても非居住区域境界にお

ける評価を行っている。 

また，有効性評価ガイド※２では，「敷地境界で実効線量を評価」するとし

ており，「ＬＯＣＡ時注水機能喪失」においては，東海第二発電所の敷地（東

海発電所含む。）境界に線量評価点を設定し，線量評価を行っている。 

 

2. 線量評価点の設定について 

「ＬＯＣＡ時注水機能喪失」における格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強

化ベント系による格納容器ベント実施時の非居住区域境界及び敷地境界の線

量評価を行った。 

放出源は，格納容器圧力逃がし装置によるベントにおいては原子炉建屋屋

上にある格納容器圧力逃がし装置排気口，耐圧強化ベント系によるベントに

おいては排気筒とし，放出源を中心とした 16 方位（海側方位を除く。）にお

ける非居住区域境界及び敷地境界に線量評価点を設定した。非居住区域境界

※１ 発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針 
※２ 実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策の有効性評価

に関する審査ガイド
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37 条－1－8 

の線量評価点を第 5 図及び第 6 図に示す。また，敷地境界における線量評価

点を第 7 図及び第 8 図に示す。 

 

3. 線量評価結果について 

非居住区域境界及び敷地境界における陸側方位の線量評価結果のうち，

大の線量となる方位の線量評価結果を第 1 表に示す。また，操作時間余裕を

把握するために実施した原子炉注水が25分遅れた場合の線量評価結果を第2

表に示す。 

耐圧強化ベント系によるベントにおいては， 大の線量となる方位の評価

距離に大きな違いがないため，線量評価結果に影響はない。また，格納容器

圧力逃がし装置によるベントにおいては，評価距離の短縮により，非居住区

域境界に対して敷地境界における線量が増加するが，有効性評価ガイドに基

づく周辺の公衆に対し，著しい放射線被ばくリスクに対する判断基準である

5mSv を満足している。 

 

第 1 表 「ＬＯＣＡ時注水機能喪失時」の線量評価結果 

放出源 評価地点 評価方位 評価距離 線 量 

耐圧強化ベント系に

よるベント 

非居住区域 

境界 
Ｗ 530m 6.2×10－１mSv 

敷地境界 Ｗ 500m 6.2×10－１mSv 

格納容器圧力逃がし

装置によるベント 

非居住区域 

境界 
ＮＷ 580m 1.6×10－１mSv 

敷地境界 ＳＷ 390m 4.1×10－１mSv 
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37 条－1－9 

第 2 表 「ＬＯＣＡ時注水機能喪失時」の線量評価結果 

（原子炉注水が 25 分遅れた場合） 

放出源 評価地点 評価方位 評価距離 線 量 

耐圧強化ベント系に

よるベント 

非居住区域 

境界 
Ｗ 530m 4.4×10０mSv 

敷地境界 Ｗ 500m 4.4×10０mSv 

格納容器圧力逃がし

装置によるベント 

非居住区域 

境界 
ＮＷ 580m 1.1×10０mSv 

敷地境界 ＳＷ 390m 2.8×10０mSv 

 

また，炉心損傷防止対策の有効性評価では，上記以外に「格納容器バイパ

ス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ）」（以下「ＩＳＬＯＣＡ」という。）

についても周辺公衆への放射線の影響を確認しており，非居住区域境界及び

敷地境界における線量評価結果は第 3 表のとおりであり，判断基準である

5mSv を満足している。 

 

第 3 表 ＩＳＬＯＣＡ時の線量評価結果 

放出源 評価地点 評価方位 評価距離 線 量 

原子炉建屋 

非居住区域 

境界 
ＮＷ 600m 1.2×10－１mSv 

敷地境界 ＳＷ 390m 3.3×10－１mSv 
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37 条－1－10 

第 5 図 「耐圧強化ベント系によるベント」における非居住区域境界の線量評価点 
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37 条－1－11 

第 6 図 「格納容器圧力逃がし装置によるベント」の非居住区域境界の線量評価点
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37 条－1－12 
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37 条－1－13 
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添付－37 条－2 

 

 

 

 

 

 

37条 重大事故等の拡大の防止等 

重大事故に至るおそれがある事故に 

対する有効性評価における 

基準津波を超え敷地に遡上する 

津波への対応について 
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37 条－2－1 

1. 変更内容 

 重大事故に至るおそれがある事故に対する有効性評価では，事故シーケンスグ

ループ「津波浸水による 終ヒートシンク喪失」において，防潮堤を一定程度超

える高さの津波による敷地内浸水を想定した場合でも，炉心損傷を防止できるこ

とを確認している。 

 上記において，敷地内浸水評価結果に基づき有効性評価の成立性を確認してい

るが，特定重大事故等対処施設の設置及び敷地内設備の配置変更に伴い敷地内浸

水評価を変更する。 

 

2. 変更の妥当性 

 特定重大事故等対処施設の設置及び敷地内設備の配置変更を反映した敷地内浸

水評価結果を第 1 図に示す。 

 第 1 図のとおり，変更した敷地内浸水評価結果においても T.P.＋11m 以上の敷

地での事故対応作業に影響が生じないことに変わりはなく，事故シーケンスグル

ープ「津波浸水による 終ヒートシンク喪失」において考慮している重大事故等

対策に影響はない。 
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37 条－2－2 

 

 

第 1 図 敷地に遡上する津波時の 大浸水分布 
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37 条－2－3 

 

 

（参考図 変更前の 大浸水分布） 
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添付－37 条－3 

 

 

 

 

 

 

37条 重大事故等の拡大の防止等 

重大事故に対する有効性評価における 

格納容器圧力逃がし装置使用時の 

Ｃｓ－137放出量評価について 
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37 条－3－1 

1. 変更内容 

 重大事故に対する有効性評価では，格納容器破損モード「雰囲気圧力・温度に

よる静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」に対する評価事故シーケンスのうち「代

替循環冷却系を使用できない場合」において，ドライウェルのベントラインを用

いて格納容器圧力逃がし装置による格納容器除熱（以下，「格納容器ベント」とい

う。）を実施する場合の大気中へのＣｓ－137 の放出量を評価している。 

 これに対して，ドライウェルのベントラインの設計変更（小口径化）に伴い，

Ｃｓ－137 の放出量評価を変更する。 

 

2. 変更の妥当性 

 ドライウェルのベントラインの設計変更（小口径化）を反映したＣｓ－137 の

放出量評価の内容を以下に示す。 
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37 条－3－2 

 Ｃｓ－137 の放出量評価に当たっては，「格納容器ベントにより大気中へ放出さ

れるＣｓ－137」及び「原子炉建屋から大気中へ漏えいするＣｓ－137」の放出量

をそれぞれ評価し，評価結果を合計することで算出している。 

 

(1) 格納容器ベントにより大気中へ放出されるＣｓ－137 の評価 

 格納容器ベントによるＣｓ－137 放出量に係る評価条件を第 1 表，大気中への

放出過程及び概略図を第 1 図及び第 2 図に示す。 
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37 条－3－3 

第 1 表 放出量評価条件 

※ 東海第二発電所（ＢＷＲ５）に比べて炉心比出力が大きく，単位熱出力当たりの炉内蓄

積量を保守的に評価するＡＢＷＲの値を使用。 

  

項 目 評価条件 選定理由 

評価事象 

「大破断ＬＯＣＡ＋高圧炉心冷却

失敗＋低圧炉心冷却失敗」（代替循

環冷却系を使用できない場合）（全

交流動力電源喪失の重畳を考慮） 

― 

炉心熱出力 3,293MW 定格熱出力 

運転時間 
1 サイクル当たり 

10,000 時間（416 日） 

1 サイクル 13 ヶ月（395 日）を考慮し

て設定 

取替炉心の 

燃料装荷割合 

1 サイクル：0.229 

2 サイクル：0.229 

3 サイクル：0.229 

4 サイクル：0.229 

5 サイクル：0.084 

取替炉心の燃料装荷割合に基づき設

定 

炉内蓄積量 

（Ｃｓ－137） 

（BqCs137） 

約4.36×10１７Bq 

「単位熱出力当たりの炉内蓄積量（Bq

／MW）」×「3,293MW（定格熱出力）」

（単位熱出力当たりの炉内蓄積量（Bq

／MW）は，ＢＷＲ共通条件として，東

海第二と同じ装荷燃料（９×９燃料（Ａ

型）），上記の運転時間及び取替炉心

の燃料装荷割合で算出したＡＢＷＲ

のサイクル末期の値※を使用） 

放出開始時間 
格納容器ベント：事象発生から約

19 時間後 
ＭＡＡＰ解析結果 

格納容器内への 

放出割合 

（Ｃｓ－137） 

0.37 ＭＡＡＰ解析結果 

格納容器内での 

除去効果 

ＭＡＡＰ解析に基づく（沈着，サプ

レッション・プールでのスクラビン

グ及びドライウェルスプレイ） 

ＭＡＡＰのＦＰ挙動モデル 

格納容器内ｐＨ 

制御の効果 
考慮しない 

サプレッション・プール水ｐＨ制御設

備は，重大事故等対処設備と位置付け

ていないため，保守的に設定 

格納容器から原

子炉建屋への漏

えい率 

考慮しない 
格納容器圧力逃がし装置への移行量

を多く評価するため保守的に設定 

格納容器圧力逃

がし装置への放

出割合（FCs） 

【Ｓ／Ｃベント】 

ＣｓＩ類  ：4.33×10－７ 

ＣｓＯＨ類：2.42×10－７ 

【Ｄ／Ｗベント】 

ＣｓＩ類  ：1.09×10－４ 

ＣｓＯＨ類：1.79×10－３ 

ＭＡＡＰ解析結果 

格納容器圧力逃

がし装置の除去

係数（DF） 

1,000 設計値に基づき設定 
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37 条－3－4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 図 Ｃｓ－137 の大気放出過程 

 

  

Ｃｓ－137 の炉内蓄積量 

格納容器内への放出割合 

：ＭＡＡＰ解析に基づく 

格納容器内での除去効果 

：ＭＡＡＰ解析に基づく 

（ドライウェルスプレイ等） 

原子炉建屋への漏えい割合 

：ＭＡＡＰ解析に基づく 

原子炉建屋から大気中への 

漏えい率：無限大／d 

非常用ガス処理系から 

大気へ放出 

放出率：1 回／d 

除去効率：考慮しない 

格納容器圧力逃がし装置への 

放出割合 

：ＭＡＡＰ解析に基づく 

格納容器圧力逃がし装置 

除去係数：1,000 

原子炉建屋から漏えい又は 

非常用ガス処理系排気筒から放出 

格納容器圧力逃がし装置 

から放出 

格納容器から原子炉建屋への漏えい率： 

 1Pd 以下：0.9Pd で 0.5％／d 

1Pd 超過：2Pd で 1.3％／d 
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37 条－3－5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※1 格納容器から原子炉建屋への漏えい率 

（原子炉建屋から大気中へ漏えいするＣｓ－137 の漏えい量評価時のみ） 

   1Pd 以下：0.9Pd で 0.5％／d，1Pd 超過：2Pd で 1.3％／d 

 

大気への放出経路 0h ▼2h※２ ▼19h※３ 168h▼

原子炉建屋から大気中への漏えい   

非常用ガス処理系排気筒から放出   

格納容器圧力逃がし装置からの放出   

  ※2 非常用ガス処理系の起動により原子炉建屋原子炉棟内は負圧となるため，事象発生 2h 以降は原

子炉建屋から大気中への漏えいはなくなる。 

※3 事象発生後 19 時間以降は，「非常用ガス処理系排気筒から放出」及び「格納容器圧力逃 

がし装置からの放出」の両経路から放射性物質を放出する。 

  ※4 D/W ベント時は 1Pd で 8.1kg／s 

第 2 図 大気放出過程概略図（イメージ） 

  

非常用ガス処理系 

排気筒から放出（2 時間～）※３

放出率：1 回／d 

除去効率：考慮しない 

原子炉建屋

原子炉建屋か

ら大気中への

漏えい（～2 時

間）漏えい率

：無限大／d
原子炉建屋 

への漏えい※１

格納容器 

格納容器圧力逃がし装置 

からの放出（約 19 時間～）※３

放出率：1Pd で 13.4kg／s※４

格納容器圧力 

逃がし装置 格納容器圧力逃がし装置の除去係数 

Ｃｓ－137：1,000 

S/C ベント 

D/W ベント 

原子炉建屋 

への漏えい※１ 

格納容器内での除去効果 

Ｃｓ－137：スプレイ等 
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37 条－3－6 

(2) 原子炉建屋から大気中へ漏えいするＣｓ－137 の評価 

 原子炉建屋からの漏えいによるＣｓ－137 放出量の評価条件を第 2 表に示す。

なお，大気中への放出過程及び概略図は第 1 図及び第 2 図のとおりである。 

 

第 2 表 放出量評価条件（1／2） 

項 目 評価条件 選定理由 

評価事象 

「大破断ＬＯＣＡ＋高圧炉心冷却

失敗＋低圧炉心冷却失敗」（代替循

環冷却系を使用できない場合）（全

交流動力電源喪失の重畳を考慮） 

― 

炉心熱出力 3,293MW 定格熱出力 

運転時間 
1 サイクル当たり 

10,000 時間（416 日） 

1 サイクル 13 ヶ月（395 日）を考慮し

て設定 

取替炉心の 

燃料装荷割合 

1 サイクル：0.229 

2 サイクル：0.229 

3 サイクル：0.229 

4 サイクル：0.229 

5 サイクル：0.084 

取替炉心の燃料装荷割合に基づき設

定 

炉内蓄積量 

（Ｃｓ－137） 
約4.36×10１７Bq 

「単位熱出力当たりの炉内蓄積量（Bq

／MW）」×「3,293MW（定格熱出力）」

（単位熱出力当たりの炉内蓄積量（Bq

／MW）は，ＢＷＲ共通条件として，東

海第二と同じ装荷燃料（９×９燃料（Ａ

型）），上記の運転時間及び取替炉心

の燃料装荷割合で算出したＡＢＷＲ

のサイクル末期の値※１を使用） 

放出開始時間 

格納容器漏えい：事象発生直後 

格納容器ベント：事象発生から約

20 時間後※2 

ＭＡＡＰ解析結果 

格納容器内への 

放出割合 

（Ｃｓ－137） 

0.37 ＭＡＡＰ解析結果 

格納容器の漏え

い孔における捕

集効果 

考慮しない 保守的に設定 

※1 東海第二発電所（ＢＷＲ５）に比べて炉心比出力が大きく，単位熱出力当たりの炉内蓄

積量を保守的に評価するＡＢＷＲの値を使用。 

※2 格納容器から原子炉建屋への漏えいを考慮しない「格納容器ベントにより放出されるＣ

ｓ－137 の評価」と比べて，原子炉建屋へ漏えいする分格納容器圧力の上昇が抑制され，

結果として格納容器ベント開始タイミングが遅くなる（格納容器ベントにより放出され

るＣｓ－137 の評価における格納容器ベント開始タイミング：約 19 時間後）。 
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37 条－3－7 

第 2 表 放出量評価条件（2／2） 

 

  

項 目 評価条件 選定理由 

格納容器内での 

除去効果 

ＭＡＡＰ解析に基づく（沈着，サプ

レッション・プールでのスクラビン

グ及びドライウェルスプレイ） 

ＭＡＡＰのＦＰ挙動モデル 

格納容器内ｐＨ 

制御の効果 
考慮しない 

サプレッション・プール水ｐＨ制御設

備は，重大事故等対処設備と位置付け

ていないため，保守的に設定 

格納容器から原

子炉建屋への漏

えい率 

1Pd以下：0.9Pdで0.5％／d 

1Pd超過：2Pdで1.3％／d 

ＭＡＡＰ解析にて格納容器の開口面

積を設定し格納容器圧力に応じ漏え

い率が変化するものとし，格納容器の

設計漏えい率（0.9Pd で 0.5％／d）及

びＡＥＣの式等に基づき設定 

格納容器から原

子炉建屋への漏

えい割合 

ＣｓＩ類  ：約6.15×10－５ 

ＣｓＯＨ類：約3.05×10－５ 
ＭＡＡＰ解析結果 

原子炉建屋から

大気への漏えい

率（非常用ガス

処理系及び非常

用ガス再循環系

の起動前） 

無限大／d（地上放出） 

（格納容器から原子炉建屋へ漏え

いした放射性物質は，瞬時に大気へ

漏えいするものとして評価） 

保守的に設定 

非常用ガス処理

系から大気への

放出率（非常用

ガス処理系及び

非常用ガス再循

環系の起動後） 

1 回／d（排気筒放出） 
設計値に基づき設定 

（非常用ガス処理系のファン容量） 

非常用ガス処理

系及び非常用ガ

ス再循環系の起

動時間 

事象発生から 2 時間後 

起動操作時間（115 分）＋負圧達成時

間（5 分）（起動に伴い原子炉建屋原

子炉棟内は負圧になるが，保守的に負

圧達成時間として 5 分を想定） 

非常用ガス処理

系及び非常用ガ

ス再循環系のフ

ィルタ除去効率 

考慮しない 保守的に設定 

ブローアウトパ

ネルの開閉状態 
閉状態 

原子炉建屋原子炉棟内の急減な圧力

上昇等によるブローアウトパネルの

開放がないため 
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37 条－3－8 

(3) Ｃｓ－137 放出量の評価結果 

 「格納容器ベントにより放出されるＣｓ－137」及び「原子炉建屋から大気中へ

漏えいするＣｓ－137」の放出量評価結果を第 3 表に示す。 

 原子炉建屋から大気中への漏えい量（約 14.3TBq）にサプレッション・チェン

バのラインを経由した場合の格納容器ベントによる放出量（約 1.2×10－４TBq）を

加えた場合のＣｓ－137 放出量は約 15Bq であり，評価項目である 100TBq を下回

っている。なお，ドライウェルのラインを経由した場合の格納容器ベントによる

放出量（約 0.73TBq）を加えた場合でも約 16TBq であり，100TBq を下回っている。 

 また，事象発生 7 日間以降の影響について，原子炉建屋から大気中への漏えい

量に，サプレッション・チェンバのラインを経由した場合の格納容器ベントによ

る放出量を加えた場合のＣｓ－137 放出量は，事象発生 30 日間で約 15TBq，事象

発生100日間で約16TBqであり，いずれの場合においても100TBqを下回っている。 

 

第 3 表 大気中へのＣｓ－137 の放出量 

 事象発生 7 日間 事象発生 30 日間 事象発生 100 日間 

建屋漏えい 約 14.3TBq 約 14.4TBq 約 15.5TBq 

ベント放出※１ 
約 1.2×10－４TBq※２ 

（約 0.73TBq※３） 

約 1.3×10－４TBq※２ 

（約 0.94TBq※３） 

約 1.5×10－４TBq※２ 

（約 0.98TBq※３） 

合計 
約 15TBq※２ 

（約 16TBq※３） 

約 15TBq※２ 

（約 16TBq※３） 

約 16TBq※２ 

（約 17TBq※３） 

※1 ベント放出量においては，保守的に格納容器からの漏えいをしない場合のＭＡＡＰ解

析により算出している。 

※2 サプレッション・チェンバのラインを経由した場合の評価結果 

※3 ドライウェルのラインを経由した場合の評価結果 
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37 条－3－9 

別紙 

 

設計変更によるＣｓ－137 放出量評価への影響について 

 

 ドライウェルのベントラインの設計変更（小口径化）により，格納容器ベント

によるＣｓ－137 放出量が減少している（第 1 表）。この要因として，原子炉圧力

容器から格納容器へのセシウムの放出量の違いが挙げられる。 

 ベントラインからの放出率が小さくなることで，格納容器ベント実施後の格納

容器圧力は設計変更前と比較して高めに推移する（第１図）。ここで，大破断ＬＯ

ＣＡ事象であるため，原子炉圧力容器と格納容器はほぼ均圧状態となる。 

 原子炉圧力容器内の気相部は，圧力が高いほど体積当たりの熱容量（比熱及び

密度）が大きくなり，温度上昇が抑制される※１。また，原子炉圧力容器内の気相

部温度が低くなることで，原子炉圧力容器内の構造材に沈着したセシウムが気相

部へ移行しにくくなる。 

 以上の影響により，設計変更後のＣｓ－137 放出量が減少したものと考えられ

る。 

 ※１ 格納容器ベント実施後において，原子炉圧力容器のトップヘッドフランジ温度

は，ドライウェルのベントラインの設計変更後の方が変更前に比べて 大で

20℃程度低くなっている。 
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37 条－3－10 

第 1 表 変更前の大気中へのＣｓ－137 の放出量 

 事象発生 7 日間 事象発生 30 日間 事象発生 100 日間 

建屋漏えい 約 14.3TBq 約 14.4TBq 約 15.5TBq 

ベント放出※１ 
約 1.2×10－４TBq※２ 

（約 3.7TBq※３） 

約 1.3×10－４TBq※２ 

（約 4.1TBq※３） 

約 1.5×10－４TBq※２ 

（約 4.1TBq※３） 

合計 
約 15TBq※２ 

（約 18TBq※３） 

約 15TBq※２ 

（約 19TBq※３） 

約 16TBq※２ 

（約 20TBq※３） 

※1 ベント放出量においては，保守的に格納容器からの漏えいをしない場合のＭＡＡＰ解析により算出している。 

※2 サプレッション・チェンバのラインを経由した場合の評価結果 

※3 ドライウェルのラインを経由した場合の評価結果 

 

 

 

 

 

第 1 図 ドライウェルベントライン設計変更前後の格納容器圧力挙動の比較 

変更前：放出率 13.4kg／s（1Pd において） 

変更後：放出率 8.1kg／s（1Pd において） 
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添付－40 条－1 

 

 

 

 

 

 

４０条 津波による損傷の防止 

重大事故等対処施設の津波防護 

（基準津波）に係る変更点について 
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40 条－1－1 

1. 変更内容 

 設計基準対象施設及び重大事故等対処施設（特定重大事故等対処

施設を除く。以下同じ。）の新規制基準へ対応した発電用原子炉設置

変更許可（平成 30 年 9 月 26 日許可）（以下「既許可」という。）で

は，重大事故等対処施設として格納容器圧力逃がし装置を設置する

設計としていた。その後の特定重大事故等対処施設及び所内常設直

流電源設備（３系統目）の設置に係る発電用原子炉設置変更許可申請

（令和元年 9 月 24 日）（以下「令和元年 9 月申請」という。）では，

重大事故等対処施設用の格納容器圧力逃がし装置に加えて，特定重

大事故等対処施設用の格納容器圧力逃がし装置をそれぞれ設置する

設計としていた。さらに，その後の審査の進捗により，重大事故等対

処施設と特定重大事故等対処施設で格納容器圧力逃がし装置を兼用

する設計に変更となり，この内容を反映して令和 2 年 11 月 16 日に

発電用原子炉設置変更許可申請を補正（以下「令和 2 年 11 月補正」

という。）した。 

 令和元年 9 月申請では，所内常設直流電源設備（３系統目）の設置

に伴い，重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建屋及

び区画が既許可から変更となる。さらに，特定重大事故等対処施設の

設置に伴って， エリアの屋外タンク等が移設となり，内郭

防護の評価条件を変更したが，防護方針への影響はなかった。 

 令和 2 年 11 月補正では，格納容器圧力逃がし装置の兼用化により，

建屋及び構築物の配置と構造に変更が生じた。このため，重大事故等

対処施設を設置する建屋及び構築物にも変更が生じることから，重

大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画が令

和元年 9 月申請から変更となる。また，重大事故等対処施設の津波
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40 条－1－2 

防護対象設備を内包する建屋及び区画の変更に伴い，これらの建屋

及び区画を防護するための浸水防止設備も変更となる。 

 

1.1 建屋及び構築物の配置変更について 

 令和元年 9 月申請で，特定重大事故等対処施設を構成する設備及

び所内常設直流電源設備（３系統目）を内包するための建屋及び構築

物として，

を追加した。また，

の屋外タンク等を移設した。（詳細は，「添付－9 条－1 9 条 溢

水による損傷の防止等 等の配置変更による溢水影響評

価について」参照） 

 令和元年 9 月申請では，重大事故等対処施設用の格納容器圧力逃

がし装置と特定重大事故等対処施設用の格納容器圧力逃がし装置を

それぞれ設置する設計としていた。その後の審査の進捗により，重大

事故等対処施設と特定重大事故等対処施設で格納容器圧力逃がし装

置を兼用する設計に変更したため，令和 2 年 11 月補正に建屋及び構

築物の変更を反映した。 

 以上のとおり，格納容器圧力逃がし装置の兼用化によって，重大事

故等対処施設用の設備を内包する格納容器圧力逃がし装置格納槽及

び特定重大事故等対処施設用の設備を内包する

の設置を取りやめ，新たに兼用となる設備を内包する

を設置する。また，各建屋間を接続する

地下構築物の構成も見直し， の設
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40 条－1－3 

置を取りやめ，新たに ）を設置する。これらの

建屋の変更に伴い，常設代替高圧電源装置置場と原子炉建屋を接続

する構築物の構成も見直し，常設代替高圧電源装置用カルバート（ト

ンネル部，立抗部，カルバート部）の設置を取りやめ，新たに常設代

替高圧電源装置用カルバート（カルバート部）を設置し， ，

を経由して

原子炉建屋に接続する構成にした。 

 第 1.1－1 表に，既許可，令和元年 9 月申請，令和 2 年 11 月補正

での建屋及び構築物の変更点を示す。
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40 条－1－4 

第 1.1－1 表 建屋及び構築物の配置の変更点について（1／3） 

既許可 令和元年 9 月申請 

  

  

 

：設置を取りやめる建屋・構築物 
：追加して設置する建屋・構築物 
 

：設置を取りやめる建屋・構築物 
：追加して設置する建屋・構築物 
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40 条－1－5 

第 1.1－1 表 建屋及び構築物の配置の変更点について（2／3） 

令和元年 9 月申請 令和 2 年 11 月補正 

  

 
 

：設置を取りやめる建屋・構築物 
：追加して設置する建屋・構築物 
 

：設置を取りやめる建屋・構築物 
：追加して設置する建屋・構築物 
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40 条－1－6 

第 1.1－1 表 建屋及び構築物の配置の変更点について（3／3） 

【 の屋外タンク等の移設】 

既許可 令和元年 9 月申請 
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40 条－1－7 

1.2 重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区

画の変更内容 

 既許可での重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建

屋及び区画は，原子炉建屋，海水ポンプ室，排気筒，常設代替高圧電

源装置置場，常設代替高圧電源装置用カルバート，非常用海水系配管，

緊急時対策所建屋，可搬型重大事故等対処設備保管場所（西側），可

搬型重大事故等対処設備保管場所（南側），格納容器圧力逃がし装置

格納槽，常設低圧代替注水系格納槽，ＳＡ用海水ピット取水塔，海水

引込み管，ＳＡ用海水ピット，緊急用海水取水管，緊急用海水ポンプ

ピット，原子炉建屋東側接続口及び原子炉建屋西側接続口としてい

た。 

 令和元年 9 月申請では，

が追加とな

り，これらの建屋及び構築物のうち

に所内常設直流電源設備（３系統目）を設置す

る。このため，令和元年 9 月申請での重大事故等対処施設の津波防

護対象設備を内包する建屋及び区画は，原子炉建屋，海水ポンプ室，

排気筒，常設代替高圧電源装置置場，常設代替高圧電源装置用カルバ

ート，非常用海水系配管，緊急時対策所建屋，可搬型重大事故等対処

設備保管場所（西側），可搬型重大事故等対処設備保管場所（南側），

格納容器圧力逃がし装置格納槽，常設低圧代替注水系格納槽，

，ＳＡ用海水ピット取水

塔，海水引込み管，ＳＡ用海水ピット，緊急用海水取水管，緊急用海
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40 条－1－8 

水ポンプピット，原子炉建屋東側接続口及び原子炉建屋西側接続口

としていた。 

 令和 2 年 11 月補正では，令和元年 9 月申請時の重大事故等対処施

設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画のうち，格納容器圧

力逃がし装置格納槽については設置を取りやめることから，新たに

）を設置し，

特定重大事故等対処施設と兼用となる格納容器圧力逃がし装置を設

置する。常設代替高圧電源装置用カルバートについては設置を取り

やめることから，新たに常設代替高圧電源装置用カルバート（カルバ

ート部），

を設置し，非常用電源装置の配管，電路，常設代替高圧電

源装置の電路等を設置する。 につ

いては設置を取りやめることから，新たに

を設置し，所内常設直流電源設備（３系統目）を設置する。 

 このため，令和 2 年 11 月補正での重大事故等対処施設の津波防護

対象設備を内包する建屋及び区画は，原子炉建屋，海水ポンプ室，排

気筒，常設代替高圧電源装置置場，常設代替高圧電源装置用カルバー

ト（カルバート部）， ），非常用海水

系配管，緊急時対策所建屋，可搬型重大事故等対処設備保管場所（西

側），可搬型重大事故等対処設備保管場所（南側）

，常設低圧代替注水系格納槽，ＳＡ用海

水ピット取水塔，海水引込み管，ＳＡ用海水ピット，緊急用海水取水

管，緊急用海水ポンプピット，原子炉建屋東側接続口及び原子炉建屋

西側接続口となる。 

 第 1.2－1 表に，既許可，令和元年 9 月申請，令和 2 年 11 月補正
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40 条－1－9 

での重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区

画を示す。
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40 条－1－10 

第 1.2－1 表 重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画（1／2） 

既許可 令和元年 9 月申請 

  

  

：津波防護対象設備を内包する建屋及び区画
：津波防護対象設備を内包する建屋及び区画 
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40 条－1－11 

第 1.2－1 表 重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画（2／2） 

令和元年 9 月申請 令和 2 年 11 月補正 

 

 

 

 
 

 

：津波防護対象設備を内包する建屋及び区画 ：津波防護対象設備を内包する建屋及び区画
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40 条－1－12 

1.3 の屋外タンク等の移設による内郭防護の変更内容 

 既許可の内郭防護における屋外タンク等の損傷による溢水の影響

評価では， に設置されている屋外

タンクからの溢水を想定して評価している。 

 令和元年 9 月申請では，「添付－9 条－1 9 条 溢水による損傷の

防止等 等の配置変更による溢水影響評価について」に

示されるとおり，特定重大事故等対処施設の設置により，溢水発生箇

所となる の屋外タンク等を移設した。このため，「屋外タ

ンク等の損傷による溢水の影響評価」において，屋外タンク等の移設

を反映して評価条件（溢水発生箇所）を変更し，浸水防護重点化範囲

への影響を評価する。 

 

1.4 浸水防止設備の変更内容 

 既許可での浸水防止設備は，取水路点検用開口部浸水防止蓋，海水

ポンプグランドドレン排出口逆止弁，取水ピット空気抜き配管逆止

弁，放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋，ＳＡ用海水ピット開口部

浸水防止蓋，緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋，緊急

用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁，緊急用海水ポンプ室床

ドレン排出口逆止弁，海水ポンプ室ケーブル点検口浸水防止蓋，緊急

用海水ポンプ点検用開口部浸水防止蓋，緊急用海水ポンプ室人員用

開口部浸水防止蓋，格納容器圧力逃がし装置格納槽点検用水密ハッ

チ，常設低圧代替注水系格納槽点検用水密ハッチ，常設低圧代替注水

系格納槽可搬型ポンプ用水密ハッチ，常設代替高圧電源装置用カル

バート原子炉建屋側水密扉，防潮堤及び防潮扉下部貫通部止水処置，

海水ポンプ室貫通部止水処置，原子炉建屋境界貫通部止水処置並び
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40 条－1－13 

に常設代替高圧電源装置用カルバート（立抗部）貫通部止水処置とし

ていた。 

 令和元年 9 月申請では，「1.2 重大事故等対処施設の津波防護対

象設備を内包する建屋及び区画の変更内容」に示したとおり，重大事

故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画として

を追加している

が，これらの建屋及び区画への新たな浸水防止設備設置は必要とし

ない。このため，浸水防止設備の変更は行っていない。 

 令和 2 年 11 月補正では，「1.2 重大事故等対処施設の津波防護対

象設備を内包する建屋及び区画の変更内容」に示したとおり，津波防

護対象設備を内包する建屋及び区画のうち，格納容器圧力逃がし装

置格納槽及び常設代替高圧電源装置用カルバートの設置を取りやめ

る。このため，格納容器圧力逃がし装置格納槽点検用水密ハッチ，常

設代替高圧電源装置用カルバート原子炉建屋側水密扉及び常設代替

高圧電源装置用カルバート（立抗部）貫通部止水処置については，設

置を取りやめる。 

 追加して設置する格納容器圧力逃がし装置建屋には，浸水防止設

備として， 西側水密扉及び

換気空調系止水ダンパを設置するとともに，

貫通部止水処置を実施する。また，常設代替

高圧電源装置用カルバート（カルバート部），

）は，追加して設置する津波防護対象設備を内包する建

屋及び区画となるが，これらの建屋及び区画への新たな浸水防止設

備の設置は必要としない。 

 このため，令和 2 年 11 月補正後の浸水防止設備は，取水路点検用
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40 条－1－14 

開口部浸水防止蓋，海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁，取水ピ

ット空気抜き配管逆止弁，放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋，Ｓ

Ａ用海水ピット開口部浸水防止蓋，緊急用海水ポンプピット点検用

開口部浸水防止蓋，緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁，

緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁，海水ポンプ室ケーブル

点検口浸水防止蓋，緊急用海水ポンプ点検用開口部浸水防止蓋，緊急

用海水ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋，

西側水密扉， 換気空調系止水ダン

パ，常設低圧代替注水系格納槽点検用水密ハッチ，常設低圧代替注水

系格納槽可搬型ポンプ用水密ハッチ，防潮堤及び防潮扉下部貫通部

止水処置，海水ポンプ室貫通部止水処置，原子炉建屋境界貫通部止水

処置並びに 貫通部止水処置となる。 

 なお，津波防護施設の変更は行っていない。 

 第 1.4－1 表に，既許可，令和元年 9 月申請，令和 2 年 11 月補正

での浸水防止設備を示す。
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40 条－1－15 

第 1.4－ 1 表 浸水防止設備の変更 

既許可 令和元年 9 月申請 令和 2 年 11 月補正 

・取水路点検用開口部浸水防止蓋 

・海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁 

・取水ピット空気抜き配管逆止弁 

・放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋 

・ＳＡ用海水ピット開口部浸水防止蓋 

・緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋 

・緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁 

・緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁 

・海水ポンプ室ケーブル点検口浸水防止蓋 

・緊急用海水ポンプ点検用開口部浸水防止蓋 

・緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋 

・格納容器圧力逃がし装置格納槽点検用水密ハッチ 

 

 

・常設低圧代替注水系格納槽点検用水密ハッチ 

・常設低圧代替注水系格納槽可搬型ポンプ用水密ハッチ 

・常設代替高圧電源装置用カルバート原子炉建屋側水密扉 

・防潮堤及び防潮扉下部貫通部止水処置 

・海水ポンプ室貫通部止水処置 

・原子炉建屋境界貫通部止水処置 

 

・常設代替高圧電源装置用カルバート（立抗部）貫通部止水処置 

・取水路点検用開口部浸水防止蓋 

・海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁 

・取水ピット空気抜き配管逆止弁 

・放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋 

・ＳＡ用海水ピット開口部浸水防止蓋 

・緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋 

・緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁 

・緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁 

・海水ポンプ室ケーブル点検口浸水防止蓋 

・緊急用海水ポンプ点検用開口部浸水防止蓋 

・緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋 

・格納容器圧力逃がし装置格納槽点検用水密ハッチ 

 

 

・常設低圧代替注水系格納槽点検用水密ハッチ 

・常設低圧代替注水系格納槽可搬型ポンプ用水密ハッチ 

・常設代替高圧電源装置用カルバート原子炉建屋側水密扉 

・防潮堤及び防潮扉下部貫通部止水処置 

・海水ポンプ室貫通部止水処置 

・原子炉建屋境界貫通部止水処置 

 

・常設代替高圧電源装置用カルバート（立抗部）貫通部止水処置 

・取水路点検用開口部浸水防止蓋 

・海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁 

・取水ピット空気抜き配管逆止弁 

・放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋 

・ＳＡ用海水ピット開口部浸水防止蓋 

・緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋 

・緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁 

・緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁 

・海水ポンプ室ケーブル点検口浸水防止蓋 

・緊急用海水ポンプ点検用開口部浸水防止蓋 

・緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋 

 

・ 西側水密扉 

・ 換気空調系止水ダンパ 

・常設低圧代替注水系格納槽点検用水密ハッチ 

・常設低圧代替注水系格納槽可搬型ポンプ用水密ハッチ 

 

・防潮堤及び防潮扉下部貫通部止水処置 

・海水ポンプ室貫通部止水処置 

・原子炉建屋境界貫通部止水処置 

・ 貫通部止水処置 
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2. 変更の妥当性 

 重大事故等対処施設は，基準津波に対して，以下の方針に基づき耐

津波設計を行い，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわ

れるおそれがない設計としている。 

・ 重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び

区画は，基準津波による遡上波が地上部から到達又は流入する

可能性があるため，津波防護施設及び浸水防止設備を設置し，基

準津波による遡上波を地上部から到達又は流入させない設計と

するか，基準津波による遡上波が到達しない十分高い場所に設

置する。また，取水路，放水路等の経路から流入させない設計と

するため，必要に応じ津波防護施設及び浸水防止設備の浸水対

策を施すことにより，津波の流入を防止する設計とする。 

・ 取水・放水施設，地下部等において，漏水する可能性を考慮の

上，漏水による浸水範囲を限定して，重大事故等に対処するため

に必要な機能への影響を防止する。 

・ 上記の方針のほか，重大事故等対処施設の津波防護対象設備を

内包する建屋及び区画には，浸水防護をすることにより津波に

よる影響等から隔離する。 

・ 水位変動に伴う取水性低下による重大事故等に対処するため

に必要な機能への影響を防止する。 

・ 津波の襲来を察知するために，津波監視設備を設置する。 

 「1. 変更内容」に示したとおり，重大事故等対処施設の津波防護

対象設備を内包する建屋及び区画と浸水防止設備が変更となるが，

上記の方針への影響はなく，方針の変更も生じないことから，設置許

可基準規則第 40 条への適合性は確保できる。 
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 以下に，重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建屋

及び区画と浸水防止設備の変更の詳細と方針への適合性について示

す。 

 

2.1 設計基準対象施設，重大事故等対処施設及び特定重大事故等対処

施設が混在して設置される建屋及び区画の津波から防護する範囲

について 

 既許可及び令和元年 9 月申請時における重大事故等対処施設の津

波防護対象設備を内包する建屋及び区画については，建屋又は構築

物の境界で防護する設計としていた。 

 令和 2 年 11 月補正において，建屋及び構築物の配置と構造を変更

したことに伴って，

については，原子炉建屋と同様

に，設計基準対象施設，重大事故等対処施設及び特定重大事故等対処

施設が混在して設置される建屋，構築物としている。また，格納容器

圧力逃がし装置等の設備については，重大事故等対処施設と特定重

大事故等対処施設で兼用となる設備となった。これらの変更内容を

踏まえて

の防護については，設計基準対象施設，重

大事故等対処施設及び特定重大事故等対処施設のそれぞれの津波防

護対象設備が設置されるエリアを考慮し，津波から防護する範囲を

設定して，その範囲を防護することにより，重大事故等対処施設の津

波防護対象設備を津波から防護する設計に変更する。 

 第 2.1－1 図に，

の重大事故等対処施設の津波防
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40 条－1－18 

護対象設備が設置されるエリアと津波から防護する範囲を示す。 

 なお，原子炉建屋も設計基準対象施設，重大事故等対処施設及び特

定重大事故等対処施設が混在して設置されるが，重大事故等対処施

設の津波防護対象設備に対しては，既許可及び令和元年 9 月申請で

示している防護方法と変更なく，原子炉建屋の外壁を境界として防

護する設計とする。 
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Ｐ.Ｎ ：重大事故等対処施設の津波防護対象設備が 
設置されるエリア 

：津波から防護する範囲 
：上層階へ 
：下層階へ 
：上下階層 

第 2.1－1 図 津波防護対象設備が設置されるエリアと 

津波から防護する範囲（1／11） 
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Ｐ.Ｎ ：重大事故等対処施設の津波防護対象設備が 
設置されるエリア 

：津波から防護する範囲 
：上層階へ 
：下層階へ 
：上下階層 

第 2.1－1 図 津波防護対象設備が設置されるエリアと 

津波から防護する範囲（2／11） 
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Ｐ.Ｎ ：重大事故等対処施設の津波防護対象設備が 
設置されるエリア 

：津波から防護する範囲 
：上層階へ 
：下層階へ 
：上下階層 

 

 

第 2.1－1 図 津波防護対象設備が設置されるエリアと 

津波から防護する範囲（3／11） 
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Ｐ.Ｎ ：重大事故等対処施設の津波防護対象設備が 
設置されるエリア 

：津波から防護する範囲 
：上層階へ 
：下層階へ 
：上下階層 

 

第 2.1－1 図 津波防護対象設備が設置されるエリアと 

津波から防護する範囲（4／11） 
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Ｐ.Ｎ ：重大事故等対処施設の津波防護対象設備が 
設置されるエリア 

：津波から防護する範囲 
：上層階へ 
：下層階へ 
：上下階層 

 

第 2.1－1 図 津波防護対象設備が設置されるエリアと 

津波から防護する範囲（5／11） 
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Ｐ.Ｎ ：重大事故等対処施設の津波防護対象設備が 
設置されるエリア 

：津波から防護する範囲 
：上層階へ 
：下層階へ 
：上下階層 

第 2.1－1 図 津波防護対象設備が設置されるエリアと 

津波から防護する範囲（6／11） 
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Ｐ.Ｎ ：重大事故等対処施設の津波防護対象設備が 
設置されるエリア 

：津波から防護する範囲 
：上層階へ 
：下層階へ 
：上下階層 

第 2.1－1 図 津波防護対象設備が設置されるエリアと 

津波から防護する範囲（7／11） 
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Ｐ.Ｎ ：重大事故等対処施設の津波防護対象設備が 
設置されるエリア 

：津波から防護する範囲 
：上層階へ 
：下層階へ 
：上下階層 

第 2.1－1 図 津波防護対象設備が設置されるエリアと 

津波から防護する範囲（8／11） 
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Ｐ.Ｎ ：重大事故等対処施設の津波防護対象設備が 
設置されるエリア 

：津波から防護する範囲 
：上層階へ 
：下層階へ 
：上下階層 

第 2.1－1 図 津波防護対象設備が設置されるエリアと 

津波から防護する範囲（9／11） 
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Ｐ.Ｎ ：重大事故等対処施設の津波防護対象設備が 
設置されるエリア 

：津波から防護する範囲 
：上層階へ 
：下層階へ 
：上下階層 

第 2.1－1 図 津波防護対象設備が設置されるエリアと 

津波から防護する範囲（10／11） 
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Ｐ.Ｎ ：重大事故等対処施設の津波防護対象設備が 
設置されるエリア 

：津波から防護する範囲 
：上層階へ 
：下層階へ 
：上下階層 

第 2.1－1 図 津波防護対象設備が設置されるエリアと 

津波から防護する範囲（11／11） 
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40 条－1－30 

2.2 重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区

画の変更に伴う津波防護施設及び浸水防止設備の変更について 

 重大事故等対処施設は，設置許可基準規則第 40 条に従い，基準津

波に対して，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれる

おそれがないように，重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内

包する建屋及び区画を防護する設計としている。 

 「1. 変更内容」に示す既許可から令和元年 9 月申請での変更点

及び令和元年 9 月申請から令和 2 年 11 月補正での変更点並びに「2.1 

設計基準対象施設，重大事故等対処施設及び特定重大事故等対処施

設が混在して設置される建屋及び区画の津波から防護する範囲につ

いて」に示す津波から防護する範囲を踏まえて，重大事故等対処施設

の耐津波設計に関わる影響について以下に示す。 

(1) 外郭防護１ 

 令和元年 9 月申請における所内常設直流電源設備（３系統目）の

設置によって追加となる

は T.P.＋8m の敷地に設置する。この敷地は，変更前

の既許可での津波防護施設及び浸水防止設備により，津波の流入

が防止された敷地である。また，原子炉建屋，海水ポンプ室排気筒，

常設代替高圧電源装置置場，常設代替高圧電源装置用カルバート，

非常用海水系配管，緊急時対策所建屋，可搬型重大事故等対処設備

保管場所（西側），可搬型重大事故等対処設備保管場所（南側），格

納容器圧力逃がし装置格納槽，常設低圧代替注水系格納槽，ＳＡ用

海水ピット取水塔，海水引込み管，ＳＡ用海水ピット，緊急用海水

取水管，緊急用海水ポンプピット，原子炉建屋東側接続口及び原子

炉建屋西側接続口については，配置の変更はないため，外郭防護１

230



40 条－1－31 

に対する影響はなかった。 

 令和 2 年 11 月補正における建屋及び構築物の配置の変更によっ

て追加して設置する常設代替電源装置用カルバート（カルバート

部）は T.P.＋11m の敷地， は T.P.＋8m～T.P.＋11m の敷

地， ）は T.P.

＋8m の敷地に設置する。これらの敷地は，建屋及び構築物の配置

変更前と同じ津波防護施設及び浸水防止設備により，津波の流入

が防止された敷地である。また，原子炉建屋，海水ポンプ室排気筒，

常設代替高圧電源装置置場，非常用海水系配管，緊急時対策所建屋，

可搬型重大事故等対処設備保管場所（西側），可搬型重大事故等対

処設備保管場所（南側），常設低圧代替注水系格納槽，ＳＡ用海水

ピット取水塔，海水引込み管，ＳＡ用海水ピット，緊急用海水取水

管，緊急用海水ポンプピット， ，原子炉建屋東側接

続口及び原子炉建屋西側接続口については，配置の変更はないた

め，外郭防護１に対する影響はない。なお，格納容器圧力逃がし装

置格納槽，常設代替高圧電源装置用カルバート及び

については，設置を取りやめるため，外郭防護

１の防護対象から外れる。 

 このため，外郭防護１に対する津波防護施設及び浸水防止設備

については，既許可及び令和元年 9 月申請からの変更はない。 

 第 2.2－1 図に，基準津波の浸水範囲と令和元年 9 月申請で追加

となる を設

置する敷地の関係並びに令和 2 年 11 月補正で追加となる

），常設代

替電源装置用カルバート（カルバート部）を設置する敷地の関係を
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示す。
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40 条－1－35 

(2) 外郭防護２ 

 令和元年 9 月申請で，新たに追加となる

の境界には，漏水が継続するよう

な経路及び浸水口はない。また，原子炉建屋，海水ポンプ室，排気

筒，常設代替高圧電源装置置場，常設代替高圧電源装置用カルバー

ト，非常用海水系配管，緊急時対策所建屋，可搬型重大事故等対処

設備保管場所（西側），可搬型重大事故等対処設備保管場所（南側），

格納容器圧力逃がし装置格納槽，常設低圧代替注水系格納槽，ＳＡ

用海水ピット取水塔，海水引込み管，ＳＡ用海水ピット，緊急用海

水取水管，緊急用海水ポンプピット，原子炉建屋東側接続口及び原

子炉建屋西側接続口については，建屋及び構築物の配置及び構造

の変更はないため，外郭防護２への影響はなかった。 

 令和 2 年 11 月補正で，新たに追加となる

）及び常設代替電源装置

用カルバート（カルバート部）の境界には，漏水が継続するような

経路及び浸水口はない。また，原子炉建屋，海水ポンプ室，排気筒，

常設代替高圧電源装置置場，非常用海水系配管，緊急時対策所建屋，

可搬型重大事故等対処設備保管場所（西側），可搬型重大事故等対

処設備保管場所（南側），常設低圧代替注水系格納槽，ＳＡ用海水

ピット取水塔，海水引込み管，ＳＡ用海水ピット，緊急用海水取水

管，緊急用海水ポンプピット， ，原子炉建屋東側接

続口及び原子炉建屋西側接続口については，建屋及び構築物の配

置及び構造の変更はないため，外郭防護２への影響はない。なお，

常設代替高圧電源装置用カルバート，格納容器圧力逃がし装置格

納槽及び については，設置を取
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りやめるため，外郭防護２の防護対象から外れる。 

 このため，外郭防護２に対する津波防護施設及び浸水防止設備

については，既許可及び令和元年 9 月申請からの変更はない。 

(3) 内郭防護 

 令和元年 9 月申請で，新たに追加となる

は，浸水防護重点化範囲として設

定することから，津波による溢水に対する防護が必要となった。こ

れらの浸水防護重点化範囲には，想定する事象のうち，「非常用海

水系配管（戻り管）の損傷による津波による溢水」，「地下水の影響」

及び「屋外タンク等の損傷による溢水」（ の屋外タンク

等の移設後の屋外タンク等の損傷による溢水の影響評価について

は，令和 2 年 11 月補正後の配置での評価とする。）の事象によって

影響を受ける可能性があるため，浸水の可能性のある経路及び浸

水口がある場合には浸水防護設備を設置する等の浸水対策を実施

する。 

 令和 2 年 11 月補正で，新たに追加となる

）及び常設代替電源装置

用カルバート（カルバート部）は，浸水防護重点化範囲として設定

することから，津波による溢水に対する防護が必要となる。これら

の浸水防護重点化範囲には，想定する事象のうち，「非常用海水系

配管（戻り管）の損傷による津波による溢水」，「地下水の影響」及

び「屋外タンク等の損傷による溢水」の事象によって影響を受ける

可能性があるため，浸水の可能性のある経路及び浸水口がある場

合には浸水防護設備を設置する等の浸水対策を実施する。 

 なお，
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については，「2.1 設計基準対象施設，重

大事故等対処施設及び特定重大事故等対処施設が混在して設置さ

れる建屋及び区画の津波から防護する範囲について」に示した「津

波から防護する範囲」を考慮して防護する。 

ａ．非常用海水系配管（戻り管）の損傷による津波による溢水 

 非常用海水系配管（戻り管）の損傷により，津波による溢水が

T.P.＋8m の敷地に浸水するため，浸水防護重点化範囲に影響す

る可能性がある。 

 令和元年 9 月申請における非常用海水系配管（戻り管）の損傷

による津波による溢水の影響を受ける浸水防護重点化範囲は，原

子炉建屋，格納容器圧力逃がし装置格納槽，常設低圧代替注水系

格納槽，緊急用海水ポンプピット，海水ポンプ室及び非常用海水

系配管に加えて，新たに追加になる

となる。 

 原子炉建屋，格納容器圧力逃がし装置格納槽，常設低圧代替注

水系格納槽，緊急用海水ポンプピット，海水ポンプ室及び非常用

海水系配管については，建屋及び構築物の配置及び構造の変更が

ないため，非常用海水系配管（戻り管）の損傷による津波による

溢水に対する防護の変更はなかった。 

 の地上部には，人員用の開口

部があるが，開口部の下端の高さは T.P.＋8.2m であり，地上か

ら 0.2m の高さがある。これに対して，津波による溢水の浸水深

は 0.2m 未満であるため，浸水の経路とはならない。 

 は，地下部のみの設置であり，原子炉建屋及び

と接続されているが，津波によ

237



40 条－1－38 

る溢水に対して浸水防護された区画との接続となるため，浸水の

経路とはならない。以上より，浸水の可能性がある経路及び浸水

口はないため，津波による溢水の影響を受けない。 

 令和 2 年 11 月補正における非常用海水系配管（戻り管）の損

傷による津波による溢水の影響を受ける浸水防護重点化範囲は，

原子炉建屋，常設低圧代替注水系格納槽，緊急用海水ポンプピッ

ト，海水ポンプ室， 及び非常用海水系配管に加え

て，新たに追加になる

となる。なお，格納容器圧力逃がし装

置格納槽及び については，設置

を取りやめるため，内郭防護の防護対象から外れる。 

 原子炉建屋，常設低圧代替注水系格納槽，緊急用海水ポンプピ

ット，海水ポンプ室及び非常用海水系配管については，建屋及び

構築物の配置及び構造の変更がないため，非常用海水系配管（戻

り管）の損傷による津波による溢水に対する防護の変更はない。 

 は，「2.1 設計基準対象施設，重

大事故等対処施設及び特定重大事故等対処施設が混在して設置

される建屋及び区画の津波から防護する範囲について」に示した

津波から防護する範囲を考慮して浸水防護をする

の地上部には，人員用の開口部があるが，開口部

の下端の高さは T.P.＋8.2m であり，地上から 0.2m の高さがあ

る。これに対して，津波による溢水の浸水深は 0.2m 未満である

ため，浸水の経路とはならない。また，

の津波から防護する範囲は，

と接続されているが，津波による溢水に
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対して浸水防護された区画との接続となるため，浸水の経路とは

ならない。以上より，浸水の可能性がある経路及び浸水口はない

ため，津波による溢水の影響を受けない。 

 は，「2.1 設計基準対象施設，重大事故等対処施設及

び特定重大事故等対処施設が混在して設置される建屋及び区画

の津波から防護する範囲について」に示した津波から防護する範

囲を考慮して浸水防護をする。 の津波から防護する範囲

は， 及び常設代替高圧電源装置用カ

ルバート（カルバート部）と接続されているが，津波による溢水

に対して浸水防護された区画との接続となるため，浸水の経路と

はならない。以上より，浸水の可能性がある経路及び浸水口はな

いため，津波による溢水の影響を受けない。 

 ）は，「2.1 設計基準対象施設，重大事

故等対処施設及び特定重大事故等対処施設が混在して設置され

る建屋及び区画の津波から防護する範囲について」に示した津波

から防護する範囲を考慮して浸水防護をする。

）の地上部には，人員・点検用の開口部があるが，開口部の

下端の高さは T.P.＋8.2m であり，地上から 0.2m の高さがある。

これに対して，津波による溢水の浸水深は 0.2m 未満であるため，

浸水の経路とはならない。また， の津波

から防護する範囲は 及び原子炉建

屋と接続されているが，津波による溢水に対して浸水防護された

区画との接続となるため，浸水の経路とはならない。以上より，

浸水の可能性がある経路及び浸水口はないため，津波による溢水

の影響を受けない。 
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 は，令和元年 9 月申請では原子炉建屋及び

と接続されていたが，令和 2 年 11

月補正では原子炉建屋及び との接

続に変更となった。変更後においても，津波による溢水に対して

浸水防護された区画との接続となるため，浸水の経路とはならな

い。以上より，浸水の可能性がある経路及び浸水口はないため，

津波による溢水の影響を受けない。 

ｂ．地下水の影響 

 津波防護においては，地震により地下水位が地表面まで上昇す

ることを想定し、浸水防護重点化範囲への影響を安全側に評価す

る。 

 令和元年 9 月申請で新たに追加になる

は，地下階があるため，地下水の

影響を受ける可能性があるため，評価を以下に示す。また，原子

炉建屋については，建屋の構造の変更はないため，地下水の影響

に対する防護の変更はなかった。 

 は，地中

に接する境界に開口部や貫通部等の浸水の可能性がある経路及

び浸水口はないため，地下水の影響を受けない。 

 令和 2 年 11 月補正で新たに追加となる

）及び常設代替電源装

置用カルバート（カルバート部）は，地下階があるため，地下水

の影響を受ける可能性があるため，評価を以下に示す。また，原

子炉建屋については，建屋の構造の変更はないため，地下水の影

響に対する防護の変更はない。 
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）が接続される箇所に，開口部及び配管

等の貫通部があり， の先にある

とは開口部で接続されており，浸水

防止設備の設置もないため からこ

れらの建屋・構築物までつながった状態となっている。また，

は，特定重大事故等対処施設は内包するが，重大

事故等対処施設を内包しない建屋及び区画となる。（第 2.2－2 図

参照）さらに，重大事故等対処施設と特定重大事故等対処施設が

段階的に使用開始される可能性があることを考慮すると，これら

の特定重大事故等対処施設を内包する建屋・構築物（

を除く。）がない場合であっても，

に内包される重大事故等対処施設を地下水か

ら防護する必要がある。このため，

の開口部及び貫通部を経由して

の津波から防護する範囲への地下水の浸水を防止するた

めに 西側水密扉及び

換気空調系止水ダンパを設置するとともに，格納

貫通部止水処置を実施する。 

 ）は，「2.1 設計基準対象施設，重大事

故等対処施設及び特定重大事故等対処施設が混在して設置され

る建屋及び区画の津波から防護する範囲について」に示した津波
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から防護する範囲を考慮して浸水防護をする。これらの建屋及び

構築物の津波から防護する範囲には，地中に接する境界に開口部

や貫通部等の浸水の可能性がある経路及び浸水口はないため，地

下水の影響を受けない。 

 常設代替電源装置用カルバート（カルバート部）には，地中に

接する境界に開口部や貫通部等の浸水の可能性がある経路及び

浸水口はないため，地下水の影響を受けない。 

 なお， は，構造の変更はないが，「2.1 設計基

準対象施設，重大事故等対処施設及び特定重大事故等対処施設が

混在して設置される建屋及び区画の津波から防護する範囲につ

いて」に示した津波から防護する範囲を考慮して浸水防護をする。 
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の接続状況図 
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ｃ．屋外タンク等の損傷による溢水 

 地震時の屋外タンクの損傷により溢水することを想定し，浸水

防護重点化範囲（原子炉建屋，常設低圧代替注水系格納槽，緊急

用海水ポンプピット，海水ポンプ室及び非常用海水系配管，令和

元年 9 月申請で新たに追加となる 並びに令和 2

年 11 月補正で新たに追加となる ，

）及び常設代替高圧電源装置用

カルバート（カルバート部））への影響を評価する。なお，

及び常設代替高圧原電装置用カル

バートについては、設置を取りやめるため，内郭防護の防護対象

から外れる。 

 令和 2 年 11 月補正での配置及び「1.3 の屋外タン

ク等の移設による内郭防護の変更内容」に示す屋外タンク等の移

設を反映し，溢水の発生個所をタービン建屋北側に変更した評価

を以下に示す。 

 評価条件については，既許可と同様に以下を考慮する。 

(a) 基準地震動Ｓ ｓ によって破損する損傷するおそれのある屋

外タンクを考慮し，損傷によりタンクの保有水の全量が流出す

る。 

(b) タンクから漏えいした溢水は，構内排水路からの排水及び地

中への浸透は考慮しない。 

(c) タンクからの溢水は，敷地全体に均一に広がるものとする。 

 原子炉建屋，常設低圧代替注水系格納槽及び緊急用海水ポンプ

ピットの設置された箇所の溢水の浸水深は 0.2m 未満であり，既

許可での評価結果と同じであるため，屋外タンク等の損傷による
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溢水に対する防護の変更はない。 

 また，海水ポンプ室及び非常用海水系配管の浸水状況も既許可

での評価結果と同じくなるため，屋外タンク等の損傷による溢水

に対する防護の変更はない。 

 の設置された箇所の溢水の浸水

深は 0.2m 未満となり，「ａ．非常用海水系配管（戻り管）の損傷

による津波による溢水」での津波による溢水の浸水深と同じにな

ることから，「ａ．非常用海水系配管（戻り管）の損傷による津

波による溢水」に示す令和 2 年 11 月補正を反映した評価と同じ

になる。ただし， の地上部の開口部がある箇所の浸水

深は 0.49m となり 廻りの段差 0.2m を超えるため，

に溢水が流入し 内の貫通部から流入する可

能性があるため， 貫通部止水処置を

実施し，溢水の流入を防止する。なお，重大事故等対処施設とし

ての格納容器圧力逃がし装置は，原子炉建屋側の排気管を使用す

る設計となっているため， が浸水した場合であっても，

格納容器圧力逃がし装置の機能への影響はない。また，排気管に

弁を設置することにより，フィルタ装置の系統内に溢水が流入す

ることを防止する設計としている。 

 の設置された箇所の溢水の浸水深は

0.2m 未満となるため，「ａ．非常用海水系配管（戻り管）の損傷

による津波による溢水」に示す令和 2 年補正を反映した評価と同

じになる。 

 常設代替高圧電源装置用カルバート（カルバート部）は，地下

部のみの設置であり，屋外タンク等の損傷による溢水に対して浸
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水防護された区画（常設代替高圧電源装置置場及び ）と

の接続となり，浸水の可能性がある経路及び浸水口はないため，

屋外タンク等の損傷による溢水の影響を受けない。 

 中継洞道は，地下部のみの設置であり，屋外タンク等の損傷に

よる溢水に対して浸水防護された区画（常設代替高圧電源装置用

カルバート（カルバート部）， ）と

の接続となり，浸水の可能性がある経路及び浸水口はないため，

屋外タンク等の損傷による溢水の影響を受けない。 

 常設高圧電源装置置場の設置された箇所には，タンクからの溢

水は到達しないため，屋外タンク等の損傷による溢水の影響を受

けない。 

 なお，タービン建屋の開口部の箇所の 大浸水深が 1.1m とな

り，開口部下端の高さを超えるため，タービン建屋内への流入が

想定される。このため，「ｄ．タービン建屋内の津波による溢水

の影響」において，屋外タンク等の損傷による溢水の流入量約

101m３（詳細は，「添付－9 条－1 9 条 溢水による損傷の防止等 

等の配置変更による溢水影響評価について」参照）を

考慮して評価する。 

ｄ．タービン建屋内の津波による溢水の影響 

 「ｃ．屋外タンク等の損傷による溢水」におけるタービン建屋

への溢水の流入量を考慮して，タービン建屋内の津波による溢水

の影響を評価する。 

 この他の評価条件については，既許可と同様に以下を考慮する。 

(a) 地震により循環水系配管の伸縮継手の全円周状の損傷（リン

グ状破損）並びに耐震Ｂクラス及びＣクラスの機器の損傷によ
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り溢水が発生する。 

(b) 地震加速度大による原子炉スクラム信号及びタービン建屋

の復水器エリアの漏えい検知信号により循環水ポンプ停止及

び復水器水室出入口弁閉止のインターロックを設けることか

ら，循環水系配管の伸縮継手からの溢水は，破損から循環水ポ

ンプ停止及び復水器水室出入口弁の閉止までの時間を考慮す

る。 

(c) 循環水ポンプ 1 台目及び 2 台目の停止は伸縮継手の損傷か

ら 3 分後，3 台目は 5 分後となるが，保守的に 3 台とも 5 分後

に停止するものとする。 

(d) 循環水系配管の伸縮継手の損傷箇所での溢水の流出圧力は，

保守的に循環水ポンプの吐出圧力とする。また，保守的に配管

の圧力損失は考慮しない。 

(e) 耐震Ｂクラス及びＣクラス機器の損傷による溢水は，瞬時に

タービン建屋に滞留するものとする。 

(f) インターロックにより復水器水室出入口弁を閉止すること

から，津波及びサイフォンによる流入は考慮しない。 

 屋外タンク等の損傷による溢水がタービン建屋へ流入するこ

とを考慮した場合の津波による溢水の容量は約 23,434m３であり，

T.P.＋ 8.2m の 高 さ ま で タ ー ビ ン 建 屋 内 に 貯 留 で き る 容 量 約

26,699m３以下に収まるため，既許可での評価と同じになること

から，タービン建屋内の津波による溢水に対する防護の変更はな

い。 

 第 2.2.－1 表に，タービン建屋内の津波による溢水の影響評価

の結果を示す。 
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第 2.2－1 表 タービン建屋内の津波による溢水の影響評価の結果 

タービン建屋内 

に貯留できる 

容量 

 

津波による溢水の容量 

T.P. ＋ 8.2m の 高

さ ま で の タ ー ビ

ン 建 屋 内 に 貯 留

できる容量 

 ①循環水系配管の伸縮継手の損

傷箇所からの溢水量 
約 14,723m３

 ②循環水系配管の伸縮継手の損

傷箇所からの津波の流入量 
0m３

 ③サイフォン効果による津波の

流入量 
0m３

 ④耐震Ｂクラス及びＣクラス機

器の損傷による溢水量 
約 8,610m３

 ⑤屋外タンク等の損傷による溢

水の流入量 
約 101m３

約 26,699m３  ≧ 合計 約 23,434m３  

 

 ａ．～ｂ．に示した浸水防護重点化範囲のうち，設計基準対象施

設，重大事故等対処施設及び特定重大事故等対処施設が混在して

設置される

の津波から防護する範囲に対する

浸水防護を第 2.2－3 図に示す。 

  

248



40 条－1－49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 2.2－3 図 重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建屋 

及び区画の津波から防護する範囲に対する内郭防護（1／11） 

：重大事故等対処施設の津波防護対象設備が設置さ

れるエリア 
：津波から防護する範囲 
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第 2.2－3 図 重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建屋 

及び区画の津波から防護する範囲に対する内郭防護（2／11） 

：重大事故等対処施設の津波防護対象設備が設置さ

れるエリア 
：津波から防護する範囲 
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：重大事故等対処施設の津波防護対象設備が設置さ

れるエリア 
：津波から防護する範囲 

第 2.2－3図 重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建屋 

及び区画の津波から防護する範囲に対する内郭防護（3／11） 
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：重大事故等対処施設の津波防護対象設備が設置さ

れるエリア 
：津波から防護する範囲 

第 2.2－3図 重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建屋 

及び区画の津波から防護する範囲に対する内郭防護（4／11） 
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：重大事故等対処施設の津波防護対象設備が設置さ

れるエリア 
：津波から防護する範囲 

第 2.2－3図 重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建屋 

及び区画の津波から防護する範囲に対する内郭防護（5／11） 
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：重大事故等対処施設の津波防護対象設備が設置さ

れるエリア 
：津波から防護する範囲 

第 2.2－3図 重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建屋 

及び区画の津波から防護する範囲に対する内郭防護（6／11） 
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：重大事故等対処施設の津波防護対象設備が設置さ

れるエリア 
：津波から防護する範囲 

第 2.2－3図 重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建屋 

及び区画の津波から防護する範囲に対する内郭防護（7／11） 
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：重大事故等対処施設の津波防護対象設備が設置さ

れるエリア 
：津波から防護する範囲 

第 2.2－3図 重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建屋 

及び区画の津波から防護する範囲に対する内郭防護（8／11） 
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：重大事故等対処施設の津波防護対象設備が設置さ

れるエリア 
：津波から防護する範囲 

第 2.2－3 図 重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建屋 

及び区画の津波から防護する範囲に対する内郭防護（9／11） 
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：重大事故等対処施設の津波防護対象設備が設置さ

れるエリア 
：津波から防護する範囲 

第 2.2－3 図 重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建屋 

及び区画の津波から防護する範囲に対する内郭防護（10／11） 
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：重大事故等対処施設の津波防護対象設備が設置さ

れるエリア 
：津波から防護する範囲 

第 2.2－3 図 重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建屋 

及び区画の津波から防護する範囲に対する内郭防護（11／11） 
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(4) 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響防止 

 非常用海水ポンプの取水性は，取水路前面における津波高さを

入力条件として，取水路の管路応答及び砂移動の解析をした結果

（時刻歴水位，砂堆積厚さ及び浮遊砂の影響）により評価している。

解析の入力条件である取水路前面は防潮堤外側に位置する。 

 一方，令和元年 9 月申請及び令和 2 年 11 月補正での変更は，防

潮堤内側の配置の変更であることから，取水路前面における津波

高さへの影響はない。 

 このため，令和元年 9 月申請及び令和 2 年 11 月補正での変更は，

取水路の管路応答及び砂移動の解析の結果には影響を及ぼさない

ため，非常用海水ポンプの取水性への影響もない。 

 また，漂流物の衝突による影響評価は，防潮堤の外側の漂流物を

考慮しているため，令和元年 9 月申請及び令和 2 年 11 月補正での

変更の影響はない。 

 緊急用海水ポンプ，可搬型代替注水大型ポンプ及び可搬型代替

注水中型ポンプの取水性についても，非常用海水ポンプの取水路

と同様に，ＳＡ用海水ピット取水塔～ＳＡ用海水ピット～緊急用

海水ポンプピットの管路における解析結果から評価しており，入

力条件であるＳＡ用海水ピット取水塔は防潮の外側となるため，

令和元年 9 月申請及び令和 2 年 11 月補正での変更の影響はない。 

 以上より，令和元年 9 月申請及び令和 2 年 11 月補正での変更に

おいて，非常用海水ポンプ，緊急用海水ポンプ，可搬型代替注水大

型ポンプ及び可搬型代替注水中型ポンプの取水への影響はない。 

 また，漂流物の衝突による影響評価は，防潮堤の外側の漂流物を

考慮している。令和元年 9 月申請及び令和 2 年 11 月補正での変更
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は防潮堤内側の配置の変更となることから，防潮堤外側の津波の

流況の変化はなく，想定する漂流物への変更はないことから，漂流

物の衝突による影響評価への影響はない。 

(5) 津波監視 

 令和元年 9 月申請及び令和 2 年 11 月補正での変更は，防潮堤内

側の配置の変更であり，津波・構内監視カメラの監視範囲への影響

はない。 

 また，令和元年 9 月申請及び令和 2 年 11 月補正での変更は，

「(4) 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影

響防止」に示したように，防潮堤外側潮及び取水路の時刻歴水位へ

の影響はないことから，潮位計及び取水ピット水位計への影響は

ない。 

 このため，津波監視への影響はない。 
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添付－43 条－1 

 

 

 

 

 

 

43条 重大事故等対処設備 

重大事故等対処設備の変更について 
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43 条－1－1 

1. 変更内容 

   特定重大事故等対処施設（ＥＳ）の導入に伴い，既許可（平成

30 年 9 月 26 日許可）に記載した重大事故等対処設備を一部変更

する。 

   既許可に記載した重大事故等対処設備の変更は，以下のとお

り。 

(1)  格納容器圧力逃がし装置のＥＳ／ＳＡ兼用化に伴うもの 

格納容器圧力逃がし装置のＥＳ／ＳＡ兼用化に伴い，特定重

大事故等対処設備に要求される要件（ＡＰＣ耐性及び信頼性向

上等）を考慮して以下のとおり，設備を変更する。 

変更の詳細は，添付資料１のとおり。 

①  設備の追加 

・フィルタ装置遮蔽及び配管遮蔽 

格納容器圧力逃がし装置のフィルタ容器及び出入口配管の

配置変更を考慮して，これらの設備からの線量を低減するた

め本設備を追加する。 

なお，従前から設置予定の

遮蔽の厚さの変更も実施する。 

・遠隔人力操作機構 

格納容器圧力逃がし装置の隔離弁について，特重要件 

（ＡＰＣ耐性及び信頼性向上）を考慮して追加した弁（フィ

ルタ装置入口第一弁（Ｄ／Ｗ側）バイパス弁及びフィルタ装

置入口第一弁（Ｓ／Ｃ側）バイパス弁）に遠隔人力操作機構

を設ける。 
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43 条－1－2 

 

②  常設化 

・ 空気ボンベユニット（空気ボ

ンベ） 

    特重要件（常設）を考慮して，本設備を常設化する。 

③  ＳＡ登録の取止め 

・第二弁操作室差圧計 

内が微正圧となるようあら

かじめ流量調整弁の開度を設定しており，事故時における流

量調整が不要な設計とすることから，本設備をＳＡ設備とは

位置付けない。 

④  設置場所の変更 

・圧力開放板 

本設備の設置エリアが屋内（

）に確保可能であることから，屋内に設置する。 

⑤  個数の変更 

・フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ） 

     圧力開放板下流，かつ，自然現象（竜巻）の影響を受けな

い屋内への設置が可能であることから，同設置場所に 1 個設

置する。 

 

(2)  耐圧強化ベントの廃止条件の追記 

耐圧強化ベントは，炉心が損傷していない場合の 終ヒート

シンクへ熱を輸送するための設備として整理し，ＦＶが機能喪

失した場合の後段の手段としている。 
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を設置

した後は，耐圧強化ベントを廃止する旨，注釈を追記する。 

変更の詳細は，添付資料１のとおり。 

・耐圧強化ベント系放射線モニタ 

耐圧強化ベントラインを撤去することから，放射線モニタ

も撤去する。 

 

2. 変更の妥当性 

   1.で述べた変更内容は，添付資料２のとおり各設置許可基準規

則条文毎に整理され，重大事故等対処設備に共通に要求される設

置許可基準規則第四十三条に対して，添付資料３のとおり類型化

され，それぞれ第四十三条に適合した設計方針とすることから，

基準適合性への影響はない。 
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添付資料１ 
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水

源
］

 
5
6
条

に
記

載
（

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

防
止

設
備

）
 

代
替

淡
水

貯
槽

［
水

源
］

 

不
活

性
ガ

ス
系

配
管

・
弁

［
流

路
］

 

5
0
条

に
記

載
（

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

防
止

設
備

）
 

格
納

容
器

圧
力

逃
が

し
装

置
配

管
・

弁
［

流
路

］
 

原
子

炉
格

納
容

器
（

サ
プ

レ
ッ

シ

ョ
ン

・
チ

ェ
ン

バ
を

含
む

）
［

流

路
］

 

真
空

破
壊

装
置

［
流

路
］

 

窒
素

供
給

配
管

・
弁

［
流

路
］

 

空
気

ボ
ン

ベ
ユ

ニ
ッ

ト
（

配

管
・

弁
）

［
流

路
］

 

移
送

配
管

・
弁

［
流

路
］

 

補
給

水
配

管
・

弁
［

流
路

］
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43 条－1－14 

 

4
8
条

 
終

ヒ
ー

ト
シ

ン
ク

へ
熱

を
輸

送
す

る
た

め
の

設
備

 

系
統

機
能

 
設

備
 

代
替

す
る

機
能

を
有

す
る

 

設
計

基
準

対
象

施
設

 

設
備

 

種
別

 
設

備
分

類
 

設
備

 

耐
震

重

要
 

度
分

類
 

常
設

 

可
搬

型
 

分
類

 
機

器
 

ク
ラ

ス
 

耐
圧

強
化

ベ
ン

ト
系

に

よ
る

原
子

炉
格

納
容

器

内
の

減
圧

及
び

除
熱

 

第
一

弁
（

Ｓ
／

Ｃ
側

）
 

残
留

熱
除

去
系

（
格

納

容
器

ス
プ

レ
イ

冷
却

系
）

 

残
留

熱
除

去
系

（
サ

プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー

ル

冷
却

系
）

 

Ｓ
 

  

Ｓ
 

常
設

 
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
防

止

設
備

 

Ｓ
Ａ

－
２

 

第
一

弁
（

Ｄ
／

Ｗ
側

）
 

常
設

 
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
防

止

設
備

 

Ｓ
Ａ

－
２

 

耐
圧

強
化

ベ
ン

ト
系

一
次

隔
離

弁
 

常
設

 
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
防

止

設
備

 

Ｓ
Ａ

－
２

 

耐
圧

強
化

ベ
ン

ト
系

二
次

隔
離

弁
 

常
設

 
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
防

止

設
備

 

Ｓ
Ａ

－
２

 

不
活

性
ガ

ス
系

配
管

・
弁

［
流

路
］

 

常
設

 
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
防

止

設
備

 

Ｓ
Ａ

－
２

 

耐
圧

強
化

ベ
ン

ト
系

配
管

・
弁

［
流

路
］

 

常
設

 
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
防

止

設
備

 

Ｓ
Ａ

－
２

 

非
常

用
ガ

ス
処

理
系

配
管

・
弁

［
流

路
］

 

常
設

 
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
防

止

設
備

 

Ｓ
Ａ

－
２

 

非
常

用
ガ

ス
処

理
系

排
気

筒
［

流

路
］

 

常
設

 
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
防

止

設
備

 

―
 

原
子

炉
格

納
容

器
（

サ
プ

レ
ッ

シ

ョ
ン

・
チ

ェ
ン

バ
を

含
む

）
［

流

路
］

 

5
0
条

に
記

載
（

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

防
止

設
備

）
 

真
空

破
壊

装
置

（
Ｓ

／
Ｃ

→
Ｄ

／

Ｗ
）

［
流

路
］

 

5
0
条

に
記

載
（

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

防
止

設
備

）
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43 条－1－15 

 

4
8
条

 
終

ヒ
ー

ト
シ

ン
ク

へ
熱

を
輸

送
す

る
た

め
の

設
備

 

系
統

機
能

 
設

備
 

代
替

す
る

機
能

を
有

す
る

 

設
計

基
準

対
象

施
設

 

設
備

 

種
別

 
設

備
分

類
 

設
備

 

耐
震

重

要
 

度
分

類
 

常
設

 

可
搬

型
 

分
類

 
機

器
 

ク
ラ

ス
 

残
留

熱
除

去
系

（
原

子

炉
停

止
時

冷
却

系
）

に

よ
る

原
子

炉
除

熱
 

残
留

熱
除

去
系

ポ
ン

プ
 

4
7
条

に
記

載
（

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

防
止

設
備

）
 

残
留

熱
除

去
系

熱
交

換
器

 

残
留

熱
除

去
系

配
管

・
弁

［
流

路
］

 

再
循

環
系

配
管

・
弁

［
流

路
］

 

原
子

炉
圧

力
容

器
［

注
水

先
，

水

源
］

 

そ
の

他
設

備
に

記
載

（
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
防

止
設

備
）

 

残
留

熱
除

去
系

（
サ

プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー

ル

冷
却

系
）

に
よ

る
サ

プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー

ル

水
の

除
熱

 

残
留

熱
除

去
系

ポ
ン

プ
 

4
9
条

に
記

載
（

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

防
止

設
備

）
 

残
留

熱
除

去
系

熱
交

換
器

 

残
留

熱
除

去
系

配
管

・
弁

・
ス

ト

レ
ー

ナ
［

流
路

］
 

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
・

チ
ェ

ン
バ

［
注

水
先

，
水

源
］

 

5
6
条

に
記

載
（

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

防
止

設
備

）
 

残
留

熱
除

去
系

（
格

納

容
器

ス
プ

レ
イ

冷
却

系
）

に
よ

る
原

子
炉

格

納
容

器
内

の
除

熱
 

残
留

熱
除

去
系

ポ
ン

プ
 

4
9
条

に
記

載
（

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

防
止

設
備

）
 

残
留

熱
除

去
系

熱
交

換
器

 

残
留

熱
除

去
系

配
管

・
弁

・
ス

ト

レ
ー

ナ
・

ス
プ

レ
イ

ヘ
ッ

ダ
［

流

路
］

 

原
子

炉
格

納
容

器
［

注
水

先
］

 
そ

の
他

設
備

に
記

載
（

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

防
止

設
備

）
 

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
・

チ
ェ

ン
バ

［
水

源
］

 

5
6
条

に
記

載
（

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

防
止

設
備

）
 

 
 

277



 

43 条－1－16 

 

4
8
条

 
終

ヒ
ー

ト
シ

ン
ク

へ
熱

を
輸

送
す

る
た

め
の

設
備

 

系
統

機
能

 
設

備
 

代
替

す
る

機
能

を
有

す
る

 

設
計

基
準

対
象

施
設

 

設
備

 

種
別

 
設

備
分

類
 

設
備

 

耐
震

重

要
 

度
分

類
 

常
設

 

可
搬

型
 

分
類

 
機

器
 

ク
ラ

ス
 

残
留

熱
除

去
系

海
水

系

に
よ

る
除

熱
 

残
留

熱
除

去
系

海
水

系
ポ

ン
プ

 
（

残
留

熱
除

去
系

海
水

系
）

 

（
Ｓ

）
 

常
設

 
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
防

止

設
備

 

Ｓ
Ａ

－
２

 

残
留

熱
除

去
系

海
水

系
ス

ト
レ

ー
ナ

 

常
設

 
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
防

止

設
備

 

Ｓ
Ａ

－
２

 

残
留

熱
除

去
系

海
水

系
配

管
・

弁
［

流
路

］
 

常
設

 
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
防

止

設
備

 

Ｓ
Ａ

－
２

 

緊
急

用
海

水
系

に
よ

る

除
熱

 

緊
急

用
海

水
ポ

ン
プ

 
残

留
熱

除
去

系
海

水
系

 
Ｓ

 
常

設
 

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

防
止

設
備

 

Ｓ
Ａ

－
２

 

緊
急

用
海

水
系

ス
ト

レ
ー

ナ
 

常
設

 
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
防

止

設
備

 

Ｓ
Ａ

－
２

 

緊
急

用
海

水
系

配
管

・
弁

［
流

路
］

 

常
設

 
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
防

止

設
備

 

Ｓ
Ａ

－
２

 

残
留

熱
除

去
系

海
水

系
配

管
・

弁

［
流

路
］

 

常
設

 
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
防

止

設
備

 

Ｓ
Ａ

－
２

 

非
常

用
取

水
設

備
 

貯
留

堰
 

そ
の

他
設

備
に

記
載

（
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
防

止
設

備
）

 

取
水

構
造

物
※

１
 

そ
の

他
設

備
に

記
載

（
常

設
重

大
事

故
防

止
設

備
）

 

Ｓ
Ａ

用
海

水
ピ

ッ
ト

取
水

塔
 

海
水

引
込

み
管

 

Ｓ
Ａ

用
海

水
ピ

ッ
ト

 

緊
急

用
海

水
取

水
管

 

緊
急

用
海

水
ポ

ン
プ

ピ
ッ

ト
 

※
1
 

取
水

路
及

び
取

水
ピ

ッ
ト

の
総

称
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43 条－1－17 

 

5
0
条

 
原

子
炉

格
納

容
器

の
過

圧
破

損
を

防
止

す
る

た
め

の
設

備
 

系
統

機
能

 
設

備
 

代
替

す
る

機
能

を
有

す
る

 

設
計

基
準

対
象

施
設

 

設
備

 

種
別

 
設

備
分

類
 

設
備

 

耐
震

重

要
 

度
分

類
 

常
設

 

可
搬

型
 

分
類

 
機

器
 

ク
ラ

ス
 

代
替

循
環

冷
却

系
に

よ

る
原

子
炉

格
納

容
器

内

の
減

圧
及

び
除

熱
 

代
替

循
環

冷
却

系
ポ

ン
プ

 
―

 
―

 
常

設
 

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

 
Ｓ

Ａ
－

２
 

残
留

熱
除

去
系

熱
交

換
器

 
―

 
―

 
常

設
 

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

 
Ｓ

Ａ
－

２
 

代
替

循
環

冷
却

系
配

管
・

弁
［

流

路
］

 

―
 

―
 

常
設

 
常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
 

Ｓ
Ａ

－
２

 

残
留

熱
除

去
系

配
管

・
弁

・
ス

ト

レ
ー

ナ
・

ス
プ

レ
イ

ヘ
ッ

ダ
・

ポ

ン
プ

［
流

路
］

 

―
 

―
 

常
設

 
常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
 

Ｓ
Ａ

－
２

※
１
 

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
・

チ
ェ

ン
バ

［
注

水
先

，
水

源
］

 

5
6
条

に
記

載
（

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

）
 

残
留

熱
除

去
系

海
水

系
ポ

ン
プ

 
4
8
条

に
記

載
（

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

）
 

残
留

熱
除

去
系

海
水

系
ス

ト
レ

ー

ナ
 

残
留

熱
除

去
系

海
水

系
配

管
・

弁

［
流

路
］

 

緊
急

用
海

水
ポ

ン
プ

 
4
8
条

に
記

載
（

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

）
 

緊
急

用
海

水
系

ス
ト

レ
ー

ナ
 

緊
急

用
海

水
系

配
管

・
弁

［
流

路
］

 

貯
留

堰
 

そ
の

他
設

備
に

記
載

（
常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
）

 

取
水

構
造

物
※

2
 

Ｓ
Ａ

用
海

水
ピ

ッ
ト

取
水

塔
 

※
1
 

原
子

炉
圧

力
容

器
内

部
構

造
物

を
除

く
。

 

※
2
 

取
水

路
及

び
取

水
ピ

ッ
ト

の
総

称
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43 条－1－18 

 

5
0
条

 
原

子
炉

格
納

容
器

の
過

圧
破

損
を

防
止

す
る

た
め

の
設

備
 

系
統

機
能

 
設

備
 

代
替

す
る

機
能

を
有

す
る

 

設
計

基
準

対
象

施
設

 

設
備

 

種
別

 
設

備
分

類
 

設
備

 

耐
震

重

要
 

度
分

類
 

常
設

 

可
搬

型
 

分
類

 
機

器
 

ク
ラ

ス
 

代
替

循
環

冷
却

系
に

よ

る
原

子
炉

格
納

容
器

内

の
減

圧
及

び
除

熱
 

（
続

き
）

 

海
水

引
込

み
管

 
そ

の
他

設
備

に
記

載
（

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

）
 

Ｓ
Ａ

用
海

水
ピ

ッ
ト

 

緊
急

用
海

水
取

水
管

 

緊
急

用
海

水
ポ

ン
プ

ピ
ッ

ト
 

原
子

炉
圧

力
容

器
［

注
水

先
］

 
そ

の
他

設
備

に
記

載
（

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

）
 

原
子

炉
格

納
容

器
［

注
水

先
］

 
そ

の
他

設
備

に
記

載
（

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

）
 

格
納

容
器

圧
力

逃
が

し

装
置

に
よ

る
原

子
炉

格

納
容

器
内

の
減

圧
及

び

除
熱

 

フ
ィ

ル
タ

装
置

 
―

 
―

 
常

設
 

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

 
Ｓ

Ａ
－

２
 

フ
ィ

ル
タ

装
置

入
口

第
一

弁

（
Ｄ

／
Ｗ

側
）

 

―
 

―
 

常
設

 
常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
 

Ｓ
Ａ

－
２

 

フ
ィ

ル
タ

装
置

入
口

第
一

弁

（
Ｄ

／
Ｗ

側
）

バ
イ

パ
ス

弁
 

―
 

―
 

常
設

 
常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
 

Ｓ
Ａ

－
２

 

フ
ィ

ル
タ

装
置

入
口

第
一

弁

（
Ｓ

／
Ｃ

側
）

 

―
 

―
 

常
設

 
常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
 

Ｓ
Ａ

－
２

 

フ
ィ

ル
タ

装
置

入
口

第
一

弁

（
Ｓ

／
Ｃ

側
）

バ
イ

パ
ス

弁
 

―
 

―
 

常
設

 
常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
 

Ｓ
Ａ

－
２

 

フ
ィ

ル
タ

装
置

入
口

第
二

弁
 

―
 

―
 

常
設

 
常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
 

Ｓ
Ａ

－
２

 

フ
ィ

ル
タ

装
置

入
口

第
二

弁
バ

イ
パ

ス
弁

 

―
 

―
 

常
設

 
常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
 

Ｓ
Ａ

－
２

 

遠
隔

人
力

操
作

機
構

 
―

 
―

 
常

設
 

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

 
―

 

遮
蔽

 

―
 

―
 

常
設

 
常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
 

―
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43 条－1－19 

 

5
0
条

 
原

子
炉

格
納

容
器

の
過

圧
破

損
を

防
止

す
る

た
め

の
設

備
 

系
統

機
能

 
設

備
 

代
替

す
る

機
能

を
有

す
る

 

設
計

基
準

対
象

施
設

 

設
備

 

種
別

 
設

備
分

類
 

設
備

 

耐
震

重

要
 

度
分

類
 

常
設

 

可
搬

型
 

分
類

 
機

器
 

ク
ラ

ス
 

格
納

容
器

圧
力

逃
が

し

装
置

に
よ

る
原

子
炉

格

納
容

器
内

 

の
減

圧
及

び
除

熱
 

（
続

き
）

 

空
気

ボ
ン

ベ
ユ

ニ
ッ

ト

（
空

気
ボ

ン
ベ

）
 

―
 

―
 

常
設

 
常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
 

Ｓ
Ａ

－
２

 

圧
力

開
放

板
 

―
 

―
 

常
設

 
常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
 

―
 

窒
素

供
給

装
置

 
―

 
―

 
可

搬

型
 

可
搬

型
重

大
事

故
緩

和
設

備
 

―
 

窒
素

供
給

装
置

用
電

源
車

 
―

 
―

 
可

搬

型
 

可
搬

型
重

大
事

故
緩

和
設

備
 

―
 

フ
ィ

ル
タ

装
置

遮
蔽

 
―

 
―

 
常

設
 

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

※
１
 

―
 

配
管

遮
蔽

 
―

 
―

 
常

設
 

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

※
１
 

―
 

移
送

ポ
ン

プ
 

―
 

―
 

常
設

 
常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
 

Ｓ
Ａ

－
２

 

可
搬

型
代

替
注

水
中

型
ポ

ン
プ

 
5
6
条

に
記

載
（

可
搬

型
重

大
事

故
緩

和
設

備
）

 

可
搬

型
代

替
注

水
大

型
ポ

ン
プ

 

西
側

淡
水

貯
水

設
備

［
水

源
］

 
5
6
条

に
記

載
（

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

）
 

代
替

淡
水

貯
槽

［
水

源
］

 

不
活

性
ガ

ス
系

配
管

・
弁

［
流

路
］

 

―
 

―
 

常
設

 
常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
 

Ｓ
Ａ

－
２

 

格
納

容
器

圧
力

逃
が

し
装

置
配

管
・

弁
［

流
路

］
 

―
 

―
 

常
設

 
常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
 

Ｓ
Ａ

－
２

 

原
子

炉
格

納
容

器
（

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
・

チ
ェ

ン
バ

含
む

）

―
 

―
 

常
設

 
常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
 

Ｓ
Ａ

－
２

 

※
1
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
防

止
設

備
・

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

等
を

操
作

す
る

人
が

健
全

で
あ

る
こ

と
を

担
保

す
る

常
設

設
備

で
あ

る
た

め
，

本
分

類
と

し
て

い
る

。
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43 条－1－20 

 

5
0
条

 
原

子
炉

格
納

容
器

の
過

圧
破

損
を

防
止

す
る

た
め

の
設

備
 

系
統

機
能

 
設

備
 

代
替

す
る

機
能

を
有

す
る

 

設
計

基
準

対
象

施
設

 

設
備

 

種
別

 
設

備
分

類
 

設
備

 

耐
震

重

要
 

度
分

類
 

常
設

 

可
搬

型
 

分
類

 
機

器
 

ク
ラ

ス
 

格
納

容
器

圧
力

逃
が

し

装
置

に
よ

る
原

子
炉

格

納
容

器
内

 

の
減

圧
及

び
除

熱
 

（
続

き
）

 

真
空

破
壊

装
置

［
流

路
］

 
―

 
―

 
常

設
 

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

 
―

 

窒
素

供
給

配
管

・
弁

［
流

路
］

 
―

 
―

 
常

設
 

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

 
Ｓ

Ａ
－

２
 

空
気

ボ
ン

ベ
ユ

ニ
ッ

ト

（
配

管
・

弁
）

［
流

路
］

 

―
 

―
 

常
設

 
常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
 

Ｓ
Ａ

－
２

 

移
送

配
管

・
弁

［
流

路
］

 
―

 
―

 
常

設
 

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

 
Ｓ

Ａ
－

２
 

補
給

水
配

管
・

弁
［

流
路

］
 

―
 

―
 

常
設

 
常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
 

Ｓ
Ａ

－
２
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43 条－1－21 

 

5
2
条

 
水

素
爆

発
に

よ
る

原
子

炉
格

納
容

器
の

破
損

を
防

止
す

る
た

め
の

設
備

 

系
統

機
能

 
設

備
 

代
替

す
る

機
能

を
有

す
る

 

設
計

基
準

対
象

施
設

 

設
備

 

種
別

 
設

備
分

類
 

設
備

 

耐
震

重

要
 

度
分

類
 

常
設

 

可
搬

型
 

分
類

 
機

器
 

ク
ラ

ス
 

不
活

性
ガ

ス
系

に
よ

る

原
子

炉
格

納
容

器
内

の

不
活

性
化

 

（
不

活
性

ガ
ス

系
）

  
―

 
―

 
常

設
 

（
設

計
基

準
対

象
施

設
）

 
―

 

可
搬

型
窒

素
供

給
装

置

に
よ

る
原

子
炉

格
納

容

器
内

の
不

活
性

化
 

窒
素

供
給

装
置

 
―

 
―

 
可

搬

型
 

可
搬

型
重

大
事

故
緩

和
設

備
 

―
 

窒
素

供
給

装
置

用
電

源
車

 
―

 
―

 
可

搬

型
 

可
搬

型
重

大
事

故
緩

和
設

備
 

―
 

不
活

性
ガ

ス
系

配
管

・
弁

［
流

路
］

 
―

 
―

 
常

設
 

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

 
Ｓ

Ａ
－

２
 

窒
素

供
給

配
管

・
弁

［
流

路
］

 
―

 
―

 
常

設
 

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

 
Ｓ

Ａ
－

２
 

原
子

炉
格

納
容

器
［

注
入

先
］

 
そ

の
他

設
備

に
記

載
（

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

）
 

格
納

容
器

内
水

素
濃

度

（
Ｓ

Ａ
）

及
び

格
納

容

器
内

酸
素

濃
度

（
Ｓ

Ａ
）

に
よ

る
原

子
炉

格

納
容

器
内

の
水

素
濃

度

格
納

容
器

内
水

素
濃

度
（

Ｓ
Ａ

）
※

１
 

―
 

―
 

常
設

 
常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
 

―
 

格
納

容
器

内
酸

素
濃

度
（

Ｓ
Ａ

）
※

１
 

―
 

―
 

常
設

 
常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
 

―
 

格
納

容
器

圧
力

逃
が

し

装
置

に
よ

る
原

子
炉

格

納
容

器
内

の
水

素
及

び

酸
素

の
排

出
 

フ
ィ

ル
タ

装
置

 
5
0
条

に
記

載
（

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

）
 

フ
ィ

ル
タ

装
置

入
口

第
一

弁
（

Ｄ
／

Ｗ
側

）
 

フ
ィ

ル
タ

装
置

入
口

第
一

弁
（

Ｄ
／

Ｗ
側

）
バ

イ
パ

ス
弁

 

フ
ィ

ル
タ

装
置

入
口

第
一

弁
（

Ｓ
／

Ｃ
側

）
 

フ
ィ

ル
タ

装
置

入
口

第
一

弁
（

Ｓ
／

Ｃ
側

）
バ

イ
パ

ス
弁

 

フ
ィ

ル
タ

装
置

入
口

第
二

弁
 

※
1
 

計
装

設
備

に
つ

い
て

は
計

装
ル

ー
プ

全
体

を
示

す
た

め
要

素
名

を
記

載
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43 条－1－22 

 

5
2
条

 
水

素
爆

発
に

よ
る

原
子

炉
格

納
容

器
の

破
損

を
防

止
す

る
た

め
の

設
備

 

系
統

機
能

 
設

備
 

代
替

す
る

機
能

を
有

す
る

 

設
計

基
準

対
象

施
設

 

設
備

 

種
別

 
設

備
分

類
 

設
備

 

耐
震

重

要
 

度
分

類
 

常
設

 

可
搬

型
 

分
類

 
機

器
 

ク
ラ

ス
 

格
納

容
器

圧
力

逃
が

し

装
置

に
よ

る
原

子
炉

格

納
容

器
内

の
水

素
及

び

酸
素

の
排

出
 

（
続

き
）

 

フ
ィ

ル
タ

装
置

入
口

第
二

弁
バ

イ

パ
ス

弁
 

5
0
条

に
記

載
（

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

）
 

遠
隔

人
力

操
作

機
構

 

遮
蔽

 

空
気

ボ
ン

ベ
ユ

ニ
ッ

ト
（

空
気

ボ
ン

ベ
）

 

圧
力

開
放

板
 

窒
素

供
給

装
置

 
5
0
条

に
記

載
（

可
搬

型
重

大
事

故
緩

和
設

備
）

 

窒
素

供
給

装
置

用
電

源
車

 

フ
ィ

ル
タ

装
置

遮
蔽

 
5
0
条

に
記

載
（

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

）
 

配
管

遮
蔽

 

移
送

ポ
ン

プ
 

可
搬

型
代

替
注

水
中

型
ポ

ン
プ

 
5
6
条

に
記

載
（

可
搬

型
重

大
事

故
緩

和
設

備
）

 

可
搬

型
代

替
注

水
大

型
ポ

ン
プ

 

西
側

淡
水

貯
水

設
備

［
水

源
］

 
5
6
条

に
記

載
（

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

）
 

代
替

淡
水

貯
槽

［
水

源
］
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43 条－1－23 

 

5
2
条

 
水

素
爆

発
に

よ
る

原
子

炉
格

納
容

器
の

破
損

を
防

止
す

る
た

め
の

設
備

 

系
統

機
能

 
設

備
 

代
替

す
る

機
能

を
有

す
る

 

設
計

基
準

対
象

施
設

 

設
備

 

種
別

 
設

備
分

類
 

設
備

 

耐
震

重

要
 

度
分

類
 

常
設

 

可
搬

型
 

分
類

 
機

器
 

ク
ラ

ス
 

格
納

容
器

圧
力

逃
が

し

装
置

に
よ

る
原

子
炉

格

納
容

器
内

の
水

素
及

び

酸
素

の
排

出
 

（
続

き
）

 

不
活

性
ガ

ス
系

配
管

・
弁

［
流

路
］

 

5
0
条

に
記

載
（

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

）
 

格
納

容
器

圧
力

逃
が

し
装

置
配

管
・

弁
［

流
路

］
 

原
子

炉
格

納
容

器
（

サ
プ

レ
ッ

シ

ョ
ン

・
チ

ェ
ン

バ
含

む
）

［
流

路
］

 

真
空

破
壊

装
置

［
流

路
］

 

窒
素

供
給

配
管

・
弁

［
流

路
］

 

空
気

ボ
ン

ベ
ユ

ニ
ッ

ト
（

配

管
・

弁
）

［
流

路
］

 

移
送

配
管

・
弁

［
流

路
］

 

補
給

水
配

管
・

弁
［

流
路

］
 

フ
ィ

ル
タ

装
置

出
口

放
射

線
モ

ニ

タ
（

高
レ

ン
ジ

・
低

レ
ン

ジ
）

※
１
 

5
8
条

に
記

載
（

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

）
 

フ
ィ

ル
タ

装
置

入
口

水
素

濃
度

※
１
 

※
1
 

計
測

器
本

体
を

示
す

た
め

計
器

名
を

記
載
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43 条－1－24 

添付資料３ 

東海第二発電所 ＳＡ設備基準適合性 一覧表（常設） 

第50条 :原子炉格納容器の過圧破損を

防止するための設備  

フィルタ装置入口第一弁（Ｄ／Ｗ側）  

フィルタ装置入口第一弁（Ｄ／Ｗ側）バイ

パス弁  

フィルタ装置入口第一弁（Ｓ／Ｃ側）  

フィルタ装置入口第一弁（Ｓ／Ｃ側）バイ

パス弁  

フィルタ装置入口第二弁  

フィルタ装置入口第二弁バイパス弁  

遠隔人力操作機構  

類型化区

分  

第

43
条 

第

1
項 

第

1
号 

環

境
条

件

に

お
け

る

健

全

性

環境温度・環境圧

力・湿度／屋外の天

候／放射線／荷重  

原子炉建屋原子炉棟内，その他建屋内  Ｂ，Ｃ  

海水  海水を通水しない  対象外  

周辺機器等からの悪影

響  

（周辺機器等からの悪影響により機能を失

うおそれがない）  
－  

電磁的障害  （電磁波の影響を受けない）  －  

関連資料  50－ 3 配置図  

第

2
号

操作性  中央制御室操作，現場操作（弁操作）  Ａ，Ｂｆ

関連資料  50－ 3 配置図  

第

3
号

試験検査（検査性，系統

構成・外部入力）  
弁  Ｂ  

関連資料  50-5 試験検査  

第

4
号 

切替性  本来の用途として使用する  対象外  

関連資料  50－ 4 系統図  

第

5
号 

悪

影
響

防

止

系統設計  弁等の操作で系統構成  Ａａ  

その他（飛散物）  その他設備  対象外  

関連資料  50－ 4 系統図  

第

6
号 

設置場所  中央制御室操作，現場（遠隔）操作  Ｂ，Ａｂ

関連資料  50－ 3 配置図  

第

2
項 

第

1
号 

常設 SAの容量  流路  対象外  

関連資料  －  

第

2
号 

共用の禁止  共用しない設備  対象外  

関連資料  －  

第

3
号 

共

通
要

因

故

障
防

止

環境条件，自然現

象，外部人為事象，

溢水，火災  

屋内  Ａａ  

サポート系による要

因  
多様性を考慮すべきＤＢ設備等がない  対象外  

関連資料  
50－ 3 配置図  

50－ 4 系統図  
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43 条－1－25 

東海第二発電所 ＳＡ設備基準適合性 一覧表（常設） 

第50条 :原子炉格納容器の過圧破損を

防止するための設備  

遮蔽  

フィルタ装置遮蔽  

配管遮蔽  

類型化区

分  

第

43
条 

第

1
項 

第

1
号 

環

境
条

件

に

お
け

る

健

全

性

環境温度・環境圧力・

湿度／屋外の天候／放

射線／荷重  

その他建屋内  Ｃ  

海水  海水を通水しない  対象外  

周辺機器等からの悪影

響  

（周辺機器等からの悪影響により機能を失

うおそれがない）  
－  

電磁的障害  （電磁波の影響を受けない）  －  

関連資料  50－ 3 配置図  

第

2
号 

操作性  (操作不要) 対象外  

関連資料  50－ 3 配置図  

第

3
号

試験検査（検査性，系統

構成・外部入力）  
遮蔽  Ｋ  

関連資料  50－ 5 試験検査  

第

4
号

切替性  本来の用途として使用する  対象外  

関連資料  50－ 4 系統図  

第

5
号 

悪

影
響

防

止 

系統設計  他設備から独立  Ａｃ  

その他（飛散物）  その他設備  対象外  

関連資料  
50－ 3 配置図  

50－ 4 系統図  

第

6
号 

設置場所  操作不要  対象外  

関連資料  －  

第

2
項 

第

1
号 

常設 SAの容量  
重大事故等への対処を本来の目的として設

置するもの  
Ａ  

関連資料  －  

第

2
号 

共用の禁止  (共用しない設備) 対象外  

関連資料  －  

第

3
号 

共

通
要

因

故

障
防

止

環境条件，自然現象、

外部人為事象，溢水，

火災  

屋内  Ａａ  

サポート系による要因 多様性を考慮すべきＤＢ設備等がない  対象外  

関連資料  50－ 3 配置図  
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43 条－1－26 

東海第二発電所 ＳＡ設備基準適合性一覧表(常設) 

第 50条 :原子炉格納容器の過圧破損を

防止するための設備  

空気ボンベ

ユニット（空気ボンベ）  

類型化区

分  

第

43
条 

第

1
項 

第

1
号 

環

境
条

件

に

お
け

る

健

全

性

環境温度・環境圧

力・湿度／屋外の天

候／放射線／荷重  

その他建屋内  Ｃ  

海水  海水を通水しない  対象外  

周辺機器等からの悪影

響  

（周辺機器等からの悪影響により機能を失

うおそれがない）  
－  

電磁的障害  （電磁波の影響を受けない）  －  

関連資料  50－ 3 配置図  

第

2
号

操作性  現場操作（弁操作）  Ｂｆ  

関連資料  50－ 3 配置図  

第

3
号

試験検査（検査性，系統

構成・外部入力）  
容器（タンク類）  Ｃ  

関連資料  50－ 5 試験検査  

第

4
号 

切替性  本来の用途として使用する  対象外  

関連資料  50－ 4 系統図  

第

5
号

悪

影
響

防

止

系統設計  他設備から独立  Ａｃ  

その他（飛散物）  その他設備  対象外  

関連資料  50－ 4 系統図  

第

6
号 

設置場所  現場（設置場所）操作  Ａａ  

関連資料  50－ 3 配置図  

第

2
項 

第

1
号 

常設 SAの容量  
重大事故等への対処を本来の目的として設置

するもの  
Ａ  

関連資料  50－ 6 容量設定根拠  

第

2
号 

共用の禁止  (共用しない設備) 対象外  

関連資料  －  

第

3
号 

共

通
要

因

故

障
防

止 

環境条件，自然現象，

外部人為事象，溢水，

火災  

屋内  Ａａ  

サポート系による要因 多様性を考慮すべきＤＢ設備等がない  対象外  

関連資料  50-3 配置図  
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43 条－1－27 

東海第二発電所 ＳＡ設備基準適合性 一覧表（常設） 

第50条 :原子炉格納容器の過圧破損を

防止するための設備  
圧力開放板  

類型化区

分  

第

43
条 

第

1
項 

第

1
号 

環

境
条

件

に

お
け

る

健

全

性

環境温度・環境圧

力・湿度／屋外の天

候／放射線／荷重  

その他建屋内  

(有効に機能を発揮する) 
Ｃ  

海水  (海水を通水しない) 対象外  

周辺機器等からの悪影

響  

（周辺機器等からの悪影響により機能を失

うおそれがない）  
－  

電磁的障害  （電磁波の影響を受けない）  －  

関連資料  50－ 3 配置図  

第

2
号

操作性  （操作不要）  対象外  

関連資料  50－ 3 配置図  

第

3
号

試験検査（検査性，系統

構成・外部入力）  
その他  Ｍ  

関連資料  50－ 5 試験検査  

第

4
号

切替性  本来の用途として使用する  対象外  

関連資料  50－ 4 系統図  

第

5
号

悪

影
響

防

止

系統設計  他設備から独立  Ａｃ  

その他（飛散物）  その他設備  対象外  

関連資料  50－ 4 系統図  

第

6
号 

設置場所  （操作不要）  対象外  

関連資料  50－ 3 配置図  

第

2
項 

第

1
号 

常設 SAの容量  
重大事故等への対処を本来の目的として設

置するもの  
Ａ  

関連資料  50－ 6 容量設定根拠  

第

2
号 

共用の禁止  共用しない設備  対象外  

関連資料  －  

第

3
号 

共

通
要

因

故

障
防

止

環境条件，自然現

象，外部人為事象，

溢水，火災  

屋内  Ａａ  

サポート系による要

因  
多様性を考慮すべきＤＢ設備等がない  対象外  

関連資料  
50－ 3 配置図  

50－ 4 系統図  
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43 条－1－28 

東海第二発電所 ＳＡ設備基準適合性 一覧表（常設） 

第 58 条：計装設備  
フィルタ装置出口放射線モニタ  

（高レンジ・低レンジ）  

類型化

区分  

第

43

条  

第  

1 

項  

第  

1 

号  

環

境
条

件

に

お
け

る

健

全

性 

環境温度・環境圧力・湿

度 ／ 屋 外 の 天 候 ／ 放 射

線／荷重  

その他建屋内  Ｃ  

海水  海水を通水しない  対象外

周 辺 機 器 等 か ら の 悪 影

響  

（周辺機器等からの悪影響により機能を

失うおそれがない）  
－  

電磁的障害  （電磁波により機能が損なわれない）  －  

関連資料  58－ 3 配置図  

第  

2 

号  

操作性  操作不要  対象外

関連資料  －  

第  

3 

号  

試験・検査  

（検査性，系統構成・外部入

力）  

計測制御設備  Ｊ  

関連資料  58－ 5 試験検査  

第  

4 

号  

切替性  本来の用途として使用する 対象外

関連資料  58－ 4 系統図  

第  

5 

号  

悪

影
響

防

止 

系統設計  その他  Ａｅ  

その他（飛散物）  その他設備  対象外

関連資料  －  

第  

6 

号  

設置場所  操作不要  対象外

関連資料  －  

第  

2 

項  

第  

1 

号  

常設ＳＡの容量  
重大事故等への対処を本来の目的として

設置するもの  
Ａ  

関連資料  58－ 6 容量設定根拠  

第  

2 

号  

共用の禁止  共用しない設備  対象外

関連資料  －  

第  

3 

号  

共

通
要

因

故

障
防

止

環境条件，自然現象，外

部人為事象，溢水，火災 
屋内  Ａａ  

サポート系による要因  異なる駆動源又は冷却源  Ｂａ  

関連資料  58－ 2 単線結線図，58－ 3 配置図  
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添付－43 条－2 

 

 

 

 

 

 

43条 重大事故等対処設備 

 

原子炉建屋西側接続口の 

配置変更について 
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43 条－2－1 

東海第二発電所 原子炉建屋西側接続口の配置変更について 

 

1. はじめに 

 本資料は，東海第二発電所の原子炉建屋西側接続口の見直し後の配置についてまとめた

ものである。 

 上記の見直し後の接続口配置は，第１図及び第２図のとおり。 

 

2. 評価結果 

 原子建屋西側接続口の配置を変更するが，原子炉建屋東側接続口との位置的分散を確保

していることから，基準適合性への影響はない。 
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43 条－2－2 

 

 

 

第 1 図 接続口配置 
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43 条－2－3 

 

第２図 西側接続口の配置 
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43 条－2－4 

（参考） 

 

既許可の西側接続口配置 

 

 

 

地下格納槽 断面図（Ａ－Ａ矢視） 

地下格納槽 上面図 

水密扉 

・低圧代替注水系 

・代替格納容器スプレイ冷却系 

・格納容器下部注水系 

・代替燃料プール注水系 

・格納容器頂部冷却系 

（接続機器：可搬型代替注水大型ポンプ） 

・可搬型代替低圧電源車接続盤 
（接続機器：可搬型代替低圧電源車，可搬型整流器） 

Ａ Ａ

・代替残留熱除去系海水系 

（接続機器：可搬型代替注水大型ポンプ）

・代替燃料プール冷却系（海水系） 

（接続機器：可搬型代替注水大型ポンプ）

高所東側接続口及び高所西側接続口からの注水配管

・ＦＣＶＳ窒素供給系 

（接続機器：可搬型窒素供給装置） 

・代替格納容器窒素ガス供給系（Ｄ／Ｗ） 

・代替格納容器窒素ガス供給系（Ｓ／Ｃ） 

（接続機器：可搬型窒素供給装置） 

昇降用梯子 

排水管

上蓋 可
搬
型
代
替
低
圧 

電
源
車
接
続
盤
側 

水
密
扉 

排水管に向かって

傾斜がある 

可搬型代替注水大型ポンプ 可搬型代替低圧電源車 

295



 

添付－43 条－3 

 

 

 

 

 

 

４３条 重大事故等対処設備 

重大事故等対処施設の津波防護 

（敷地に遡上する津波）に係る 

変更点について 
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43 条－3－1 

1. 変更内容 

 設計基準対象施設及び重大事故等対処施設（特定重大事故等対処

施設を除く。以下同じ。）の新規制基準へ対応した発電用原子炉設置

変更許可（平成 30 年 9 月 26 日許可）（以下「既許可」という。）で

は，重大事故等対処施設として格納容器圧力逃がし装置を設置する

設計としていた。その後の特定重大事故等対処施設及び所内常設直

流電源設備（３系統目）の設置に係る発電用原子炉設置変更許可申

請（令和元年 9 月 24 日）（以下「令和元年 9 月申請」という。）では，

重大事故等対処施設用の格納容器圧力逃がし装置に加えて，特定重

大事故等対処施設用の格納容器圧力逃がし装置をそれぞれ設置する

設計としていた。さらに，その後の審査の進捗により，重大事故等対

処施設と特定重大事故等対処施設で格納容器圧力逃がし装置を兼用

する設計に変更となり，この内容を反映して令和 2 年 11 月 16 日に

発電用原子炉設置変更許可申請を補正（以下「令和 2 年 11 月補正」

という。）した。 

 令和元年 9 月申請では，所内常設直流電源設備（３系統目）の設

置に伴い，敷地に遡上する津波に対する津波防護対象設備を内包す

る建屋及び区画が既許可から変更となる。さらに，特定重大事故等

対処施設の設置に伴って， エリアの屋外タンク等が移設

となり，内郭防護の評価条件を変更したが，防護方針への影響はな

かった。 

 令和 2 年 11 月補正では，格納容器圧力逃がし装置の兼用化によ

り，建屋及び構築物の配置と構造に変更が生じた。このため，重大事

故等対処施設を設置する建屋及び構築物にも変更が生じることから，

敷地に遡上する津波に対する津波防護対象設備を内包する建屋及び
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43 条－3－2 

区画が令和元年 9 月申請から変更となる。また，敷地に遡上する津

波に対する津波防護対象設備を内包する建屋及び区画の変更に伴い，

これらの建屋及び区画を防護するための浸水防止設備も変更とした。 

 また，令和元年 9 月申請及び令和 2 年 11 月補正の配置変更を反映

して，防潮堤内側の入力津波の設定を変更する。 

 

1.1 建屋及び構築物の配置変更について 

 令和元年 9 月申請で，特定重大事故等対処施設を構成する設備及

び所内常設直流電源設備（３系統目）を内包するための建屋及び構

築物として，

を追加した。また，

の屋外タンク等を移設した。（詳細は，「添付－9 条－1 9 条 

溢水による損傷の防止等 等の配置変更による溢水影響

評価について」参照） 

 令和元年 9 月申請では，重大事故等対処施設用の格納容器圧力逃

がし装置と特定重大事故等対処施設用の格納容器圧力逃がし装置を

それぞれ設置する設計としていた。その後の審査の進捗により，重

大事故等対処施設と特定重大事故等対処施設で格納容器圧力逃がし

装置を兼用する設計に変更したため，令和 2 年 11 月補正に建屋及び

構築物の変更を反映した。 

 以上のとおり，格納容器圧力逃がし装置の兼用化によって，重大

事故等対処施設用の設備を内包する格納容器圧力逃がし装置格納槽

及び特定重大事故等対処施設用の設備を内包する
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43 条－3－3 

の設置を取りやめ，新たに兼用となる設備を内包す

る を設置する。また，各建屋間を接続

する地下構築物の構成も見直し，

の設置を取りやめ，新たに ）を設置する。これ

らの建屋の変更に伴い，常設代替高圧電源装置置場と原子炉建屋を

接続する構築物の構成も見直し，常設代替高圧電源装置用カルバー

ト（トンネル部，立抗部，カルバート部）の設置を取りやめ，新たに

常設代替高圧電源装置用カルバート（カルバート部）を設置し，

）を経

由して原子炉建屋に接続する構成にした。 

 第 1.1－1 表に，既許可，令和元年 9 月申請，令和 2 年 11 月補正

での建屋及び構築物の変更点を示す。
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43 条－3－4 

第 1.1－1 表 建屋及び構築物の配置の変更点について（1／3） 

既許可 令和元年 9 月申請 

  

  

 

：設置を取りやめる建屋・構築物 

：追加して設置する建屋・構築物 

 

：設置を取りやめる建屋・構築物 

：追加して設置する建屋・構築物 
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43 条－3－5 

第 1.1－1 表 建屋及び構築物の配置の変更点について（2／3） 

令和元年 9 月申請 令和 2 年 11 月補正 

  

 

 

 

：設置を取りやめる建屋・構築物 

：追加して設置する建屋・構築物 

 

：設置を取りやめる建屋・構築物 

：追加して設置する建屋・構築物 
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43 条－3－6 

第 1.1－1 表 建屋及び構築物の配置の変更点について（3／3） 

【 の屋外タンク等の移設】 

既許可 令和元年 9 月申請 
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43 条－3－7 

1.2 敷地に遡上する津波に対する津波防護対象設備を内包する建屋

及び区画の変更内容 

 既許可での敷地に遡上する津波に対する津波防護対象設備を内包

する建屋及び区画は，原子炉建屋，排気筒，常設代替高圧電源装置置

場，常設代替高圧電源装置用カルバート，緊急時対策所建屋，可搬型

重大事故等対処設備保管場所（西側），可搬型重大事故等対処設備保

管場所（南側），格納容器圧力逃がし装置格納槽，常設低圧代替注水

系格納槽，ＳＡ用海水ピット取水塔，海水引込み管，ＳＡ用海水ピッ

ト，緊急用海水取水管，緊急用海水ポンプピット，原子炉建屋東側接

続口及び原子炉建屋西側接続口としていた。 

 令和元年 9 月申請では，

が追加と

なり，これらの建屋及び構築物のうち

に所内常設直流電源設備（３系統目）を設

置する。このため，令和元年 9 月申請での敷地に遡上する津波に対

する津波防護対象設備を内包する建屋及び区画は，原子炉建屋，排

気筒，常設代替高圧電源装置置場，常設代替高圧電源装置用カルバ

ート，緊急時対策所建屋，可搬型重大事故等対処設備保管場所（西

側），可搬型重大事故等対処設備保管場所（南側），格納容器圧力逃が

し装置格納槽，常設低圧代替注水系格納槽，

，ＳＡ用海水ピット取水塔，海水引込み

管，ＳＡ用海水ピット，緊急用海水取水管，緊急用海水ポンプピッ

ト，原子炉建屋東側接続口及び原子炉建屋西側接続口としていた。 
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43 条－3－8 

 令和 2 年 11 月補正では，令和元年 9 月申請時の敷地に遡上する津

波に対する津波防護対象設備を内包する建屋及び区画のうち，格納

容器圧力逃がし装置格納槽については設置を取りやめることから，

新たに ）を

設置し，特定重大事故等対処施設と兼用となる格納容器圧力逃がし

装置を設置する。常設代替高圧電源装置用カルバートについては設

置を取りやめることから，新たに常設代替高圧電源装置用カルバー

ト（カルバート部），

）を設置し，非常用電源装置の配管，電路，常設

代替高圧電源装置の電路等を設置する。

については設置を取りやめることから，新たに

を設置し，所内常設直流電源設備（３系統目）を設置

する。 

 このため，令和 2 年 11 月補正での敷地に遡上する津波に対する津

波防護対象設備を内包する建屋及び区画は，原子炉建屋，排気筒，常

設代替高圧電源装置置場，常設代替高圧電源装置用カルバート（カ

ルバート部）， ），緊急時対策所建

屋，可搬型重大事故等対処設備保管場所（西側），可搬型重大事故等

対処設備保管場所（南側），

，常設低圧代替注水系格納槽，ＳＡ用海水ピット取水塔，海水

引込み管，ＳＡ用海水ピット，緊急用海水取水管，緊急用海水ポンプ

ピット，原子炉建屋東側接続口及び原子炉建屋西側接続口となる。 

 第 1.2－1 表に，既許可，令和元年 9 月申請，令和 2 年 11 月補正

での敷地に遡上する津波に対する津波防護対象設備を内包する建屋

及び区画を示す。
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43 条－3－9 

第 1.2－1 表 敷地に遡上する津波に対する津波防護対象設備を内包する建屋及び区画（1／2） 

既許可 令和元年 9 月申請 

  

  

 

 

 

 

：津波防護対象設備を内包する建屋及び区画
：津波防護対象設備を内包する建屋及び区画 
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43 条－3－10 

第 1.2－1 表 敷地に遡上する津波に対する津波防護対象設備を内包する建屋及び区画（2／2） 

令和元年 9 月申請 令和 2 年 11 月補正 

  

 

 

 

 

 

：津波防護対象設備を内包する建屋及び区画 ：津波防護対象設備を内包する建屋及び区画
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43 条－3－11 

1.3 防潮堤内側の入力津波の設定の変更内容 

 「1.1 建屋及び構築物の配置変更について」に示すとおり，令和

元年 9 月申請及び令和 2 年 11 月補正での配置変更により，敷地に遡

上する津波が遡上する範囲の敷地に， ，

が追加となる。

追加となる建屋，構築物のうち， 及び

）には，地上部の構造物があり，津波が流入す

る可能性のある経路があるため，入力津波を追加して設定する。 

 の地上

部の構造物を数値シミュレーションの解析モデルに反映して解析を

実施した結果， の 大浸水深が 0.41m，

）の 大浸水深が 0.40m となったことから，

数値計算上の不確かさを考慮し，入力津波高さをそれぞれ 1.0m（浸

水深）と設定する。 

 また，既許可から設定している原子炉建屋南側，排気筒東側，常設

低圧代替注水系の代替淡水貯槽上部，緊急用海水ポンプピット及び

ＳＡ用海水ピット上部の入力津波高さについては，1.0m（浸水深）か

らの変更はない。 

 第 1.3－1 表に，変更前後の防潮堤内側の入力津波高さを示す。 
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43 条－3－12 

第 1. 3－1 表 防潮堤内側の入力津波高さ変更前後一覧 

設定位置 
入力津波高さ（浸水深） 

変更前（既許可） 変更後 

原子炉建屋南側 1.0m 1.0m 

排気筒東側 1.0m 1.0m 

常設低圧代替注水系の代替

淡水貯槽上部 
1.0m 1.0m 

緊急用海水ポンプピット上

部 
1.0m 1.0m 

ＳＡ用海水ピット上部 1.0m 1.0m 

－ 1.0m 

 － 1.0m 

 

1.4 の屋外タンク等の移設による内郭防護の変更内容 

 既許可の内郭防護における屋外タンク等の損傷による溢水の影響

評価では， に設置されている屋外

タンクからの溢水を想定して評価している。 

 令和元年 9 月申請では，「添付－9 条－1 9 条 溢水による損傷の

防止等 等の配置変更による溢水影響評価について」に

示されるとおり，特定重大事故等対処施設の設置により，溢水発生

箇所となる の屋外タンク等を移設した。このため，「屋外

タンク等の損傷による溢水の影響評価」において，屋外タンク等の

移設を反映して評価条件（溢水発生箇所）を変更し，浸水防護重点化

範囲への影響を評価する。 
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43 条－3－13 

1.5 浸水防止設備の変更内容 

 既許可での浸水防止設備は，取水路点検用開口部浸水防止蓋，海

水ポンプグランドドレン排出口逆止弁，取水ピット空気抜き配管逆

止弁，放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋，原子炉建屋原子炉棟

水密扉，原子炉建屋付属棟東側水密扉，原子炉建屋付属棟西側水密

扉，原子炉建屋付属棟南側水密扉，原子炉建屋付属棟北側水密扉１，

原子炉建屋付属棟北側水密扉２，ＳＡ用海水ピット開口部浸水防止

蓋，緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋，緊急用海水

ポンプグランドドレン排出口逆止弁，緊急用海水ポンプ室床ドレン

排出口逆止弁，緊急用海水ポンプ点検用開口部浸水防止蓋，緊急用

海水ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋，格納容器圧力逃がし装置格

納槽点検用水密ハッチ，常設低圧代替注水系格納槽点検用水密ハッ

チ，常設低圧代替注水系格納槽可搬型ポンプ用水密ハッチ，常設代

替高圧電源装置用カルバート原子炉建屋側水密扉，防潮堤及び防潮

扉下部貫通部止水処置，原子炉建屋境界貫通部止水処置並びに常設

代替高圧電源装置用カルバート（立抗部）貫通部止水処置としてい

た。 

 令和元年 9 月申請では，「1.2 敷地に遡上する津波に対する津波

防護対象設備を内包する建屋及び区画の変更内容」に示したとおり，

敷地に遡上する津波に対する津波防護対象設備を内包する建屋及び

区画として，追加して設置する に

は，浸水防止設備として， 人員用

水密扉を設置するとともに， 貫通

部止水処置を実施する。また， は，追加して設置する

津波防護対象設備を内包する建屋及び区画となるが，新たな浸水防
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43 条－3－14 

止設備は必要としない。 

 このため，令和元年 9 月申請での浸水防止設備は，取水路点検用

開口部浸水防止蓋，海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁，取水

ピット空気抜き配管逆止弁，放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋，

原子炉建屋原子炉棟水密扉，原子炉建屋付属棟東側水密扉，原子炉

建屋付属棟西側水密扉，原子炉建屋付属棟南側水密扉，原子炉建屋

付属棟北側水密扉１，原子炉建屋付属棟北側水密扉２，ＳＡ用海水

ピット開口部浸水防止蓋，緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸

水防止蓋，緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁，緊急用

海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁，緊急用海水ポンプ点検用開口

部浸水防止蓋，緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋，格納

容器圧力逃がし装置格納槽点検用水密ハッチ，

人員用水密扉，常設低圧代替注水系格納槽点検用水密

ハッチ，常設低圧代替注水系格納槽可搬型ポンプ用水密ハッチ，常

設代替高圧電源装置用カルバート原子炉建屋側水密扉，防潮堤及び

防潮扉下部貫通部止水処置，原子炉建屋境界貫通部止水処置，常設

代替高圧電源装置用カルバート（立抗部）貫通部止水処置並びに

貫通部止水処置としていた。 

 令和 2 年 11 月補正では，「1.2 敷地に遡上する津波に対する津波

防護対象設備を内包する建屋及び区画の変更内容」に示したとおり，

津波防護対象設備を内包する建屋及び区画のうち，格納容器圧力逃

がし装置格納槽， 及び常設代替高

圧電源装置用カルバートの設置を取りやめる。このため，格納容器

圧力逃がし装置格納槽点検用水密ハッチ，

人員用水密扉，常設代替高圧電源装置用カルバート原子炉
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43 条－3－15 

建屋側水密扉，常設代替高圧電源装置用カルバート（立抗部）貫通部

止水処置及び 貫通部止水処置につ

いては，設置を取りやめる。 

 追加して設置する には，浸水防止設

備として， 人員用水密扉，

西側水密扉及び 換気

空調系止水ダンパを設置するとともに，

貫通部止水処置を実施する。 ）には，浸水防

止設備として，常設代替高圧電源装置用カルバート（

）水密扉を設置するとともに， ）貫通部止水

処置を実施する。また，常設代替高圧電源装置用カルバート（カルバ

ート部）及び中継洞道は，追加して設置する津波防護対象設備を内

包する建屋及び区画となるが，これらの建屋及び区画への新たな浸

水防止設備の設置は必要としない。 

 このため，令和 2 年 11 月補正での浸水防止設備は，取水路点検用

開口部浸水防止蓋，海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁，取水

ピット空気抜き配管逆止弁，放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋，

原子炉建屋原子炉棟水密扉，原子炉建屋付属棟東側水密扉，原子炉

建屋付属棟西側水密扉，原子炉建屋付属棟南側水密扉，原子炉建屋

付属棟北側水密扉１，原子炉建屋付属棟北側水密扉２，ＳＡ用海水

ピット開口部浸水防止蓋，緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸

水防止蓋，緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁，緊急用

海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁，緊急用海水ポンプ点検用開口

部浸水防止蓋，緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋，

人員用水密扉，
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43 条－3－16 

西側水密扉 換気空調系止水ダンパ，

常設低圧代替注水系格納槽点検用水密ハッチ，常設低圧代替注水系

格納槽可搬型ポンプ用水密ハッチ，常設代替高圧電源装置用カルバ

ート（ ）水密扉，防潮堤及び防潮扉下部貫通部止水処

置，原子炉建屋境界貫通部止水処置，

貫通部止水処置並びに 貫通部止水処置とな

る。 

 なお，津波防護施設の変更は行っていない。 

 第 1.5－1 表に，既許可，令和元年 9 月申請，令和 2 年 11 月補正

での浸水防止設備を示す。
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43 条－3－17 

第 1.5－1 表 浸水防止設備の変更（1／2） 

既許可 令和元年 9 月申請（変更前） 令和 2 年 11 月補正（変更後） 

・取水路点検用開口部浸水防止蓋 

・海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁 

・取水ピット空気抜き配管逆止弁 

・放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋 

・原子炉建屋原子炉棟水密扉 

・原子炉建屋付属棟東側水密扉 

・原子炉建屋付属棟西側水密扉 

・原子炉建屋付属棟南側水密扉 

・原子炉建屋付属棟北側水密扉１ 

・原子炉建屋付属棟北側水密扉２ 

・ＳＡ用海水ピット開口部浸水防止蓋 

・緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋 

・緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁 

・緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁 

・緊急用海水ポンプ点検用開口部浸水防止蓋 

・緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋 

・格納容器圧力逃がし装置格納槽点検用水密ハッチ 

 

 

 

 

・常設低圧代替注水系格納槽点検用水密ハッチ 

・常設低圧代替注水系格納槽可搬型ポンプ用水密ハッチ 

・常設代替高圧電源装置用カルバート原子炉建屋側水密扉 

 

・取水路点検用開口部浸水防止蓋 

・海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁 

・取水ピット空気抜き配管逆止弁 

・放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋 

・原子炉建屋原子炉棟水密扉 

・原子炉建屋付属棟東側水密扉 

・原子炉建屋付属棟西側水密扉 

・原子炉建屋付属棟南側水密扉 

・原子炉建屋付属棟北側水密扉１ 

・原子炉建屋付属棟北側水密扉２ 

・ＳＡ用海水ピット開口部浸水防止蓋 

・緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋 

・緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁 

・緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁 

・緊急用海水ポンプ点検用開口部浸水防止蓋 

・緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋 

・格納容器圧力逃がし装置格納槽点検用水密ハッチ 

・ 人員用水密扉 

 

 

 

・常設低圧代替注水系格納槽点検用水密ハッチ 

・常設低圧代替注水系格納槽可搬型ポンプ用水密ハッチ 

・常設代替高圧電源装置用カルバート原子炉建屋側水密扉 

 

・取水路点検用開口部浸水防止蓋 

・海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁 

・取水ピット空気抜き配管逆止弁 

・放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋 

・原子炉建屋原子炉棟水密扉 

・原子炉建屋付属棟東側水密扉 

・原子炉建屋付属棟西側水密扉 

・原子炉建屋付属棟南側水密扉 

・原子炉建屋付属棟北側水密扉１ 

・原子炉建屋付属棟北側水密扉２ 

・ＳＡ用海水ピット開口部浸水防止蓋 

・緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋 

・緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁 

・緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁 

・緊急用海水ポンプ点検用開口部浸水防止蓋 

・緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋 

 

 

・ 人員用水密扉 

・ 西側水密扉 

・ 換気空調系止水ダンパ 

・常設低圧代替注水系格納槽点検用水密ハッチ 

・常設低圧代替注水系格納槽可搬型ポンプ用水密ハッチ 

 

・常設代替高圧電源装置用カルバート（ ）水密扉 
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43 条－3－18 

第 1.5－1 表 浸水防止設備の変更（2／2） 

既許可 令和元年 9 月申請（変更前） 令和 2 年 11 月補正（変更後） 

・防潮堤及び防潮扉下部貫通部止水処置 

・原子炉建屋境界貫通部止水処置 

 

・常設代替高圧電源装置用カルバート（立抗部）貫通部止水処置 

 

 

・防潮堤及び防潮扉下部貫通部止水処置 

・原子炉建屋境界貫通部止水処置 

 

・常設代替高圧電源装置用カルバート（立抗部）貫通部止水処置 

 

・ 貫通部止水処置 

 

・防潮堤及び防潮扉下部貫通部止水処置 

・原子炉建屋境界貫通部止水処置 

・ 貫通部止水処置 

 

・ 貫通部浸水止水処置 
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43 条－3－19 

2. 変更の妥当性 

 重大事故等対処施設は，敷地に遡上する津波に対して，以下の方

針に基づき耐津波設計を行い，重大事故等に対処するために必要な

機能が損なわれるおそれがない設計としている。 

・ 敷地に遡上する津波に対する津波防護対象設備を内包する建

屋及び区画は，敷地に遡上する津波が地上部から到達するため，

建屋及び区画の境界に津波防護施設及び浸水防止設備を設置し，

敷地に遡上する津波を流入させない設計とするか，敷地に遡上

する津波が到達しない十分高い場所に設置する。また，取水路，

放水路等の経路から流入させない設計とするため，必要に応じ

津波防護施設及び浸水防止設備の浸水対策を施すことにより，

津波の流入を防止する設計とする。 

・ 取水・放水施設，地下部等において，漏水する可能性を考慮の

上，漏水による浸水範囲を限定して，重大事故等に対処するた

めに必要な機能への影響を防止する。 

・ 上記の方針のほか，重大事故等対処施設の津波防護対象設備

を内包する建屋及び区画には，浸水防護をすることにより津波

による影響等から隔離する。ただし，敷地に遡上する津波は，防

潮堤内側への越流及び回込みを前提としていることから，外郭

防護と内郭防護を兼用する設計とする。 

・ 水位変動に伴う取水性低下による重大事故等に対処するため

に必要な機能への影響を防止する。 

・ 津波の襲来を察知するために，津波監視設備を設置する。 

 「1. 変更内容」に示したとおり，重大事故等対処施設の津波防護

対象設備を内包する建屋及び区画と浸水防止設備が変更となるが，
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43 条－3－20 

上記の方針への影響はなく，方針の変更も生じないことから，設置

許可基準規則第 43 条に示される重大事故等対処設備の使用条件の

ひとつとして敷地に遡上する津波を考慮した場合でも，重大事故等

に対処するために必要な機能を有効に発揮できるため，適合性は確

保できる。 

 以下に，敷地に遡上する津波に対する津波防護対象設備を内包す

る建屋及び区画と浸水防止設備の変更の詳細と方針への適合性につ

いて示す。 

 

2.1 設計基準対象施設，重大事故等対処施設及び特定重大事故等対処

施設が混在して設置される建屋及び区画の津波から防護する範囲

について 

 既許可及び令和元年 9 月申請時における敷地に遡上する津波に対

する津波防護対象設備を内包する建屋及び区画については，建屋又

は構築物の境界で防護する設計としていた。 

 令和 2 年 11 月補正において，建屋及び構築物の配置と構造を変更

したことに伴って，

については，原子炉建屋と同様

に，設計基準対象施設，重大事故等対処施設及び特定重大事故等対

処施設が混在して設置される建屋，構築物としている。また，格納容

器圧力逃がし装置等の設備については，重大事故等対処施設と特定

重大事故等対処施設で兼用となる設備となった。これらの変更内容

を踏まえて，

の防護については，設計基準対象施

設，重大事故等対処施設及び特定重大事故等対処施設のそれぞれの
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43 条－3－21 

津波防護対象設備が設置されるエリアを考慮し，津波から防護する

範囲を設定して，その範囲を防護することによって，敷地に遡上す

る津波に対する津波防護対象設備を津波から防護する設計とする。 

 第 2.1－1 図に，

の敷地に遡上する津波に対す

る津波防護対象設備が設置されるエリアと津波から防護する範囲を

示す。 

 なお，原子炉建屋も設計基準対象施設，重大事故等対処施設及び

特定重大事故等対処施設が混在して設置されるが，敷地に遡上する

津波に対する津波防護対象設備に対しては，既許可及び令和元年 9

月申請で示している防護方法と変更なく，原子炉建屋の外壁を境界

として防護する設計とする。 
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43 条－3－22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｐ.Ｎ ：敷地に遡上する津波に対する津波防護対象設備が 

設置されるエリア 

：津波から防護する範囲 

：上層階へ 

：下層階へ 

：上下階層 

第 2.1－1 図 津波防護対象設備が設置されるエリアと 

津波から防護する範囲（1／11） 
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43 条－3－23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｐ.Ｎ ：敷地に遡上する津波に対する津波防護対象設備が 

設置されるエリア 

：津波から防護する範囲 

：上層階へ 

：下層階へ 

：上下階層 

第 2.1－1 図 津波防護対象設備が設置されるエリアと 

津波から防護する範囲（2／11） 
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43 条－3－24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｐ.Ｎ ：敷地に遡上する津波に対する津波防護対象設備が 

設置されるエリア 

：津波から防護する範囲 

：上層階へ 

：下層階へ 

：上下階層 

 

第 2.1－1 図 津波防護対象設備が設置されるエリアと 

津波から防護する範囲（3／11） 
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43 条－3－25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｐ.Ｎ ：敷地に遡上する津波に対する津波防護対象設備が 

設置されるエリア 

：津波から防護する範囲 

：上層階へ 

：下層階へ 

：上下階層 

 

第 2.1－1 図 津波防護対象設備が設置されるエリアと 

津波から防護する範囲（4／11） 
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43 条－3－26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Ｐ.Ｎ ：敷地に遡上する津波に対する津波防護対象設備が 

設置されるエリア 

：津波から防護する範囲 

：上層階へ 

：下層階へ 

：上下階層 

第 2.1－1 図 津波防護対象設備が設置されるエリアと 

津波から防護する範囲（5／11） 
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43 条－3－27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｐ.Ｎ ：敷地に遡上する津波に対する津波防護対象設備が 

設置されるエリア 

：津波から防護する範囲 

：上層階へ 

：下層階へ 

：上下階層 

第 2.1－1 図 津波防護対象設備が設置されるエリアと 

津波から防護する範囲（6／11） 
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43 条－3－28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｐ.Ｎ ：敷地に遡上する津波に対する津波防護対象設備が 

設置されるエリア 

：津波から防護する範囲 

：上層階へ 

：下層階へ 

：上下階層 

第 2.1－1 図 津波防護対象設備が設置されるエリアと 

津波から防護する範囲（7／11） 
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43 条－3－29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｐ.Ｎ ：敷地に遡上する津波に対する津波防護対象設備が 

設置されるエリア 

：津波から防護する範囲 

：上層階へ 

：下層階へ 

：上下階層 

第 2.1－1 図 津波防護対象設備が設置されるエリアと 

津波から防護する範囲（8／11） 

325



43 条－3－30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｐ.Ｎ ：敷地に遡上する津波に対する津波防護対象設備が 

設置されるエリア 

：津波から防護する範囲 

：上層階へ 

：下層階へ 

：上下階層 

第 2.1－1 図 津波防護対象設備が設置されるエリアと 

津波から防護する範囲（9／11） 
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43 条－3－31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｐ.Ｎ ：敷地に遡上する津波に対する津波防護対象設備が 

設置されるエリア 

：津波から防護する範囲 

：上層階へ 

：下層階へ 

：上下階層 

第 2.1－1 図 津波防護対象設備が設置されるエリアと 

津波から防護する範囲（10／11） 
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Ｐ.Ｎ ：敷地に遡上する津波に対する津波防護対象設備が 

設置されるエリア 

：津波から防護する範囲 

：上層階へ 

：下層階へ 

：上下階層 

第 2.1－1 図 津波防護対象設備が設置されるエリアと 

津波から防護する範囲（11／11） 
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43 条－3－33 

2.2 防潮堤内側の入力津波の変更について 

 「1.3 防潮堤内側の入力津波の設定の変更内容」に示した入力津

波の設定の変更の妥当性について，以下に示す。 

(1) 配置変更による入力津波への影響について 

 令和元年 9 月申請及び令和 2 年 11 月の補正での配置変更によ

り，敷地に遡上する津波の遡上範囲となる T.P.＋8m の敷地に，

が追加となる。追加となる建屋，構築物のうち，

）には，地

上部の構造物がある。これらの構造物は，津波の伝播経路上の人

工構造物となり，数値シミュレーションの結果に影響を及ぼす可

能性がある。このため，

）の地上部の構造物を解析モデルに反映して数値

シミュレーションを実施し，入力津波への影響を確認する。 

 また，

の地上部の構造物には，津波の浸水経路となる可能性のある開口

部等があることから，これらの位置に入力津波を追加して設定し，

津波防護対象設備を内包する建屋及び区画に対する防護への影響

を確認する。 

(2) 入力津波の設定 

 令和元年 9 月申請及び令和 2 年 11 月補正での変更は，防潮堤内

側の配置の変更となることから，防潮堤外側の津波の流況には影

響しない。このため，防潮堤外側の津波高さに影響を与えるパラ

メータについては，以下に示すとおり，既許可と同じ条件で数値

シミュレーションを実施する。 
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43 条－3－34 

ａ．水位変動 

 入力津波の設定においては，水位変動として，潮位変動を考

慮する。敷地に遡上する津波では，上昇側の水位変動となる朔

望平均満潮位 T.P.＋0.61m を数値シミュレーションの初期条件

として考慮する。 

 また，敷地に遡上する津波は，確率論的リスク評価において

全炉心損傷頻度に対して津波のリスクが有意となるように，防

潮堤前面において T.P.＋24m となるように設定している。この

ため，数値シミュレーショにより求めた津波水位に加えるパラ

メータとなる潮位のばらつきについては，考慮しない。 

 

第 2.2－1 表 考慮する水位変動の範囲 

 朔望平均潮位 潮位のばらつき 
考慮する 

水位変動範囲 

水位変動 
満潮位 

T.P.＋0.61m 
考慮しない ＋0.61m 

 

ｂ．地殻変動 

 地震による地殻変動については，敷地に遡上する津波の波源

である茨城県沖から房総沖におけるプレート間に想定される地

震による広域的な地殻変動量（0.46m の沈降）及び広域的な余効

変動を含む 2011 年東北地方太平洋沖地震による地殻変動量

（0.2m の沈降）を数値シミュレーションの初期条件として考慮

する。 
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43 条－3－35 

第 2.2－2 表 考慮する水位変動の範囲 

 

茨城県沖から房

総沖に想定する

プレート間地震

に想定される 

広域的な 

地殻変動量 

広域的な余効変

動を含む 2011

年東北地方太平

洋沖地震による 

地殻変動量 

考慮する 

地殻変動量 

地殻変動 
考慮する 

0.46m の沈降 

考慮する 

0.2m の沈降 
0.66m の沈降 

 

ｃ．地盤変状 

 敷地に遡上する津波では，基準地震動Ｓｓに伴う地形変化及び

標高変化は考慮しないため，基準地震動Ｓｓに伴う地盤変状を考

慮しない条件で数値シミュレーションを実施する。 

ｄ．人工構造物 

 防潮堤外側の人工構造物のうち，東海港，茨城港日立港区及

び茨城港常陸那珂港区の防波堤については，地震による防波堤

の損壊を想定し，防波堤がない場合について，数値シミュレー

ションを実施する。 

 防波堤内側の人工構造物のうち，東海発電所の人工構造物に

ついては，廃止措置に伴い建屋等が撤去される予定であるが，

段階的に撤去される状態であることを考慮する。このため，防

潮堤内側の遡上への影響を確認するため，東海発電所の人工構

造物がある場合とない場合で数値シミュレーションを実施する。 

ｅ．数値シミュレーション結果 

 ａ．～ｄ．を考慮して実施した敷地に遡上する津波の数値シ

ミュレーショの結果として，第 2.2－1 図に 大水位上昇量分布

を示す。 
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43 条－3－36 

 津波の伝播経路上の人工構造物のひとつである東海発電所の

有無による影響については，既許可と同様に，東海発電所の人

工構造物がある場合に比べ，東海発電所の人工構造物がない場

合のほうが，浸水深が大きくなる傾向となる。 
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43 条－3－37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

東海発電所の 

人工構造物 

拡大 

拡大 

浸水深 0.3m～ 0.4m 

浸水深 0.4m～ 0.5m 

（東海発電所の人工構造物なし） 

（東海発電所の人工構造物あり） 

第 2.2－1 図 敷地に遡上する津波の数値シミュレーション結果 
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43 条－3－38 

ｆ．入力津波の設定 

 「ｅ．数値シミュレーション結果」に示したように，原子炉建

屋南側の浸水深について，東海発電所の人工構造物がある場合

よりもない場合の方が大きくなることから，東海発電所がない

場合の浸水深より入力津波高さを設定する。 

 第 2.2－2 図に，各々の入力津波の設置位置（防潮堤内側）に

おける時刻歴波形を示す。時刻歴波形より，それぞれの入力津

波の設定設置における津波高さは，0.22m～0.49m（ 大浸水深）

となる。 

 入力津波高さは，それぞれの設定位置における津波高さに，

浸水深に対する数値計算上の不確かさを考慮し，いずれの設定

位置においても 1.0m（浸水深）と設定する。（原子炉建屋南側，

排気筒東側，常設低圧代替注水系の代替淡水貯槽上部，緊急用

海水ピット及びＳＡ用海水ピットの入力津波高さについては，

既許可からの変更なし。） 

 第 2.2－3 表に，入力津波の各設定位置（防潮堤内側）におけ

る入力津波高さと津波高さの関係を示す。 
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0.8
1.0

0 30 60 90 120 150 180 210 240

浸
水

深
（

m）

時間（分）

0.45m（ 41 分 00 秒）  

（原子炉建屋南側） 

0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

0 30 60 90 120 150 180 210 240

浸
水

深
（

m）

時間（分）

（排気筒東側） 

0.22m（ 48 分 00 秒）  

0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

0 30 60 90 120 150 180 210 240

浸
水

深
（

m）

時間（分）

（常設低圧代替注水系の代替淡水貯槽上部） 

0.42m（ 41 分 18 秒）  

0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

0 30 60 90 120 150 180 210 240

浸
水

深
（

m）

時間（分）

（緊急用海水ポンプピット上部） 

0.22m（ 48 分 18 秒）  

0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

0 30 60 90 120 150 180 210 240

浸
水

深
（

m）

時間（分）

（ＳＡ用海水ピット上部） 

0.49m（ 48 分 48 秒）  

第 2.2－2 図 各設定位置における時刻歴波形（1／2） 
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0.40m（ 42 分 18 秒）  

第 2.2－2 図 各設定位置における時刻歴波形（2／2） 
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第 2.2－3 表 入力津波高さと津波高さの関係 

設定位置 
入力津波高さ＊ ２  

（浸水深） 

津波高さ＊ １

（浸水深）

原子炉建屋南側 

1.0m 

0.45m 

排気筒東側 0.22m 

常設低圧代替注水系の代替淡水貯

槽上部 
0.42m 

緊急用海水ポンプピット上部 0.22m 

ＳＡ用海水ピット上部 0.49m 

 0.41m 

） 0.40m 

＊１ 朔望平均満潮位 T.P.＋0.61m，広域的な余効変動を含む 2011 年

東北地方太平洋沖地震による広域的な地殻変動（沈降）0.2m 及び

茨城県沖から房総沖におけるプレート間に想定される地震による

広域的な地殻変動（沈降）0.46m を考慮している。 

＊２ ＊１に，浸水深に対する数値計算上の不確かさを考慮している。 

 

2.3 敷地に遡上する津波に対する津波防護対象設備を内包する建屋

及び区画の変更に伴う津波防護施設及び浸水防止設備の変更につ

いて 

 重大事故等対処施設は，設置許可基準規則第 43 条において「想定

される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その

他使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有

効に発揮するものであること。」が要求されていることから，使用条

件のひとつとして，基準津波に加えて敷地に遡上する津波に対して
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も，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれが

ないように，敷地に遡上する津波に対する津波防護対象設備を内包

する建屋及び区画を防護する設計としている。 

 「1. 変更内容」に示す既許可から令和元年 9 月申請での変更点

及び令和元年 9 月申請から令和 2 年 11 月補正での変更点並びに「2.1 

設計基準対象施設，重大事故等対処施設及び特定重大事故等対処施

設が混在して設置される建屋及び区画の津波から防護する範囲につ

いて」に示す津波から防護する範囲を踏まえて，重大事故等対処施

設の耐津波設計に関わる影響について以下に示す。 

(1) 外郭防護１ 

 T.P.＋8m の敷地には，防潮堤を越えた津波が到達することから，

建屋及び区画の境界で防護し，建屋及び区画への流入を防止する

設計としている。このため，建屋及び区画の境界に津波が流入す

る可能性のある経路がある場合には，浸水防護をする。 

 令和元年 9 月申請において，所内常設直流電源設備（３系統目）

の設置に伴って，追加となる 及

び は，T.P.＋8m の敷地に設置する。このため，津

波が流入する可能性のある経路がある場合には，浸水防護をする。 

 の地上部には人員用の開口部

があり，入力津波高さ 1m（浸水深）に対して開口部下端の高さは

地上から 0.2m となっているため，津波の流入経路となるため，

人員用水密扉を設置し，津波の流

入を防止する。また，地上部の壁面（地上から高さ 1m 以内の箇所）

には，配管等の貫通部があり，津波の流入経路となるため，

貫通部止水処置を実施し，津波の流入
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を防止する。さらに，地表面には が開口しており，開口

部の廻りには 0.2m の段差があるが，入力津波高さが 1m となるた

め， 内に敷地に遡上する津波が浸水する。

内には，配管の貫通部があり，津波の流入経路となるため，

貫通部止水処置を実施し，津波の流入

を防止する。 

 は，地下部のみの設置であり，地上部に開口部

等の経路はないため，津波防護施設及び浸水防止設備の設置は必

要としない。 

 なお，原子炉建屋，排気筒，常設代替高圧電源装置置場，常設代

替高圧電源装置用カルバート，緊急時対策所建屋，可搬型重大事

故等対処設備保管場所（西側），可搬型重大事故等対処設備保管場

所（南側），格納容器圧力逃がし装置格納槽，常設低圧代替注水系

格納槽，ＳＡ用海水ピット取水塔，海水引込み管，ＳＡ用海水ピッ

ト，緊急用海水取水管，緊急用海水ポンプピット，原子炉建屋東側

接続口及び原子炉建屋西側接続口については，建屋，構築物の配

置及び構造の変更がないため，敷地に遡上する津波に対する防護

の変更はなかった。 

 令和 2 年 11 月補正において，建屋及び構築物の配置の変更によ

り追加となる常設代替電源装置用カルバート（カルバート部）は

T.P.＋11m の敷地， は T.P.＋8m～T.P.＋11m の敷地，

）は T.P.＋8m の

敷地に設置する。また， の配置は変更なく，T.P.＋

8m の敷地への設置となる。 

 T.P.＋11m の敷地には，敷地に遡上する津波は到達，流入しない
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ことから，常設代替電源装置用カルバート（カルバート部）への津

波防護施設及び浸水防止設備の設置は必要としない。 

 T.P.＋8m の敷地には，防潮堤を越えた津波が到達することから，

建屋及び区画の境界で防護し，建屋及び区画への流入を防止する

設計としている。このため，

については，津波

から防護する範囲に流入する可能性のある経路がある場合には，

浸水防護をする。 

 なお，

については，「2.1 設計基準対象

施設，重大事故等対処施設及び特定重大事故等対処施設が混在し

て設置される建屋及び区画の津波から防護する範囲について」に

示した「津波から防護する範囲」を考慮して防護する。 

 第 2.3－1 図に，敷地に遡上する津波の浸水範囲と

及び常設代替電源装置用カルバート（カルバート部）を設置

する敷地の関係を示す。 

 の地上部には人員用の開口部があ

り，入力津波高さ 1m（浸水深）に対して開口部下端の高さは地上

から 0.2m となっていることから，津波から防護する範囲への流入

経路となるため， 人員用水密扉を設

置し，津波の流入を防止する。また，地上部の壁面（地上から高さ

1m 以内の箇所）には，配管等の貫通部があり，津波から防護する

範囲への流入経路となるため， 貫通

部止水処置を実施し，津波の流入を防止する。さらに，地表面には
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が開口しており，開口部の廻りには 0.2m の段差がある

が，入力津波高さが 1m となるため， 内に敷地に遡上す

る津波が浸水する。 内には，配管の貫通部があり，津波

から防護する範囲への流入経路となるため，

貫通部止水処置を実施し，津波の流入を防止する。なお，

重大事故等対処施設としての格納容器圧力逃がし装置は，原子炉

建屋側の排気管を使用する設計となっているため， が

浸水した場合であっても，格納容器圧力逃がし装置の機能への影

響はない。また，排気管に弁を設置することにより，フィルタ装置

の系統内に溢水が流入することを防止する設計としている。 

 中継トレンチ（複合部）の地上部には，人員用・点検用の開口部

があり，入力津波高さ 1m に対して開口部下端の高さは地上から

0.2m となっているため，津波から防護する範囲への流入経路とな

るため，常設代替高圧電源装置用カルバート（ ）水

密扉を設置して津波の流入を防止する。また，地上部に配管等の

貫通部があり，津波から防護する範囲への流入経路となるため，

）貫通部止水処置を実施し，津波の流入を防

止する。 

 は，地下部のみの設置であり，地上部に開口部等の経

路はないため，津波防護施設及び浸水防止設備の設置は必要とし

ない。 

 敷地に遡上する津波に対する 及び

）の津波から防護する範囲に対する浸水防

護を第 2.3－2 図に示す。 

 なお，原子炉建屋，排気筒，常設代替高圧電源装置置場，常設代
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替高圧電源装置用カルバート，緊急時対策所建屋，可搬型重大事

故等対処設備保管場所（西側），可搬型重大事故等対処設備保管場

所（南側），常設低圧代替注水系格納槽，ＳＡ用海水ピット取水塔，

海水引込み管，ＳＡ用海水ピット，緊急用海水取水管，緊急用海水

ポンプピット， ，原子炉建屋東側接続口及び原子

炉建屋西側接続口については，建屋，構築物の配置及び構造の変

更がないため，敷地に遡上する津波に対する防護の変更はない。 
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：敷地に遡上する津波に対する防護対象設備が設置

されるエリア 

：津波から防護する範囲 

第 2.3－2 図 ） 

の津波から防護する範囲に対する外郭防護１（1／6） 
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：敷地に遡上する津波に対する防護対象設備が設置

されるエリア 

：津波から防護する範囲 

第 2.3－2 図 ） 

の津波から防護する範囲に対する外郭防護１（2／6） 
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：敷地に遡上する津波に対する防護対象設備が設置

されるエリア 

：津波から防護する範囲 

第 2.3－2 図 ） 

の津波から防護する範囲に対する外郭防護１（3／6） 
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：敷地に遡上する津波に対する防護対象設備が設置

されるエリア 

：津波から防護する範囲 

第 2.3－2 図 ） 

の津波から防護する範囲に対する外郭防護１（4／6） 
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：敷地に遡上する津波に対する防護対象設備が設置

されるエリア 

：津波から防護する範囲 

第 2.3－2 図 ） 

の津波から防護する範囲に対する外郭防護１（5／6） 
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：敷地に遡上する津波に対する防護対象設備が設置

されるエリア 

：津波から防護する範囲 

第 2.3－2 図 ） 

の津波から防護する範囲に対する外郭防護１（6／6） 
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(2) 外郭防護２ 

 令和元年 9 月申請で，新たに追加となる

の境界には，漏水が継続するよう

な経路及び浸水口はない。また，原子炉建屋，排気筒，常設代替高

圧電源装置置場，常設代替高圧電源装置用カルバート，緊急時対

策所建屋，可搬型重大事故等対処設備保管場所（西側），可搬型重

大事故等対処設備保管場所（南側），格納容器圧力逃がし装置格納

槽，常設低圧代替注水系格納槽，ＳＡ用海水ピット取水塔，海水引

込み管，ＳＡ用海水ピット，緊急用海水取水管，緊急用海水ポンプ

ピット，原子炉建屋東側接続口及び原子炉建屋西側接続口につい

ては，建屋及び構築物の配置及び構造の変更はないため，外郭防

護２への影響はなかった。 

 令和 2 年 11 月補正で，新たに追加となる

及び常設代替電源装置

用カルバート（カルバート部）の境界には，漏水が継続するような

経路及び浸水口はない。また，原子炉建屋，排気筒，常設代替高圧

電源装置置場，緊急時対策所建屋，可搬型重大事故等対処設備保

管場所（西側），可搬型重大事故等対処設備保管場所（南側），常設

低圧代替注水系格納槽，ＳＡ用海水ピット取水塔，海水引込み管，

ＳＡ用海水ピット，緊急用海水取水管，緊急用海水ポンプピット，

，原子炉建屋東側接続口及び原子炉建屋西側接続

口については，建屋及び構築物の配置及び構造の変更はないため，

外郭防護２への影響はない。なお，常設代替高圧電源装置用カル

バート，格納容器圧力逃がし装置格納槽及び

については，設置を取りやめるため，外郭防護２の
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防護対象から外れる。 

 このため，外郭防護２に対する津波防護施設及び浸水防止設備

については，既許可及び令和元年 9 月申請からの変更はない。 

(3) 内郭防護 

 令和元年 9 月申請で，新たに追加となる

は，浸水防護重点化範囲として設

定することから，津波による溢水に対する防護が必要となる。こ

れらの浸水防護重点化範囲には，想定する事象のうち，「非常用海

水系配管（戻り管）の損傷による津波による溢水」，「地下水の影

響」及び「屋外タンク等の損傷による溢水」（ の屋外タ

ンク等の移設後の屋外タンク等の損傷による溢水の影響評価につ

いては，令和 2 年 11 月補正後の配置での評価とする。）の事象に

よって影響を受ける可能性があるため，浸水の可能性のある経路

及び浸水口がある場合には浸水防護設備を設置する等の浸水対策

を実施する。 

 令和 2 年 11 月補正で，新たに追加となる

及び

常設代替電源装置用カルバート（カルバート部）は，浸水防護重点

化範囲として設定することから，津波による溢水に対する防護が

必要となる。これらの浸水防護重点化範囲には，想定する事象の

うち，「非常用海水系配管（戻り管）の損傷による津波による溢水」，

「地下水の影響」及び「屋外タンク等の損傷による溢水」の事象に

よって影響を受ける可能性があるため，浸水の可能性のある経路

及び浸水口がある場合には浸水防護設備を設置する等の浸水対策

を実施する。 

352



43 条－3－57 

 敷地に遡上する津波は，防潮堤内側への越流及び回り込みを前

提としていることから，敷地に遡上する津波が到達する範囲に設

置する津波防護対象設備を内包する建屋及び区画の外郭防護１に

ついては，建屋及び区画の境界で流入を防止する設計としている。

また，内郭防護については，浸水防護重点化範囲の境界で防護し，

津波による溢水の浸水を防止する設計としている。このため，外

郭防護１において流入を防止する箇所と内郭防護において浸水を

防止する箇所が同一となるため，これらの防護に必要な津波防護

施設及び浸水防止設備を外郭防護と内郭防護を兼用する設計とす

る。 

 なお，

については，「2.1 設計基準対象

施設，重大事故等対処施設及び特定重大事故等対処施設が混在し

て設置される建屋及び区画の津波から防護する範囲について」に

示した「津波から防護する範囲」を考慮して防護する。 

ａ．非常用海水系配管（戻り管）の損傷による津波による溢水 

 非常用海水系配管（戻り管）の損傷により，津波による溢水が

T.P.＋8m の敷地に浸水するため，浸水防護重点化範囲に影響す

る可能性があるため，評価を以下に示す。 

 非常用海水系配管（戻り管）の損傷部からの溢水は，T.P.＋8m

の敷地で 0.2m 未満の浸水深となる。これに敷地に遡上する津波

の浸水深 1m を合わせて考えることから，津波による溢水の浸水

深を 1.2m として評価する。 

 令和元年 9 月申請における非常用海水系配管（戻り管）の損

傷による津波による溢水の影響を受ける浸水防護重点化範囲は，
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原子炉建屋，格納容器圧力逃がし装置格納槽，常設低圧代替注

水系格納槽及び緊急用海水ポンプピットに加えて，新たに追加

になる と

なる。 

 原子炉建屋，格納容器圧力逃がし装置格納槽，常設低圧代替

注水系格納槽及び緊急用海水ポンプピットについては，建屋及

び構築物の配置及び構造の変更がないため，非常用海水系配管

（戻り管）の損傷による津波による溢水に対する防護の変更は

なかった。 

 の地上部は，「(1) 外郭防

護１」に示したように， の地

上部には開口部及び貫通部があり， には貫通部があ

るため，津波による溢水の浸水経路となることから，

人員用水密扉及び

貫通部止水処置を外郭防護と内郭防護の兼用とす

る。 

 は，地下部のみの設置であり，原子炉建屋及

び と接続されているが，津波

による溢水に対して浸水防護された区画との接続となるため，

浸水の経路とはならない。以上より，浸水の可能性がある経路

及び浸水口はないため，津波による溢水の影響を受けなかった。 

 令和 2 年 11 月補正における非常用海水系配管（戻り管）の損

傷による津波による溢水の影響を受ける浸水防護重点化範囲は，

原子炉建屋，常設低圧代替注水系格納槽，緊急用海水ポンプピ

ット及び に加えて，新たに追加になる
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とな

る。なお，格納容器圧力逃がし装置格納槽及び

については，設置を取りやめるため，内郭防

護の防護対象から外れる。 

 原子炉建屋，常設低圧代替注水系格納槽及び緊急用海水ポン

プピットについては，建屋及び構築物の配置及び構造の変更が

ないため，非常用海水系配管（戻り管）の損傷による津波による

溢水に対する防護の変更はない。 

 は，「2.1 設計基準対象施設，

重大事故等対処施設及び特定重大事故等対処施設が混在して設

置される建屋及び区画の津波から防護する範囲について」に示

した津波から防護する範囲を考慮して浸水防護をする。「 (1) 

外郭防護１」に示したように， の

地上部には開口部及び貫通部があり， には貫通部が

あるため，津波から防護する範囲への浸水経路となることから，

人員用水密扉及び

貫通部止水処置を外郭防護と内郭防護の兼用とす

る。なお， の津波から防護する範

囲は， と

接続されているが，津波による溢水に対して浸水防護された区

画との接続となるため，浸水の経路とはならない。 

 は，「2.1 設計基準対象施設，重大事故等対処施設

及び特定重大事故等対処施設が混在して設置される建屋及び区

画の津波から防護する範囲について」に示した津波から防護す

る範囲を考慮して浸水防護をする。 の津波から防護す
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る範囲は， 及び常設代替高圧電源

装置用カルバート（カルバート部）と接続されているが，津波に

よる溢水に対して浸水防護された区画との接続となるため，浸

水の経路とはならない。以上より，浸水の可能性がある経路及

び浸水口はないため，津波による溢水の影響を受けない。 

 ）は，「2.1 設計基準対象施設，重大事

故等対処施設及び特定重大事故等対処施設が混在して設置され

る建屋及び区画の津波から防護する範囲について」に示した津

波から防護する範囲を考慮して浸水防護をする。「(1) 外郭防

護１」に示したように， ）の地上部には，

開口部及び貫通部があるため，津波から防護する範囲への浸水

経路となることから，常設代替高圧電源装置用カルバート（

）水密扉及び ）貫通部止水処

置を外郭防護と内郭防護の兼用とする。なお，

）の津波から防護する範囲は，

及び原子炉建屋と接続されているが，津波による溢水に対し

て浸水防護された区画との接続となるため，浸水の経路とはな

らない。以上より，浸水の可能性がある経路及び浸水口はない

ため，津波による溢水の影響を受けない。 

 は，令和元年 9 月申請では原子炉建屋及び

と接続されていたが，令和 2 年

11 月補正では原子炉建屋及び との

接続に変更となった。変更後においても，津波による溢水に対

して浸水防護された区画との接続となるため，浸水の経路とは

ならない。以上より，浸水の可能性がある経路及び浸水口はな
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いため，津波による溢水の影響を受けない。 

ｂ．地下水の影響 

 津波防護においては，地震により地下水位が地表面まで上昇

することを想定し、浸水防護重点化範囲への影響を安全側に評

価する。 

 令和元年 9 月申請で新たに追加となる

は，地下階があるため，地下水

の影響を受ける可能性があるため，評価を以下に示す。また，原

子炉建屋については，建屋の構造の変更はないため，地下水の

影響に対する防護の変更はなかった。 

 は，地

中に接する境界に開口部や貫通部等の浸水の可能性がある経路

及び浸水口はないため，地下水の影響を受けない。 

 令和 2 年 11 月補正で新たに追加となる

及

び常設代替電源装置用カルバート（カルバート部）は，地下階が

あるため，地下水の影響を受ける可能性があるため，評価を以

下に示す。また，原子炉建屋については，建屋の構造の変更はな

いため，地下水の影響に対する防護の変更はない。 

 

が接続される箇所に，開口部及び

配管等の貫通部があり， の先にある ，

とは開口部で接続されてお

り，浸水防止設備の設置もないため，
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からこれらの建屋・構築物までつながった状態となってい

る。また，

は，特定重大事故等対処施設は

内包するが，重大事故等対処施設を内包しない建屋及び区画と

なる。（第 2.3－3 図参照）さらに，重大事故等対処施設と特定

重大事故等対処施設が段階的に使用開始される可能性があるこ

とを考慮すると，これらの特定重大事故等対処施設を内包する

建屋・構築物（ を除く。）がない場

合であっても， に内包される重大

事故等対処施設を地下水から防護する必要がある。このため，

の開口部及び貫通部を経

由して， の津波から防護する範囲

への地下水の浸水を防止するために，

西側水密扉及び 換気空調系止

水ダンパを設置するとともに， 貫

通部止水処置を実施する。 

 は，「2.1 設計基

準対象施設，重大事故等対処施設及び特定重大事故等対処施設

が混在して設置される建屋及び区画の津波から防護する範囲に

ついて」に示した津波から防護する範囲を考慮して浸水防護を

する。これらの建屋及び構築物の津波から防護する範囲には，

地中に接する境界に開口部や貫通部等の浸水の可能性がある経

路及び浸水口はないため，地下水の影響を受けない。 

 常設代替電源装置用カルバート（カルバート部）には，地中に
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接する境界に開口部や貫通部等の浸水の可能性がある経路及び

浸水口はないため，地下水の影響を受けない。 

 なお， は，構造の変更はないが，「2.1 設計基

準対象施設，重大事故等対処施設及び特定重大事故等対処施設

が混在して設置される建屋及び区画の津波から防護する範囲に

ついて」に示した津波から防護する範囲を考慮して浸水防護を

する。 
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第 2.3－3 図  

の接続状況図 
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ｃ．屋外タンクの損傷による溢水 

 地震時の屋外タンクの損傷により溢水することを想定し，浸

水防護重点化範囲（原子炉建屋，常設低圧代替注水系格納槽及

び緊急用海水ポンプピット，令和元年 9 月申請で新たに追加と

なる 並びに令和 2 年 11 月補正で新たに追加とな

る

）及び常設代替高圧電源装置用カルバート（カルバート部））

への影響を評価する。なお，

及び常設代替高圧電源装置用カルバートについては，設置を取

りやめるため，内郭防護の防護対象から外れる。 

 令和 2 年 11 月補正での配置及び「1.3 の屋外タ

ンク等の移設による内郭防護の変更内容」に示す屋外タンク等

の移設を反映し，溢水の発生箇所をタービン建屋北側に変更し

た評価を以下に示す。 

 評価条件については，既許可と同様に以下を考慮する。 

(a) 基準地震動Ｓ ｓによって破損する損傷するおそれのある屋

外タンクを考慮し，損傷によりタンクの保有水の全量が流出

する。 

(b) タンクから漏えいした溢水は，構内排水路からの排水及び

地中への浸透は考慮しない。 

(c) タンクからの溢水は，敷地全体に均一に広がるものとする。 

 原子炉建屋，常設低圧代替注水系格納槽及び緊急用海水ポン

プピットの設置された箇所の溢水の浸水深は 0.2m 未満であり，

既許可での評価結果と同じであるため，屋外タンク等の損傷に

よる溢水に対する防護の変更はない。 
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 また，海水ポンプ室及び非常用海水系配管の浸水状況も既許

可での評価結果と同じくなるため，屋外タンク等の損傷による

溢水に対する防護の変更はない。 

 の設置された箇所の溢水の浸水

深は 0.2m 未満となる。これに敷地に遡上する津波の浸水深 1m

を合わせて考えることから，津波による溢水の浸水深を 1.2m と

して評価する。このため，「ａ．非常用海水系配管（戻り管）の

損傷による津波による溢水」での津波による溢水の浸水深と同

じになることから，「ａ．非常用海水系配管（戻り管）の損傷に

よる津波による溢水」に示す令和 2 年 11 月補正を反映した評価

と同じになる。また， の地上部の開口部がある箇所

の浸水深は 0.49m となり，敷地に遡上する津波の浸水深 1m を合

わせて 1.49m となり， 廻りの段差 0.2m を超え，

に溢水が流入することから， 内の貫通部の評

価についても，「ａ．非常用海水系配管（戻り管）の損傷による

津波による溢水」に示す令和 2 年 11 月補正を反映した評価と同

じになる。 

 の設置された箇所の溢水の浸水深は

0.2m 未満となるため，「ａ．非常用海水系配管（戻り管）の損傷

による津波による溢水」に示す令和 2 年 11 月補正を反映した評

価と同じになる。 

 常設代替高圧電源装置用カルバート（カルバート部）の設置

された箇所の溢水の浸水深は 0.2m 未満となる。また，敷地に遡

上する津波が到達しない箇所であるため，津波による溢水の浸

水深を 0.2m として評価する。常設代替高圧電源装置用カルバー
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ト（カルバート部）は，地下部のみの設置であり，常設代替高圧

電源装置置場及び と接続されているが，屋外タンク等

の損傷による溢水に対して浸水防護された区画（常設代替高圧

電源装置置場及び ）との接続となり，浸水の可能性が

ある経路及び浸水口はないため，屋外タンク等の損傷による溢

水の影響を受けない。 

 中継洞道は，地下部のみの設置であり，屋外タンク等の損傷

による溢水に対して浸水防護された区画（常設代替高圧電源装

置用カルバート（カルバート部）， ）

との接続となり，浸水の可能性がある経路及び浸水口はないた

め，屋外タンク等の損傷による溢水の影響を受けない。 

 常設高圧電源装置置場の設置された箇所には，タンクからの

溢水は到達しないため，屋外タンク等の損傷による溢水の影響

を受けない。 

 なお，タービン建屋の開口部の箇所の 大浸水深が 1.1m とな

り，開口部下端の高さを超えるため，タービン建屋内への流入

が想定される。このため，「ｄ．タービン建屋内の津波による溢

水の影響」において，屋外タンク等の損傷による溢水の流入量

約 101m３（詳細は，「添付－9 条－1 9 条 溢水による損傷の防

止等 等の配置変更による溢水影響評価について」

参照）を考慮して評価する。 

ｄ．タービン建屋内の津波による溢水の影響 

 「ｃ．屋外タンク等の損傷による溢水」におけるタービン建屋

への溢水の流入量を考慮して，タービン建屋内の津波による溢

水の影響を評価する。 

363



43 条－3－68 

 この他の評価条件については，既許可と同様に以下を考慮す

る。 

(a) 地震により循環水系配管の伸縮継手の全円周状の損傷（リ

ング状破損）並びに耐震Ｂクラス及びＣクラスの機器の損傷

により溢水が発生する。 

(b) 地震加速度大による原子炉スクラム信号及びタービン建屋

の復水器エリアの漏えい検知信号により循環水ポンプ停止及

び復水器水室出入口弁閉止のインターロックを設けることか

ら，循環水系配管の伸縮継手からの溢水は，破損から循環水

ポンプ停止及び復水器水室出入口弁の閉止までの時間を考慮

する。 

(c) 循環水ポンプ 1 台目及び 2 台目の停止は伸縮継手の損傷か

ら 3 分後，3 台目は 5 分後となるが，保守的に 3 台とも 5 分

後に停止するものとする。 

(d) 循環水系配管の伸縮継手の損傷箇所での溢水の流出圧力は，

保守的に循環水ポンプの吐出圧力とする。また，保守的に配

管の圧力損失は考慮しない。 

(e) 耐震Ｂクラス及びＣクラス機器の損傷による溢水は，瞬時

にタービン建屋に滞留するものとする。 

(f) インターロックにより復水器水室出入口弁を閉止すること

から，津波及びサイフォンによる流入は考慮しない。 

(g) 敷地に遡上する津波が地上部から，タービン建屋内に流入

することを考慮する。 

 タービン建屋内の津波による溢水の影響評価で考慮する「循

環水系配管の伸縮継手の損傷箇所からの溢水量」，「循環水系配
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管の伸縮継手の損傷箇所からの津波の流入量」，「サイフォン効

果による津波の流入量」，「耐震Ｂクラス及びＣクラス機器の損

傷による溢水量」及び「屋外タンク等の損傷による溢水の流入

量」の合計がタービン建屋の地下部（T.P.＋8.2m 以下の箇所）

に収まることに対して，敷地に遡上する津波の浸水深が 1m（T.P.

＋9m）となるため，タービン建屋内は敷地に遡上する津波の高

さ T.P.＋9.0m で津波による溢水が滞留するものとして評価す

る。この津波による溢水の浸水高さは，既許可と同じであるた

め，津波による溢水に対する防護の変更はない。 

 

 ａ．～ｂ．に示した浸水防護重点化範囲のうち，設計基準対象施

設，重大事故等対処施設及び特定重大事故等対処施設が混在して

設置される

の津波から防護する範囲に対す

る浸水防護を第 2.3－4 図に示す。 
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：敷地に遡上する津波に対する防護対象設備が設置

されるエリア 

：津波から防護する範囲 

第 2.3－4 図 敷地に遡上する津波に対する津波防護対象設備を内包する 

建屋及び区画の津波から防護する範囲に対する内郭防護（1／11） 
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：敷地に遡上する津波に対する防護対象設備が設置

されるエリア 

：津波から防護する範囲 
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：敷地に遡上する津波に対する防護対象設備が設置

されるエリア 

：津波から防護する範囲 
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：敷地に遡上する津波に対する防護対象設備が設置

されるエリア 

：津波から防護する範囲 
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：敷地に遡上する津波に対する防護対象設備が設置

されるエリア 

：津波から防護する範囲 

第 2.3－4 図 敷地に遡上する津波に対する津波防護対象設備を内包する 

建屋及び区画の津波から防護する範囲に対する内郭防護（5／11） 
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：敷地に遡上する津波に対する防護対象設備が設置

されるエリア 

：津波から防護する範囲 

第 2.3－4 図 敷地に遡上する津波に対する津波防護対象設備を内包する 
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43 条－3－81 

(4) 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響防止 

 緊急用海水ポンプ，可搬型代替注水大型ポンプ及び可搬型代替

注水中型ポンプの取水性は，ＳＡ用海水ピット取水塔～ＳＡ用海

水ピット～緊急用海水ポンプピットの管路における管路応答及び

砂移動の解析をした結果（時刻歴水位，砂堆積厚さ及び浮遊砂の

影響）により評価している。解析の入力条件であるＳＡ用海水ピ

ット取水塔は，防潮堤の外側に位置する。 

 一方，令和元年 9 月申請及び令和 2 年 11 月補正での変更は，防

潮堤内側の配置の変更であることから，ＳＡ用海水ピット取水塔

における津波高さへの影響はない。 

 このため，令和元年 9 月申請及び令和 2 年 11 月補正での変更

は，緊急用海水ポンプ，可搬型代替注水大型ポンプ及び可搬型代

替注水中型ポンプの取水性への影響はない。 

 令和元年 9 月申請及び令和 2 年 11 月補正での変更は防潮堤内側

の配置の変更となることから，漂流物の衝突による影響評価のう

ち，防潮堤の外側の漂流物の衝突による影響評価については，防

潮堤外側の津波の流況の変化はなく，想定する漂流物への変更は

ないことから，漂流物の衝突による影響評価への影響はない。 

 また，防潮堤内側の漂流物の衝突による影響評価については，

令和元年 9 月申請及び令和 2 年 11 月補正で地上部の建屋の配置の

変更があるが，防潮堤内側の入力津波高さ 1m（浸水深）の変更は

ないため，想定する漂流物に変更が生じないため，漂流物の衝突

による影響評価への影響はない。 

 なお，令和 2 年 11 月補正で追加して設置する

）の地上部には，浸水防止設
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43 条－3－82 

備として水密扉を設置し，防潮堤内側の漂流物が衝突する可能性

があるため，漂流物の衝突による荷重を考慮して設計する。 

(5) 津波監視 

 令和元年 9 月申請及び令和 2 年 11 月補正での変更は防潮堤内側

の配置変更であり，敷地に遡上する津波が浸水する範囲（地上部）

に を追

加して設置するが，既許可で示している津波・構内監視カメラで

監視可能な範囲への設置であるため，津波・構内監視カメラの追

加等の必要性もなく，監視範囲への影響はない。また，防潮堤内側

の配置変更であることから，防潮堤外側の監視範囲への影響もな

い。 

 「(4) 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影

響防止」に示したように，防潮堤外側潮の時刻歴水位への影響は

ないことから，潮位計への影響はない。 

 このため，津波監視への影響はない。 
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